
午前１０時１分 開議

○議長（嶋本五男君） ただいまから平成１１年第

４回泉南市議会定例会継続会を開議いたします。

直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定

数に達しておりますので、会議は適法に成立いた

しました。

これより日程に入ります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規

定により、議長において１１番 南 良徳君、１

２番 真砂 満君の両君を指名いたします。

次に、日程第２、付託議案第１４号 平成１０

年度大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算認定につ

いてから日程第１９、付託議案第３１号 平成１

０年度大阪府泉南市水道事業会計決算認定につい

てまでの以上１８件を一括議題といたします。

ただいま一括上程いたしました平成１０年度泉

南市各会計決算認定１８件に関し、委員長の報告

を求めます。決算審査特別委員会委員長角谷英男

君。

○決算審査特別委員長（角谷英男君） おはようご

ざいます。平成１０年度決算審査特別委員会委員

長報告を行います。

議長から御指名を受けましたので、これより９

月の定例会において本決算審査特別委員会に付託

を受けました平成１０年度泉南市一般会計決算を

初めとする各会計決算の合計１８件につきまして、

その審査の経過概要と結果の御報告を申し上げま

す。

なお、委員会における議決の結果につきまして

は、お手元に御配付申し上げております審査結果

報告書のとおりでありますので、御参照願います。

また、質疑の細かい部分なり、別冊の主要施策

等の成果説明書で説明が付されている部分につい

ての質疑は、本報告から省略させていただいてお

りますので、御了承下さい。

本特別委員会は、去る１０月２８日から１１月

２日まで、そのうちの４日間、委員及び市理事者

の出席のもと、各会計決算各般にわたり各委員よ

り熱心なる質疑、意見を交え、慎重なる審査を行

いました。

それでは、まず一般会計分の歳入から審査の概
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要を申し上げます。

現下、行財政改革が叫ばれその実施が行われて

いる中で、特にその財源の確保の一環となる市税

の徴収率について示せとの問いに、市税の徴収率

については８２．４％、関空関係分を除く徴収率に

ついては７６．４３％であるとのことでした。

また、市税全体の徴収未済額が非常に多くなっ

ているが、この内容について示せとの問いに、市

税全体として２１億円強の収入未済額があり、そ

の内訳としては、５万円未満が１万３，０６９件、

５万円以上１０万円未満が２，１３２件、１０万円

以上３０万円未満が１，７１４件、３０万円以上５

０万円未満が３７３件、５０万円以上１００万円

未満が３７０件、１００万円以上５００万円未満

が２９９件、５００万円以上１，０００万円未満が

３８件、１，０００万円以上が１５件であり、この

滞納額が徴収率の低さの原因になっていると考え

ているとのことでした。

これに対し、市税全体の収入未済額のうち、ど

の程度滞納処分を行っているのかとの問いに、不

動産差し押さえ、債権差し押さえ等の滞納処分に

ついては２，６７１件、金額で５億３，５３６万円で

あり、残りの金額については、納税者に分納誓約

をしてもらっているものや、また比較的新しく発

生した滞納については、現在、滞納者と納税に向

けて交渉中であり、滞納処分はまだ行っていない

とのことでした。

さらに、本市の市税の徴収率は他市に比べて低

いが、徴収率を向上させる方法として、従来の方

法に加えさらなる方法を検討していないのかとの

問いに、徴収方法については、従来の方法に加え、

昨年からは２カ月に１度の土曜、日曜の臨戸徴収

も始めており、また部長級以上で行っている夜間

の臨戸徴収をさらに次長級までおろし徴収を強化

しているところであり、さらにことし１０月から

は大阪府と合同で滞納についてのハード面の徴収

及びソフト面の手続等の知識を得るための人材育

成を行っているとのことでした。

次に、特別土地保有税について、収入未済額が

非常に大きいように思われるが、これに対して何

か手段を講じているのかとの問いに、現在、本市

での特別土地保有税の滞納は市外の業者で１７社



あり、そのうち、差し押さえ５社、分納誓約４社、

未処分については８社あり、この未処分８社につ

いては比較的新しいものであるが、５年が経過す

ると時効となるため、何らかの法的措置を検討中

であるとのことでした。

次に、軽自動車税について、収入未済額が現在

課税分で５８９万４，６９０円、滞納繰越分で６８

８万１，２４０円とかなりの額になっているが、こ

れについて説明せよとの問いに、これについては、

近年原付の乗り捨て、盗難が多く発生しており、

これらの原付の所有者が市役所に廃車届を提出せ

ずにそのまま放置するケースがあり、こういった

原付が課税されることや、軽四輪車の車検のとき

に２年間の軽自動車税を一括して納める納税者が

多いことが軽自動車税の収入未済額をふやす主な

原因になっているとのことでした。

これに対し、軽自動車税の不納欠損額２９７万

３，１００円についてはどうかとの問いに、軽自動

車の滞納者については、課税対象者として若年層

が多く、また税に対する意識も低く、これらの滞

納者に対して差し押さえをするのは難しく、必然

的に不納欠損で落とすため、不納欠損額がふえて

いるとのことでした。

次に、住宅使用料の収入未済額が８６８万７，３

２６円と大きな額になっているが、この中味を明

らかにせよとの問いに、この収入未済額の内訳に

ついては、現年度分で６４４万９，３００円、過年

度分で２２３万８，０２６円であり、滞納額がふえ

ている理由としては、平成１０年度に従来の制度

から公営住宅法の新家賃制度に移行したことによ

り、かなりの住宅において家賃額が上がったとい

うことや、木造住宅３団地の供託されている分の

家賃収入の未納が影響しているとのことでした。

ちなみに平成１０年度の市営住宅の家賃の収納

率は、現年度分で８１．３％、過年度分で３９．２％、

全体で７７．２％であるとのことでした。

次に、総務使用料のうち、庁舎等使用料につい

て１９５万円の収入未済額があるが、これについ

て説明せよとの問いに、この１９５万円の収入未

済額については全額が庁内食堂使用料の滞納額で

あり、これについては、平成１１年１２月末日ま

でと平成１２年３月末日までの２回に分けて全額
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納入してもらえることになっているとのことでし

た。

次に、分担金及び負担金の中の児童福祉費負担

金の中に８３８万３，３５０円の収入未済額がある

が、この中味について示せとの問いに、これにつ

いては保育料の滞納分であり、過年度分で３５３

万４００円、平成１０年度分で４８５万２，９５０

円の滞納があるとのことでした。

さらに、これについては、将来的に徴収可能で

あるのか示せとの問いに、取り組みとしては、保

護者の就労確認を行うとともに、その中で未納保

育料の催促を行っているところであり、その後様

子を見て保護者の個別訪問、呼び出しを行ってい

くことで保育料の滞納分の徴収に鋭意努力してい

きたいと考えているとのことでした。

ちなみに、平成７年度以降の保育料の滞納件数

と滞納額については、平成７年度は２４件で９９

万５００円、平成８年度は２３件で１０３万２，０

００円、平成９年度は３２件で１５０万７，９００

円、平成１０年度は、５９件で４８５万２，９５０

円であるとのことでした。

以上が歳入部門における質疑の主なるものでご

ざいます。

続いて、歳出部門について御報告申し上げます。

まず、議会費について申し上げます。

そのうち、備品購入費の中の議会図書購入費に

ついて、議員活動を進めていく中にあって、最新

情報等あらゆる社会情勢を収集するためには、議

会図書室での図書の充実が必要であると思慮する

が、その点どのように考えているのかとの問いに、

本件については、地方自治法にも議会図書室を設

置しなければならないと明記されており、その重

要性については十分認識しているところであり、

さらに近年の情報のスピード化、制度化等々の状

況の中にあって、議員活動の一助としていただく

ための文献の整備が必要であるということも十分

認識しており、現状として議会図書費については、

ここ数年減額されることなく同額の予算を獲得し

ているが、厳しい財政状況の中にあるが、一定増

額の要求をしていく考えでいるとのことでした。

次に、総務費について申し上げます。

まず初めに、一般管理費の市交際費について、



平成９年度決算額４２６万円に対し、平成１０年

度決算額は２６９万円となっており、約１５７万

円の差異があるが、その点どのような対策をとら

れたのかとの問いに、極力縮減をする必要がある

と考え、その精査を行ってきているものであり、

その一例としては、慶弔関係において、葬儀への

参列については従来通りであるが、市内在住の役

職者や市の職員並びに職員の親族に対しての香典

や祝い金については、すべて廃止したこと。また、

弔電を弔慰文に改め、死亡届が出されたときに市

民課の窓口において手渡しをするようにしたこと。

寸志関係では、会費制の会議や会合等でやむを得

ないものについては、一定支出をしているのが現

状であるが、市が補助金を出している団体につい

ては、支出をしなかったことなどが主な理由であ

り、今後とも市交際費につきましては、可能な限

り縮減に努めていく考えであるとのことでした。

次に、財政管理費の負担金補助及び交付金の中

で、地方債研修会等負担金について、その内容を

示せとの問いに、地方債研修会は毎年１回行われ

ており、地方債全般についての１日研修で担当者

が参加するための負担金であるとのことでした。

これに関連して、昨今、地方債の増加が財政悪

化の大きな原因となっているが、平成１１年６月

に示された中期的財政展望には、平成９年度にお

いて公債費負担比率が警戒ラインである１５％を

突破しているが、一定、投資的経費すなわち事業

費関係が今後どのような方向で推移するものかと

の問いに、中期的財政展望についてはいろいろと

議論のある中で、不鮮明な点も多々あるかと思う

が、今後十分検討し、より精度の高いものに仕上

げていきたいと考えており、また具体的な投資的

事業の見通しについては、砂川樫井線、信達樽井

線、砂川駅前再開発、仮称農業公園事業等の各事

業計画の進捗ぐあいを十分見きわめつつ、ある程

度進捗を調整しながら慎重に対応していく考えで

あるとのことでした。

次に、契約検査費関係の問題として、土木工事

請負業者等にあって、指名願の提出されている業

者の実態調査は行っているのかとの問いに、契約

検査課の職員体制の問題もあり、すべての点を全

部チェックするのは時間的にも難しいというのが
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現状であるが、一定市内業者に対し、来年度から

の工事請負に参加の申請の要件を厳しくするとい

う考えのもと、例えば技術者等の確認に関する提

出書類を義務づけや直接職員が現場に出向き技術

者の存在を確認する等々、チェックを厳格に行い、

このことにより一定の是正はされていくものと考

えているとのことでした。

次に、地域振興券交付事業費について、この事

業の効果について示されたいとの問いに、地域振

興券の換金率は１０月１２日現在で約９８．２％で、

換金期限は１２月末日となっており、業者数では

９００以上の登録業者のうち、量販店等と一般小

売店との割合は、８月末現在で量販店等７社で５

４％、一般小売店舗で４６％の換金があり、結果

的には、地元小売店と商工会並びに商店街連合会

の努力があったものと思慮しており、経済効果と

しては、相応の効果があったものと考えていると

のことでした。

次に、同和対策費の実態調査委託料について、

その中身を示せとの問いに、これについては中央

調査社に委託をしたものであり、調査の目的につ

いては、地域に居住する住民の生活実態を合法的

に把握をすることにより、同和問題解決のための

行政のあり方を検討するための基礎資料を得るた

めのものであり、実施方法については、調査項目、

調査内容の検討並びに調査結果の分析等、専門知

識が必要なことから、学識経験者や大学の先生方

で構成する委員会を設置し、平成１１年１月２５

日から２月１２日まで、約８００世帯を対象に世

帯の状況、生活環境、健康福祉、経済状況、教育

養育、就労、事業経費、婚姻状況、被差別体験等

の９項目について調査を行ったとのことでした。

続いて、民生費について申し上げます。

このうち、まず初めに、来年度からは介護保険

制度が開始されることになるが、介護保険制度に

かかわる問題として、老人福祉費の中の委託料で

介護保険事業計画策定業務委託料とあるが、その

内容を示せとの問いに、これについては、介護保

険事業計画を策定していく上において、昨年、高

齢者を対象にアンケート調査を実施し、その回答

の中で、訪問介護を必要とする回数は週当たり１，

４９７回、年間では６万６，０００回程度となって



おり、また事業者に対してもことしの７月にアン

ケート調査を実施したところ、訪問介護を派遣で

きる回数は、週当たり１，３８０回という回答にな

っており、需要に対する供給率は９２．２％になる

という結果が出ているとのことでした。

これに対し、一般ホームヘルパーと登録ホーム

ヘルパーのサービス量を合算した回数は、昨年１

年間に９，９００回程度と聞いているが、介護保険

の事業計画の策定に当たってのサービスの需要量

は年間６万６，０００回程度であり、昨年の実績の

７倍程度に増加することになるが、これは余りに

も膨大な回数を見込むことになり、もっと実態に

見合った数値を出すべきであると思われるが、そ

の点どのように考えているのかとの問いに、事業

計画の策定に当たっては、当然正確な数値を把握

しなければならないが、実際どれくらいの方が申

請し、どれくらいの方が要援護者として認定され

るのか不確定であり、今後毎月どれくらいの申請

が出てくるかを確実に把握した上で正確な数値の

把握に努めてまいりたいと考えているとのことで

した。

これに対し、本市においては、平成１０年度に

ついては本来十分な体制で臨むべきものであった

が、担当課が２人の体制であったため、十分な実

態調査ができていないのが現状であるとのことで

した。

これを受けて、近隣の岸和田市の策定委員会に

おいては、モデル事業が始まる前の平成１０年８

月２１日に第１回目の策定委員会を開催し、その

中で実態調査の内容を示し、その分析を行い、実

態の数値に見合うような数値を出しており、また

埼玉県所沢市では、実態調査に見合うような数値

を出しているため、平成１１年度の予算実績と平

成１２年度との関係の中で、どちらが持ち出しに

なるのか検討し、実際には平成１１年度の方が持

ち出しになり、約１億５，０００万円の減額になる

ため、この１億５，０００万円を介護保険の横出し

や上乗せとして、つまり老人福祉全般の施策とし

て自立支援を行ったり、減免規定を設けたりして

対応するということも聞いており、これらに比べ

ると本市はかなりのおくれをとっており、実態調

査に至っては、現在まだ明らかでないという現状
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で、早急に実態に見合うような数値を出して、そ

の財源を確保すべく、早急に明らかにすべきであ

るという強い意見がありました。

次に、デイサービス運営事業委託料について、

その内容を示せとの問いに、これについては社会

福祉法人せんわと亀寿の森の２カ所にデイサービ

スの運営を委託しており、社会福祉法人せんわの

登録者数は４２名で、平成１０年度の利用延べ回

数は９６２回、また亀寿の森の登録者数は４７名

で、平成１０年度の利用延べ回数は６９０回であ

り、その個人負担については、１回につき食事代

５００円と入浴代５００円の合計１，０００円の負

担をお願いしているとのことでした。

次に、敬老祝金２，９１８万１，０００円とあるが、

その内訳を示せとの問いに、この内訳については、

７５歳以上８０歳未満のお年寄り１，３１１人に対

し、１人当たり７，０００円、８０歳以上８８歳未

満のお年寄り１，１７２人に対し、１人当たり１万

２，０００円、８８歳以上のお年寄り３３０人に対

し、１人当たり１万８，０００円の支給を行ったと

のことでした。

次に、総合福祉センター費の中の委託料のうち、

デイサービス事業委託料及び給食調理委託料につ

いて、その内容を示せとの問いに、デイサービス

事業委託料については、大阪府社会福祉事業団に

加入し、障害者のデイサービスを１日５名、老人

のデイサービスを１日１５名、合計２０名のデイ

サービス事業を委託しているものであり、また給

食調理委託料については、そのデイサービスを受

けている２０名の方々の給食をつくる作業を委託

しているものであるとのことでした。

次に、同じく総合福祉センター費の中の委託料

のうち、作業療法士派遣委託料について、その内

容を説明せよとの問いに、これについては障害者

の方々を対象として、作業によって機能回復を図

ることを目的として実施しており、ボバーズ記念

病院と竜華福祉会の作業療法士の方々に週１回ず

つ来ていただき、指導してもらっているとのこと

でした。

続いて、衛生費について申し上げます。

まず、火葬場問題について、現在本市では樽井

と西信達の２カ所に火葬場を開設しているが、両



火葬場とも開設後かなりの年数が経過しており老

朽化が著しいと思われるが、火葬場の将来展望に

ついて、今後行政としてはどのように対応してい

くのかとの問いに、指摘のとおり樽井火葬場につ

いては開設後約２７年、西信達火葬場については

開設後約４４年経過しており、どちらの火葬場に

ついても老朽化が著しく、利用者及び周辺住民の

方々には不快感を与えていると認識しており、こ

のような観点から、本市としては墓地公園整備の

基本的な考え方を示し、現在事務作業に入ってい

るところであり、今後精力的にこの構想の実現に

向け、全力を尽くしていく考えであるとのことで

した。

これに対し、墓地公園の整備について、具体的

にどのような展望を持っているのかとの問いに、

これについては地元地域の方々の同意が必要であ

り、我々としては各地域の方々に先進地の視察等

を行っていただき、同意をいただけるよう全力を

尽くしているところであり、できれば今年度中に

は地元の方々の同意を得られるよう努力していく

考えであり、仮に今年度中にも地元の方々の同意

が得られれば、約５年後ぐらいには完成できるも

のと考えているとのことでした。

次に、塵芥処理費の中の報償費で再生資源集団

回収奨励金とあるが、この内容について示せとの

問いに、これについては市内の各子供会、ＰＴＡ

等の５６団体に段ボール等の再生資源を回収して

もらい、それに対し１キログラム当たり４円の奨

励金を支払っているものであり、ちなみに平成１

０年度は１，０９１トンの回収をしてもらっている

とのことでした。

次に、塵芥処理費の中の負担金補助及び交付金

に大阪府廃棄物減量化リサイクル推進会議負担金

とあるが、この推進会議の構成及び目的について

示せとの問いに、これについては、大阪府、府下

市町村、府下清掃事務組合、住民団体、学識経験

者等によって構成されており、その目的としては、

廃棄物の量の増大と質の多様化に伴う廃棄物の減

量化推進であるとのことでした。

次に、大阪府魚腸骨処理対策協議会負担金につ

いて、この負担金の内容及び必要性を示せとの問

いに、まずその内容については、大阪府下の市場

－１６６－

や魚屋等から排出される魚腸骨については、処理

工場により処理されているが、長引く景気の低迷

に伴い処理工場の経営状況が悪化し、事業継続が

難しくなれば、今後魚腸骨を各市町村が一般廃棄

物として処理しなければならなくなるので、その

対策として処理工場の事業安定を目的として拠出

しているものであり、またその必要性については、

魚腸骨は腐敗性が高く悪臭が非常に強いため、毎

日の収集及び即時処理が必要であり、本市でその

作業を行うことは困難であるため、その処理を代

行してもらっているとのことでした。

次に、し尿処理費の中の委託料のうち、し尿く

み取り手数料徴収委託料の中味について示せとの

問いに、平成１０年度のくみ取り券の販売総額は

９，６１２万８，７５０円であり、そのうち、環境整

備課で販売した金額は１，４７７万７，３７０円とな

り、残りの８，１３５万１，３８０円については、区

長等に販売委託した部分のものであるとのことで

した。

次に、し尿処理費の中の負担金補助及び交付金

にし尿くみ取り料補助金８１４万９，５９６円とあ

るが、その内容を示せとの問いに、これについて

は、し尿くみ取り料のうち、市は１人当たり４０

円の補助を行っており、平成１０年度は１９万４，

０３８名分の補助を行ったため、１人当たりの補

助金額４０円に補助人数１９万４，０３８名を乗じ、

それに消費税を加算したものであるとのことでし

た。

次に、自主環境整備補助金５５８万円について、

その内訳を示せとの問いに、この内訳については、

下村区に１０２万円、大苗代区に１５６万円、樫

井西町会に３００万円の補助金を交付していると

のことでした。

これに対し、本市の下水道整備については逐次

整備がされている中にあって、市としては、この

３地区に対し永久的に補助金を支払っていくのか

との問いに、これについては、昭和５４年度に今

のし尿処理場いわゆる双子川浄苑の増設工事が行

われた際に地元３地区と協議を行い、建設に同意

する条件として協定書を交わしているが、この協

定書については５年に１回見直しをすることにな

っており、更新時において地元３地区と今後のこ



とについて一定協議をしていく考えであるとのこ

とでした。

次に、環境整備対策費の委託料のうち、除草作

業委託料について、その内容と委託先を示せとの

問いに、これについては、市有地、道路、水路等

の公有地の除草及び泉南市のあき地の適正管理に

関する条例に基づいて市が行う除草等であり、平

成１０年度の実績としては３４件の除草作業の委

託を行ったところであり、ちなみに委託先につい

ては、泉南市シルバー人材センターであるとのこ

とでした。

続いて、農林水産、商工、土木費について申し

上げます。

このうち、まず仮称農業公園整備事業費の委託

料で、泉南南部地区（１０）工区工事委託料とあ

るが、この内容を示せとの問いに、農業公園の整

備事業については平成６年度より実施している事

業であり、平成１０年度末における支出済みベー

スでの進捗率は、工事費では約３１％、用地買収

分が２３％であり、事業全体では約２７％の進捗

率になっており、平成１０年度は平成９年に引き

続き農業公園の造成工事、公園用地の買収、一部

土地開発公社からの買い戻しといった形で事業を

実施しているところであり、委託先については、

事業の円滑な実施並びに経費の節減という観点か

ら、隣接で農地造成工事を実施している大阪府農

とみどり環境の整備公社であり、委託内容につい

ては、主に土地造成と既に完成している調整池の

上流部分の土どめ工事等であり、また委託料の中

の繰越明許費については、公園施設の実施設計と

いうことで、広場、水路、花壇、駐車場といった

ものを繰り越しで本年度実施したものであるとの

ことでした。

さらに、仮称農業公園整備事業にかかって、利

用アセス並びに花卉組合の入植見込みはどのよう

かとの問いに、利用アセスについては、公園の運

営は四季を通じて入園者の確保を図る事が重要で

あると考える中にあって、今後は施設整備と並行

して、何が本市の農業公園に適しているのかとい

うことを検討していく考えであるとのことでした。

また、入植については、農地開発エリアという

ことで大阪府農とみどり環境の整備公社が主体と

－１６７－

なって調整をしており、泉南市としても可能な限

りの支援をしていく考えであるが、現実の課題と

して、農地の分譲単価、農家の資金調達の問題等

々、種々の問題があり、市としても安く分譲して

いただけるように、公社の方に協力をお願いして

いく考えであるとのことでした。

次に、農業総務費の負担金補助及び交付金でた

め池防災テレメーター負担金とあるが、その内容

を示せとの問いに、ため池防災テレメーターにつ

いては、ため池の決壊等を未然に防ぐための維持

管理システムであり、伝達経路としては、大阪府

の電算室より市の方に情報として入ってくれば、

電話連絡により各水利組合に情報を提供すること

になっているとのことでした。ちなみに、市内の

設置箇所については、海営宮池、新家大池、タブ

サ池、狐池、入野池、昭和池、堀河ダムの７カ所

であるとのことでした。

次に、林業費及び水産業費全般の問題として、

市として林業、漁業に対して具体的な振興策を持

っているのか示せとの問いに、林業、漁業の振興

策については、確かに農林水産業費の予算規模か

ら見れば、ウエート的には低いというのが現状で

あり、具体的な振興策ということになるとないと

しかいえないのが現状であり、農業についてはき

め細かい補助事業はあるが、林業、漁業について

のソフト面での補助事業については実施していな

いのが現状であるが、今後は従事している方々の

意見を組み入れた上で、さまざまな施策に取り組

んでいなかければならないと考えているとのこと

でした。

次に、産業振興センター機能研究調査委託料に

ついて、内容及び今後の方向を示せとの問いに、

産業振興センターについては、平成３年度より整

備のための調査検討を行っているところであり、

平成１０年度では、平成９年度の検討内容を踏ま

え事業の第１ステップにおける施設の概略整備計

画、また施設の構成と活動イメージの具体化の検

討を行ったところであり、りんくうタウンのＤ－

２ブロックの南端で敷地面積としては約１万５，０

００平方メートルを予定しており、この事業につ

いては、企業の立地状況や町としての成熟化の進

展に合わせた周辺状況の変化にも的確に対応して



いくことが重要であると考えており、今後は市の

財政状況等を勘案した上で、段階的な事業の推進

に向けて頑張っていく考えであるとのことでした。

ちなみに概略ではありますが、事業費については

約６億程度と試算しているとのことでした。

これに対し、事業費が約６億程度とのことであ

るが、これまでの商工会等との協議の経過がある

にしても、一定施設については中途半端なものに

なるのではないのか懸念するとの意見がありまし

た。

次に、商工費の負担金補助及び交付金で、労働

教育等振興対策補助金、事業所同和問題研修補助

金、中小企業退職金共済掛金補助金、阪南自治体

労働行政協議会負担金とあるが、それぞれの補助

金の内容を示せとの問いに、労働教育等振興対策

補助金については、労働者の地位向上のため、連

合大阪・大阪南地区協議会泉南地区協議会並びに

泉南市労働組合総連合の２つの労働団体に対し助

成しているものであり、事業所同和問題研修補助

金については、同和問題の早期解決と就職の機会

均等を図るため、事業所同和問題連絡会の研修等

の活動に対して行っている助成であり、中小企業

退職金共済掛金補助事業については、国の制度で

ある中小企業退職金共済制度に契約している中小

企業者に対し、掛金の一部を助成しているもので

あり、阪南自治体労働行政協議会負担金について

は、高石市以南の８市４町の協議会であり、労働

行政の充実を図るため、研修、情報交換を行うと

ともに、阪南地域における勤労者の社会的地位の

向上を図ることを目的に、同協議会に負担金を拠

出しているものであるとのことでした。

次に、商工費全般の問題として、本市の中小企

業の経営環境は依然として厳しい状況であるが、

市行政として一定、抜本的な考え方があれば示せ

との問いに、御指摘の点については十分認識して

いるところであり、市行政としても中小企業が安

定した経営が継続してできるよう、今年度から新

たな施策として、小企業等経営改善資金について

利子補給をすることになっており、今後は商工会

とも十分話し合いをしつつ、市の体力に見合った

施策を行っていく考えであるとのことでした。

次に、道路維持費の工事請負費で新家サングリ

－１６８－

ーン歩道改修工事とあるが、その内容を示せとの

問いに、これについては、サングリーン内の中央

を走っている市道の街路樹の植えかえであり、こ

の団地については、まち開きしてから相当経過し

ており、当時植えられた街路樹のナンキンハゼの

根っこの隆起が激しく、歩道が曲がったり、埋設

管を壊したり等々問題が起こっており、地元自治

会との話し合いの結果、数年前より継続的にハナ

ミズキに植えかえをしているとのことでした。

次に、同じく道路維持費の委託料で測量設計委

託料及び測量・丈量図作成委託料とあるが、この

２つの委託料については、泉南市全体の細かい部

分も含めてのものなのか、どこか１カ所の分なの

か示せとの問いに、これについては、主に大別す

ると測量設計委託料ということで２カ所、それか

ら、測量・丈量図作成委託料ということで４カ所

であるとのことでした。

これに対し、道路の改修については、生活道路

中心に改修をされることを望むとの意見がありま

した。

次に、都市計画調査費の委託料で市街化区域及

び市街化調整区域見直検討調査委託料とあるが、

一定このような調査については委託という形をと

るのではなく、担当課の方で行ってはどうか、考

え方を示せとの問いに、この調査委託の内容につ

いては、平成９年度から全国一斉に行われている

ものであり、本市においては前回の見直し以降、

社会状況の変化等を踏まえ、平成９年度から市街

化区域への編入を検討すべき地区を抽出し、土地

の利用状況、道路、農用地の指定等、法規制によ

る土地利用の契約状況等について、現況の調査を

行っており、平成１０年度においては、平成９年

度の調査検討の結果を踏まえ、具体的な場所につ

いて、市街化区域への編入の是非及び良好な市街

地を形成するための手法等について、調査検討を

行っているものであり、委託という形をとった理

由としては、法的に定められている都市計画決定

に必要である法的な図書を作成する関係上、委託

しているとのことでした。また、委託するか、し

ないかの判断については、事務内容、職員体制、

技術のノウハウ等を勘案した上で決定していると

ころであり、現状として事業部関係については、



技術力が伴う関係上、委託という形をとる率が高

いのが現状であるとのことでした。

次に、同じく都市計画調査費の委託料で仮称牧

野公園用地測量業務委託料及び仮称牧野公園都市

計画変更図書作成委託料について、それぞれの内

容を示せとの問いに、仮称牧野公園用地測量業務

委託料については、仮称牧野公園の都市計画決定

を行うに当たり、計画区域を明確にする必要から、

計画地を測量し、必要な文書の作成を行ったもの

であり、また仮称牧野公園都市計画変更図書作成

委託料については、泉南市の都市公園の中に仮称

牧野公園を追加し、全体としての都市計画公園を

変更するために必要な図書を作成したものである

とのことでした。

これに対し、この公園計画については急に計画

が降ってわいたものであり、昨今の公共工事の見

直しを進めている中にあって、どの事業を優先し

てするのか、明確な意思表示が必要であると思う

が、その点どのように考えているのかとの問いに、

仮称牧野公園については突然降ってわいたもので

はなく、平成７年に基礎計画ということで予算を

計上しており、牧野地域については、実際公園と

して存在しているのは十二本松遙拝所を仮に公園

として併用しているだけであり、以前より、牧野

地域に公園が必要であるということでいろいろ検

討していた中で、平成１０年に新しく国の補助制

度で公園の用地に対しても補助がつく緊急のグリ

ーンオアシス緊急整備事業という平成１０年度、

平成１１年度、平成１２年度限りの補助事業が上

がり、これに乗らなければ公園の用地が整備でき

ないということで、急遽平成１０年度に都市計画

決定をすべく予算を補正したものであり、平成１

１年度においては都市計画決定を行う予定になっ

ているとのことでした。

あわせて、予定している仮称牧野公園の予定地

の近くには幼稚園、保育所がある関係上、ぜひと

も防災面での公園という形で整備を優先したい考

えであるとのことでした。

次に、市内を流れる河川のあり方として、昨今

全国的な動きとして、河川の改修についてはコン

クリートで河川を固めるのではなしに、石を積ん

で従来の自然の形態を残す多自然型工法を用いて

－１６９－

行っていると聞くが、その点行政としてはどのよ

うに考えているのかとの問いに、これについては、

泉南市内には屯道川、紺屋川、大里川といわれる

普通河川と、大阪府が管理している二級河川の樫

井川、金熊寺川、男里川等々があり、そのうち、

多自然型工法への取り組みとしては、大阪府が管

理している二級河川の金熊寺川において、滑瀬橋

から国道２６号線の下流までを多自然型工法で現

在施工中であるが、何分、多自然型工法について

は緩やかな護岸をつくる関係上、用地が広く必要

であり、本市が管理している普通河川については、

金熊寺川と同じような多自然型工法については無

理であると考えているとのことでした。

次に、同和対策事業の一環として市営住宅の老

人向け住宅を建設されたが、いまだ入居者がなく

空き家になっている部屋があると聞き及ぶが、一

定同和地区以外の方にも入居要件の枠を広げては

どうか見解を示せとの問いに、老人向け住宅の募

集の関係で、同和地区以外の方にも入居要件の枠

を広げてはどうかとのことであるが、この老人向

け住宅については、事業の趣旨からして、当分の

間は現行の形でいきたいと考えているところであ

るが、一定平成１４年を目途に整理する必要はあ

ると考えているとのことでした。

この答弁を聞くに当たり、この事業については

政策上失敗であり、反省すべきであるとの意見が

ありました。

次に、消防費について申し上げます。

まず、救急救命士が乗務している高規格救急車

での搬送先はすべて救急救命センターであるのか

との問いに、昨年、一年間に１３４人の方を救急

救命センター並びに一般病院へ搬送しているとこ

ろであり、救急救命士が患者の状態を見て、搬送

先の病院を決定しているのが現状であるが、仮に

一般病院に搬送した場合に、その病院の医師が患

者を診察して処置できないと判断すれば、医師の

指示により救急救命センターへ搬送しているとの

ことでした。なお、泉南市から泉州救急救命セン

ターまでの搬送時間については約１０分であり、

一定重症の患者については救急救命センターへ搬

送するのが常識となっているとのことでした。ち

なみに、主な病名としては脳梗塞、心臓疾患等で



あり、搬送に当たっては、救急救命士が医師と連

絡を取り合って、医師の指示により点滴等の処置

を行うことが年に一、二回あるとのことでした。

次に、消防職員と消防団員はそれぞれ何名いる

のか、また消火作業の中で仮に殉職等の事故が発

生したときには補償制度が整備されているのかと

の問いに、１０月１日現在で消防職員数は、男性

７０名、女性１名、合計７１名であり、消防団員

数については、男性１５３名、女性１９名で合計

１７２名で活動しており、補償制度については、

泉南市消防団員等公務災害補償条例で消防職員と

同じ待遇となっており、その公務災害補償金の算

出基準としては、階級及び勤務年数により、ラン

クづけした基礎額が条例で定められており、それ

をもとに算定するとのことでした。

次に、市内の各消防団の分団車庫については十

分整備されているのかとの問いに、新家分団、西

信達分団、樽井分団、鳴滝分団、信達分団と５分

団ある中で、昭和６３年から順次整備を行ってい

るが、一番古い鳴滝分団車庫は、昭和４７年に建

設されたもので老朽化が進む中、また手狭となっ

た鳴滝分団車庫周辺の住民からは、建てかえの際

には移転してほしいとの要望があり、現在移転場

所を検討中であり、平成１４年を目途として財政

当局に要望していきたいとのことでした。また、

その意を受けて、鳴滝分団車庫の移転及び新築に

ついて、財政当局の考え方はどうかとの問いに、

これについては、鳴滝分団車庫の移転先等の条件

が整った時点で協議をしていく考えであるとのこ

とでした。

次に、教育費について申し上げます。

まず、大阪府の教育改革プログラムの中で示さ

れている小・中学校の統廃合問題について、泉南

市としての考え方はどうかとの問いに、大阪府で

は、小学校１学年２クラス、中学校では２つの小

学校が集まって１学年４クラスが適切ではないか

という案が出されており、泉南市においては、こ

のことに関係する市内の小学校１１校の中で、雄

信小学校、東小学校、鳴滝第１小学校の３校が該

当し、またボーダーライン上にある新家東小学校、

新家小学校、鳴滝第２小学校の３校は、全学年２

クラスということではなくて、一部の学年が１ク
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ラスしかないという学校であり、また中学校は、

４校中、西信達中学校の１校がボーダーライン上

にある。

以上が大阪府教育委員会が出した適切規模とい

われるものであるが、このプログラムを受けて、

教育委員会としては、小・中学校の統廃合問題は

検討していく課題ではあるが、当座の間は現況の

ままで運営していきたいと考えているとのことで

した。

また、統廃合問題の質疑の中にあって、昭和３

１年の６カ町村合併時において、合併の条件とし

て西信達地区に中学校を建設するとの約束事があ

ったもので、時代が変わろうとも、統廃合の対象

になることには納得できないとの意見がありまし

た。

次に、幼稚園の統廃合問題についての考え方を

示せとの問いに、現在、泉南市には９園の幼稚園

があり、各幼稚園の園児数については、平成１０

年５月１日現在で、信達幼稚園１４０名、樽井幼

稚園１１６名、西信達幼稚園５５名、雄信達幼稚

園３２名、鳴滝幼稚園２５名、新家幼稚園３３名、

一丘幼稚園１３５名、新家南幼稚園１８名であり、

最近の傾向である少子化対策としての子育て支援

センター的な役割もあり、地域に根を張ったもの

になっていると思っており、過日の教育委員会定

例会において教育委員会審議会というような諮問

機関を設置し、そこで統廃合問題について検討し

ていく考えであるとのことでした。

しかし、この答弁を聞くに当たり、統廃合問題

については、財政的な問題もあり、これからの時

代、教育といえども経営的な感覚を取り入れて行

くべきではないのかとの厳しい意見がありました。

次に、小学校費を初め中学校費までの需用費の

中の消耗品費について、平成６年度と比較すれば

約３０％の減額となっており、教育現場からは悲

鳴の声が聞こえる中にあって、今後の対応並びに

方向づけを示せとの問いに、需用費については、

ここ数年来、毎年一律１０％カットということで、

教育現場の先生や生徒の皆さんには大変苦労をか

けていることについては認識しているところであ

るが、一定来年度の予算要求時に、教育関係の需

用費については重点的に予算要求をしていきたい



と考えているとのことでした。

次に、学校施設整備全般にかかわる問題として、

今後の老朽校舎改修の見通しについて示せとの問

いに、現在改修については、市の財政状況を考慮

すれば大規模改修ができないという現状であり、

その中で平成１１年度補正予算における１，４００

万円では、改修の要望項目３０１のうち２０項目

程度であると考えており、改修の費用としては、

１カ所平均５００万円程度かかると推定すれば、

２４校園で１億２，０００万円程度必要と考えてい

るとのことでした。また、学校施設における空調

設備については、せめて保健室にはクーラーを設

置するよう予算要求してまいりたいとのことでし

た。

なお、学校施設等については、災害時の避難場

所に当たるので、各教育施設に対する耐震補強改

修について、教育委員会としては順次やっていき

たいという考え方は持っているとのことでした。

さらに、このことについて、教育現場の声を反

映して教育委員会より予算要求があれば、財政難

の中ではあるが、財政当局としてはどのように対

応されるのかとの問いに、今日の市の財政状況は、

教育委員会といえども例外ではなく、厳しいこと

は同じでありますが、議会等の要望により平成１

１年度補正も含めて、施設整備等については対処

してきたところであり、今後とも厳しい財政状況

が続くものと予想され、教育委員会としてもそう

いう事情を踏まえた上で、緊急的なものから優先

順位をつけ要望をいただき、その上で十分協議を

した中で、必要なものは必要なものとして、めり

張りのある対応をしていきたいとのことでした。

次に、同和教育費の報償費で講師謝礼とあるが、

新転任者研修事業に特定運動団体の書記長が講師

に参画されているが、講師選定についての考え方

を示せとの問いに、まず研修内容がどうであるの

か、並びに教育基本法と関係法令等を踏まえた講

師の選定が必要であろうかと考えており、また同

時に、人権問題を学習し、研修していくのに配慮

すべき事項があり、やはり当事者の目線から問題

のありようを見るということも必要と考えている

とのことであり、そういった点も踏まえて昨年度

実施したもので、今後は行政として主体性を持っ
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た対応をしてまいりたいとのことでした。

次に、指導費の中で登校拒否問題対策事業、心

の教室相談、スクールカウンセラーについての今

後の方針及び教育効果を示せとの問いに、小・中

学校におけるいろいろな問題行動に対して、カウ

ンセリングを中心としてそれに対応する制度であ

り、その目的は児童・生徒へのカウンセリングの

みならず、教職員や保護者に対してもどのように

対応したらよいのか助言等も行い、また児童・生

徒のカウンセリングに関する情報や収集の機能を

果たしており、効果については、例えば中学校の

保護者から教育委員会に直接電話があり、子供の

ことでスクールカウンセラーがいろいろな面で相

談に乗っていただき、また保護者に対してもいろ

いろな講演をしてくれているのでありがたいとの

事例もあり、この制度は続けてほしいとの話もあ

り、目には見えにくいものではあるが、効果が上

がっているものと掌握しているとのことでした。

また、指導費のうち、使用料及び賃借料の中で

障害児通学送迎タクシー借上料とあるが、タクシ

ーでなければいけないのかとの問いに、現在泉南

中学校に通学している生徒で足が不自由な生徒が

おり、通学にタクシーを使用していることに対す

る借上料であり、その借り上げ理由としては、登

下校時に際しての交通事故対策の面で有効である

とのことでした。

次に、公債費について申し上げます。

まず、平成１０年度の公債費比率については１

５．５％ということで、ボーダーラインである１５

％を超えており、今後そのピークについては平成

１３年、１４年と予想される中にあって、今後ま

だ信達樽井線、砂川樫井線、砂川駅前整備、仮称

牧野公園整備事業、さらには教育施設の大規模改

修も年次的に取り組むということであるが、今後、

公債費のあり方についてはどのように考えている

のかとの問いに、確かに公債費比率についてはボ

ーダーライン１５％を超えており、今後、平成１

３年度、１４年度が公債費比率が一番のピークに

となることが予想されるが、それ以降は下降して

くると考えているとのことであり、今後は長期的

な計画を持って、各原課とも十分協議しながら、

事業の重点度、進捗状況を勘案した中で、事業を



進めていく考えであるとのことでした。

ちなみに、推計ではあるが、公債費比率につい

ては、平成１２年度以降、起債を７億円ベースで

発行していった場合には、平成１４年度に１７．１

％となり、一番高くなると想定するのは平成１３

年度で１９．０％と推計しているところであり、そ

の後、平成１５、平成１６年とかなり減少傾向と

なると見込んでおり、トータルベースでこの程度

の起債発行であれば何とか事業がやっていけるの

ではないかと考えているとのことでした。

その質疑の中にあって、起債発行額７億円での

推計とのことであるが、いずれ公債費が急騰し、

その負担が市民にそのしわ寄せが行くということ

は避けなければならないと思慮するが、そのため

にも大型公共事業の進捗等について、今後どのよ

うに考えているかとの問いに、公共事業について

は、今後最低限やらなければならない事業を精査

するとともに、事業の進捗については、毎年度の

予算規模の中で判断をして行っていく考えである

とのことでした。

以上申し上げた点が、一般会計歳入歳出の主な

る審査の内容であります。

引き続きまして、樽井地区財産区会計から水道

事業会計までの各財産区会計及び特別会計１７件

につきまして、順次審査に入りました。

この中では、樽井地区財産区会計、国民健康保

険事業特別会計及び水道事業会計にあっては質疑

はありましたが、他の会計につきましては全く質

疑はありませんでした。

その中で、まず樽井地区財産区会計の質疑の中

にあって、その主なものについて申し上げます。

まず、財産収入について、予算額と調定額の差

額の内容並びに雑入について、それぞれ内容を示

せとの問いに、予算額より調定額の方が若干多く

なっているのは、東洋クロス等に貸し付けしてい

る土地貸付料を平成１０年度において若干値上げ

したことに伴い予算額より多くなったとのことで

あり、雑入については、樽井浜の財産区の土地の

建物１２戸と一部倉庫に貸している貸付料の収入

であるとのことでした。

また、歳出については、役務費の中の不動産鑑

定料、仲介手数料については、何を鑑定し、何の

－１７２－

手数料として支払ったのかとの問いに、事務費の

不動産鑑定料については、現在、係争中の資料と

して必要な個所の不動産鑑定を行ったものであり、

また仲介手数料については公有財産購入に係るも

のであり、財産区の土地の維持管理、または一体

化利用を図る目的で泉南自動車教習所の中にある

国有地を取得した中にあって、近畿財務局から事

務委託を受けている業者に支払った仲介手数料で

あるとのことでした。

しかし、この答弁を聞くにあって、国有地を財

産区が取得したとのことであるが、一定財産区に

ついては消滅という本来の目的からいえば、財産

区が財産を取得するということについては疑義が

生じてくるが、その点どのように考えているのか

示せとの問いに、今回の取得した土地については、

財産区の土地の中に国有地が存在し、それを取得

することにより維持管理の一体化が図れ、また土

地の一体化利用ができるということで取得したと

のことであり、今後はやはり合理的な制限を受け

ているので、その辺を慎重に考え事務を進めてい

きたいとのことでした。

また、今回の土地の取得により、一体的に整備

するという観点から考えて、非常に有効なものに

なるのではないかと思慮するとの意見がありまし

た。

さらに、今後の財産区財産のあり方として市と

しての見解を示せとの問いに、本市域内で法的に

設置されているのは樽井財産区だけであり、その

他の財産区については一定法的根拠はないが、過

去からの経過がある中でみなし財産区という取り

扱いをしており、今後も当分の間は現在の処理を

続けていく考えであるとのことでした。

さらに、財産区としては、新たな事業展開、新

たな事業を目的とした財産の取得はできないとの

ことであるが、現在樽井地区では斎場建設問題が

あると聞き及んでいるが、斎場建設については財

産区の施設として建設できるのか。もし、それが

事実とするならば、その施設を財産区管理センタ

ー的なものとして位置づけ、それを建設するとい

うのであれば、どういうフローでその作業が進め

られているのか、その経過を示されたいとの問い

に、財産区においては、基本的に新たな土地、新



たな事業を伴う施設については難しいことである

とのことであり、ただため池の用水等の維持管理

など比較的小規模な施設については可能だとのこ

とでした。

また、財産区管理センター、斎場建設問題につ

いては、御指摘のとおり樽井地区において話があ

ることは事実であり、樽井地区葬祭場建設検討委

員会等において議論がなされ、その中で、この計

画の基本的なものについては財産区より費用負担

を願う旨の要望があり、それを受けて財産区管理

会において協議の結果、その要望事項については、

財産区より費用負担を行う旨の承認と、財産区会

計から補助金交付という形で支出する旨の決定を

しているとのことでした。

さらに、この場合に、補助金交付として財産区

がその費用を支出するということであるが、その

ための手続等は所定の手続にあった形で行うべき

ではないかとの質問があり、補助金交付のあり方

については、財産区会計から樽井区で設置してい

る葬祭場建設検討委員会へ補助金として交付する

ことについては、市の補助金交付要綱なり、規則

に基づいて行っているとのことでありました。し

かし、この計画の基本計画の図面作成等における

業者選定のあり方については、区なり検討委員会

の意向があったにせよ、業者選定を急ぐ余りに、

十分に検討委員会あるいは財産区管理会等との意

思疎通を欠いた点については、不十分な部分があ

り反省しているとのことであり、今後かかること

のないよう努めていきたいとのことでした。

以上が財産区会計における主な質疑の概要でご

ざいます。

次に、国民健康保険事業特別会計では、この特

別会計については非常に厳しい状況の中にあって、

一般会計からの繰り入れという形での財政操作を

考えているのかとの問いに、国保会計における一

般会計からの繰り入れについては、財政運営上、

法に基づく繰り入れ、赤字補てん等の繰り入れ、

施策に伴う減免等の繰り入れがあるが、ルールに

基づく繰り入れについては地方財政措置がなされ

るが、施策に伴う一般会計からの繰り入れについ

ては多々難しい面もある関係上、できる範囲内で

繰り入れを行っていく考えであるとのことでした。

－１７３－

さらに、昨今の不況により失業者もふえ、自営

業、地場産業が非常に厳しい状況の中、国保会計

にあっては、低所得層に過酷な税負担となり大変

な状況と思うが、その点どのように考えているの

かとの問いに、確かに国保会計にあっては、低所

得者層には厳しい現状であるが、一定平成１０年

度において、その対策として２割減免の制度を新

たに設け、若干負担が緩和されているとのことで

した。

ちなみに、国保会計における今後の動向として

は、来年４月から導入される介護保険も加味した

上での減免制度を現在検討しているところである

とのことでした。

次に、水道事業会計について申し上げます。

そのうち、まず水道事業会計全般の問題として、

減価償却費が人件費を上回っており、その減価償

却費収益的支出に占める割合として、平成１０年

度で２２．８％、対前年度比で１．３％アップし、支

払利息と合わせると約３５％を占めることになる

中で、これから第７次拡張事業での膨大な設備投

資を行うことにより、さらに支払利息、減価償却

費が加算されてくると思慮するが、その点具体的

に示されたいとの問いに、減価償却費の構成比に

ついては、第７次拡張事業実施に伴い、平成１１

年度で１９．２％，１６年度で２０．６％程度と予測

し、現在行っている第７次拡張事業を最優先に取

り組んでいるが、多額の費用を必要とするために、

それに伴い減価償却費等が増加してくるとのこと

であり、その中にあって他の事業については、今

後特に緊急性を要するものを除き、実施時期、実

施方法等を精査し、事業展開を図っていく考えで

あるとのことでした。

ちなみに、第７次拡張事業に対する減価償却費

の予定額については、平成１２年度で約１，２９０

万、平成１３年度で１，９５０万、平成１４年度で

３，８８１万、平成１５年度で４，１４０万、平成１

６年度以降については大体６，２００万程度で推移

していくとのことでした。また、企業債利息につ

いては、平成１２年度で約７２０万、１３年度で

１，６００万、１４年度で３，０００万、１５年度で

３，９００万、１６年度以降については大体５，３０

０万程度で推移していくと考えているとのことで



した。

次に、第７次拡張事業については、膨大な費用

を必要とし、またこの事業において新たに配水池

を設けるとのことであるが、既設配水池等その経

費等を考えると、この事業を見直し、精査すべき

ところがあると思慮するが、その軽減を図ってい

く具体的な方策を考えているのか示せとの問いに、

第７次拡張事業については、当初から新家地区の

六尾給水区域からの独立ということで事業計画を

実施し、新家地区の将来的な展望に立ち、給水区

域を独立させることにより給水の安定を図り、か

つ災害に強い施設として新たに築造を予定する配

水池についても、約２，０００トンの貯水池を２基

設置する計画であり、現在の場所では狭小だとい

うことで、第７次拡張事業の計画の予定で進めて

いるとのことでした。

次に、水道料金について、大阪府営水の値上げ

に伴って本市の水道料金の値上げは考えているの

か、それとも独自の対応を考えているのかとの問

いに、水道料金の値上げについては、府営水道か

ら受水している関係で、料金改定がされれば応分

にその分がはね返ってくる状況であり、一定自己

水も確保はしてはいるが、平成９年度において赤

字が６，７００万円程出ている関係上、今後水道事

業会計の財政状況を見ながら慎重に対処していか

なければならないと考えているとのことでした。

次に、配水管の布設状況について、前年対比で

は石綿管の布設がえが高いが、この石綿管に対す

る将来的な取り組みはどう考えているのか示され

たいとの問いに、石綿管の布設がえについては、

平成１０年度において３，８２６メートルの改良整

備を行い、今後引き続き石綿管の改良整備を積極

的に行い、でき得る限り早期に改良事業ができる

よう事業を進めていく考えであるとのことでした。

次に、府営水道と自己水の割合について、前年

対比では自己水比率が減少しているが、将来的に

はどのようになっていくのか示されたいとの問い

に、将来的な府営水への依存については、本市の

水源は府営水、地下水、河川水であり、平成１０

年度におけるその割合については府営水で６２．５

３％、自己水で３７．４％であり、自己水の深井戸

の取水についても減少傾向にあるので、深井戸の

－１７４－

掘りかえということも自己水の確保の観点から今

後検討もしていきたいとのことでした。また、給

水人口に対する将来計画については、上水道の計

画給水人口は６万５，９００人で計画し、その給水

量については、一日最大給水量は３万３，０００立

法メートルであるとのことで、将来の人口等の動

向から現在第７次拡張事業計画を進めているとこ

ろであるとのことでした。

次に、阪南７市で行っている福祉減免について、

本市では今後弱者対策の一環として導入していく

考えはあるのかとの問いに、福祉減免については、

本市の場合、水道会計としては公営企業というこ

とで一般会計の繰り入れとなる関係上、市の福祉

担当者に申し入れを行っていく考えであるとのこ

とでした。

かくして全会計に対する個々の審査を終了し、

最後に市長の出席を求めて総括質問を行いました。

ここではまず、一般会計歳入面にあっては、毎

年論議のある市税の徴収問題についてであります

が、各市町村においてそれぞれ固有の理由がある

と思慮するところであるが、本市と他市とを比較

すると、例えば滞納繰越分の徴収率を例にとると、

本市は１６．１９％、泉佐野市は１６．１６％、貝塚

市は１８．０８％であるが、現年度課税分の徴収率

を見ると、９５％以下であるのは本市だけであり、

なおかつ、空港関連税収を除くと７６．４３％とい

う現状について市長としての考え方を示せとの問

いに、税の徴収問題については私自身も危機感を

持っており、本年１０月から大阪府の職員の方に

来ていただいて、差し押さえはもとより、今回初

めて二十数件にわたる公売の事前予告をしたとこ

ろであり、今後は電話債権の問題も含めて厳しく

対応していく考えであり、ちなみに年末の１２月

１日からは特別徴収月間ということで、特別編成

のチームも既に計画をしており、税収率向上に向

け全力で対応をしていく考えであるとのことでし

た。

次に、財政全般に係る問題として、国も含めて

日本全国の市町村において、行政の執行責任者に

は、いろんなノウハウを駆使して行政運営を行っ

ていくことが望まれているが、その点市長として

はどのように考えているのか、基本的な考え方を



示せとの問いに、財政問題については税収の問題

に尽きると認識しており、我々の与えられた権利

の中で、あらゆる手段を使って徴収率の向上に努

めていく考えであり、また一方では、国・府の補

助金あるいは有利な財源確保に向けて、さらなる

努力をしていく考えであるとのことでした。

次に、歳出面での質問では、入札問題全般に係

る問題として、先日、芦谷池改修工事にかかって

談合情報が寄せられ、現在調査をしているとのこ

とであるが、この件については詳細な調査を希望

するとともに、平成１０年度には談合疑惑が２件

ということも含めて、正すべきところは正すべき

であると思慮するが、市長としての基本的な考え

方を示せとの問いに、入札問題については、現在

公正入札検討委員会において検討しており、先般

の談合問題については聞き取り調査をするととも

に、近々に検討委員会を開催する予定であり、ま

た改革としまして、現在、事前公表も含めた検討

をしているとのことでした。これに対し、入札に

ついては、制度のあり方自体を根本的に考え直す

べきであるとの意見がありました。

次に、先般世間を騒がせた茨城県東海村での核

燃料施設における臨界事故との兼ね合いで、東海

村での臨海事故は１０キロ圏内が屋内退避の目安

となったことからして、本市より１０キロ圏内に

ある熊取町には同様の施設が４カ所あるという現

状の中で、貝塚市、泉佐野市では安全協定を結ぶ

準備をしていると聞き及ぶが、市長としての考え

方を示せとの問いに、原子力関係の安全問題につ

いては、先日起こった茨城県東海村での臨界事故

を含めて担当課に対し対応を指示したところであ

り、今回の臨海事故については、１０キロ圏内と

いうのが一つの判断基準の目安と考えており、本

市についても１０キロ圏内に入っているというこ

とは紛れもない事実であり、本市としては、貝塚

市、泉佐野市同様、企業に対し安全協定を結ぶよ

うに申し入れをしていく考えであるとのことでし

た。これに対し、原子炉問題については、一刻も

早い対応を望むとの意見がありました。

次に、来年４月１日よりスタートすることにな

っている介護保険制度について、市長としての独

自の考えがあれば示せとの問いに、介護保険制度

－１７５－

については、現在国の方でも新たな提案もあって

困惑しているというのが現状であるが、ただ先般

の近畿市長会でも介護保険の問題が議題に上り、

政府に対し、緊急申し出ということで、財源その

ものは国が責任を持って対応すべきであり、市町

村に転嫁すべきでないという内容の申し出をして

おり、市長としても円滑な施行に向けて努力をし

ていく考えであるとのことでした。

次に、空港関連整備事業について、現在りんく

うタウンにある臨海道路については対面１車線で

あるが、将来の交通容量等を考えれば対面２車線

での開通が必要であると考えるが、その点市長と

してどのように考えているのかとの問いに、関西

国際空港の地域整備に関連したりんくうタウンの

対面２車線化については、平成１２年の夏ごろに

は対面２車線での開通ができる見通しであると聞

いているとのことでした。

また、関連事項として、本会議でもいろいろと

議論されている南ルートの問題についてはどのよ

うに考えているのか、市長としての考え方を示せ

との問いに、南ルート問題については、本年の１

１月中に大阪府、関西国際空港株式会社、泉南市

の３者による研究会の立ち上げを考えているとこ

ろであり、あわせて、バックアップ組織として南

ルート推進既成同盟会というようなものをつくり

たいと考えており、その構成については、大阪府

内では泉佐野市以南の各市・町、それから和歌山

市、岩出町とその周辺を想定をして、順次市長自

身がそれぞれの首長にお願いに回っており、近い

時期に立ち上げができると考えているとのことで

した。

次に、環境問題全般に係る問題として、例えば

先般の新聞報道の中で、大阪府下を流れる４河川

に４有害物質が含まれているとの報道があったが、

市長として市が直接管理している河川の管理体制

等、これからの環境問題に対する基本的な考え方

を示せとの問いに、先般新聞発表がありました河

川の４有害物質ということでありますが、本市に

おいても、かつて金熊寺川の水質が府下でもワー

ストワンという経過の中で、毎年水質調査等を定

期的に行うとともに、その監視に努めているとこ

ろであり、これからは地球環境問題ということを



念頭に置きつつ、すべての環境問題に取り組んで

いく考えであるとのことでした。

次に、林業費を見るとき、最近では松くい虫対

策の費用しか計上されていないと思うが、例えば

里山構想等で林業の発展に取り組んではどうか、

市長としての考え方を示せとの問いに、林業に関

連して里山構想とのことでありますが、本市では

林業で生計を立てるのはなかなか難しいというの

が実情であり、現在、大阪府が質の高い自然体験

学習のための中核的エリアづくりということで金

剛生駒紀泉国定公園内で整備を進めている紀泉ふ

れあい自然塾整備事業の方で頑張りたいと考えて

いるとのことでした。

次に、教育施設の荒廃問題についてであります

が、過去の実績を見ると、市長が就任された１期

目の過去４年間の教育施設経費と平島市政の時代

の教育施設経費にはかなりの差異があり、財政状

況が厳しいというのは一定理解できるが、人口規

模、予算規模からいうと、いかに施設経費がおく

れているか予算上で明白であり、抜本的な対策を

考えるべきではないのか、市長としての考え方を

示せとの問いに、教育施設の改修問題等について

は先般の９月議会で要望も聞いており、またこれ

については教育の原点であると認識しており、教

育委員会の意向も十分踏まえた上で、可能な限り

対応をしていきたいと考えているとのことでした。

これに対し、実態に見合った改修をぜひお願いし

たいとの意見がありました。

さらに関連事項として、教育費の需用費の問題

で、平成６年と比較すると約３０％近く減額され

ている現状の中で、特に需用費については、教育

現場の子供たちや先生に大変な影響があると思う

が、その点市長としてはどのように考えているの

かとの問いに、教育費の需用費の問題については、

絶対必要なものは必要であるということは十分認

識しているが、何分需用費については事務レベル

で頑張ってもらいたいと考えているとのことでし

た。

さらに、幼稚園等の統廃合問題については、市

長としてどのように考えているのかとの問いに、

市内の幼稚園等の統廃合の問題については、行革

推進本部でも議題に上げ検討しているところであ

－１７６－

り、また教育委員会の方にも検討するように指示

をしており、統廃合をするかしないかは別にして、

この問題については、当然検討すべき時期である

と認識しているとのことでした。

以上で各会計決算１８件に対する質疑をすべて

終了し、順次、討論、採決に入りました。

そのうち討論のあった会計については、一般会

計及び樽井財産区会計、国民健康保険事業特別会

計、水道事業会計であり、一般会計については、

総括質問の中での市長の答弁では、種々改善する

との答弁が得られたところではあるが、一定平成

１０年度の決算を見る限り、市民の暮らし軽視、

とりわけ弱者に対して厳しいものになっていると

しか言えない等々不満な点が多々あり反対である

との討論があり、片や本年度の単年度収支は６，８

００万円余りであり、財政構造の弾力性を示す経

常収支比率は１０４．４％と前年度より０．９％増加

しており、また公債費比率にあっては１６．３％と

前年度より０．１％増加しており、いずれも標準値

より高く、財政の硬直化に拍車をかけている状況

にあるが、歳出面にあっては、これからの高齢化

社会を迎える中で、高齢者保健福祉計画推進の１

０カ年戦略の趣旨に基づき、ホームヘルパーの養

成研修の実施を初め、介護支援センターの運営事

業、緊急通報システムの新設を含め、各種事業の

充実に努められていることについては一定評価す

るものであり、また先般の９月議会において可決

された情報公開条例を受けて、市民の行政に対す

る要求、期待はますます高まることが予想され、

そのためにも現在取り組まれている行財政改革の

一刻も早い達成と健全財政の確立を願うとの意見

を付して賛成であるとの討論があった中で、採決

の結果、一般会計決算については賛成多数でもっ

て原案どおり認定可決されました。

次に、樽井地区財産区会計にあっては、過去に

地方自治法第９８条に基づく調査特別委員会を設

置し、調査をしたにもかかわらず、当時の状況と

今の状況は基本的には変化がないのに、本決算委

員会での答弁を聞いていても本財産区に対する市

の方針がまだ定まっていなく、本財産区以外の財

産区的財産のあり方について整理されることを希

望するとの意見を付して反対であるとの討論があ



った中で、採決の結果、賛成多数でもって原案ど

おり認定可決されました。

次に、国民健康保険事業特別会計にあっては、

本決算委員会での議論の中で指摘をしたように、

滞納者のうちの約４３％が非課税世帯であり、減

免規定の整備も不十分である。今後さらなる検討

を加えるべきであるとの意見を付して反対である

との討論があり、採決の結果、賛成多数でもって

原案どおり認定可決されました。

次に、水道事業会計にあっては、総事業費約１

４億に対し、減価償却費と支払利息及び企業債取

引諸費の２つをあわせると約４億であり、総事業

費に対して高い割合を占めているにもかかわらず、

一定の見直しが考えられていない等々の指摘があ

る中で反対であるとの討論があり、採決の結果、

賛成多数でもって原案どおり認定可決されました。

なお、そのほか１４件の会計については討論も

なく、いずれも全会一致で原案どおり認定可決さ

れました。

以上であります。ありがとうございました。

○議長（嶋本五男君） ただいまの委員長の報告に

対し、質疑を行います。質疑はありませんか。

真砂君。

○１２番（真砂 満君） 委員長、風邪を引かれて

いるのに大変御苦労さまでございました。非常に

申しわけないんですけど、１点だけお聞かせをい

ただきたいと思います。

当然、決算特別委員会でありますから、平成１

０年度における予算に対して執行がどうであった

のかと、そのことを審議されたというふうに思い

ます。そして、報告を受けたわけでございますけ

れども、ちょっと今回で言うことがいいのかどう

かわかりませんけれども、従前から少し気になっ

ていたのは、今の報告を聞いていましても、今の

報告は一体１０年度の決算報告だったのか、予算

の報告だったのか、よくわからないところがある

んですよね。そのあたり特別委員会の審議の過程

の中で、１０年度決算なのか、また決算に基づい

て若干の御意見とかいうのはあり得る話だという

ふうに思うんですけども、それを超えたというか、

それを逸脱したような議論がこの間多々あるんで

はなかろうかなというふうに思うんですけども、

－１７７－

その点について委員長の運営としていかがなもの

だったのか、その点だけひとつお聞かせをいただ

きたいというように思います。

○決算審査特別委員長（角谷英男君） 決算委員会

の委員長として申し上げるならば、それは１０年

度の決算に基づいて十分審議がされたというふう

に理解をいたしております。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 以上で委

員長報告に対する質疑を終結いたします。

これより一括して討論に入ります。討論はあり

ませんか。 小山君。

○２番（小山広明君） これは付託議案第１４号と

付託議案２９号の下水と、それから付託議案３１

号の水道について、反対の立場で御意見を申し上

げますので、各議員の皆さんの御賛同をぜひよろ

しくお願いいたしたいと思います。

まず、一般会計の方からでございますが、せん

だってもある学習会に寄せていただきまして、今

の時代をこのように分析されておる方がおられま

して、いわゆる現物という時代から貨幣に移って、

現在は自由時間の形態ということに移行しておる

のではないかということで、そういう時代である

という分析をして、なるほどなという感じを抱き

きました。そういう点で、今の行政がやはりそう

いうことをきちっと据えての方向がなかなか見え

ないということが、私は１つあるということを指

摘せざるを得ません。

徴収率の問題は、大阪府下でもワーストワンと

いう大変不名誉なことが毎回議会に報告をされま

して、一体どうなっておるのかなという、そうい

うものの実態がなかなか見えないわけでございま

す。土地、建物で約４４億円、市民税が２６億円

でありますから、圧倒的にこの土地、建物という

ことに対する固定資産税の徴収が８０％以下だと

思うわけですが、トータルで８２．４でございます

から、そういう点でそういう税のあり方そのもの

に問題はありますけれども、もう少し徴収率が悪

いということの中身を議会にも、また市民にもよ

くわかるようにしていただきたいと思います。

今回の報告の中でも金額を示してその件数を示

されておりますけども、１００万円以上５００万

円以下というのが３００件近くある。それから、



１，０００万円までが２８件、それ以上が１５件も

あるという、１，０００万円を超える滞納が１５件

もあるというこの実態は、我々とても理解できな

いわけであります。

恐らくこの中には、もう絶対に取れないという

ものもあるのではないかということは十分想像で

きるわけでありますけれども、そういうことが処

理されずに、いたずらに徴収率がそこにあらわれ、

全国的にも泉南市の徴収率の悪いことがやっぱり

報じられて、イメージを大変悪くしておると思い

ます。

この間も市長が大阪府庁前で徴収率を上げるこ

との大阪府から２人選ばれた名誉といいますか、

どう言ったらいいのかわかりませんが、２人の首

長が大阪府庁前で決起集会というんか、集めるぞ

というような意思表示をされたことが新聞に載っ

ておって、これは私は余り評価できない報道なん

で、本当に市長をそういう場に立たしておること

も、議会としても大変責任があるわけであります

から、ぜひもう少し中身をきちっとして、集めら

れないものは、これが集められないということで

ちゃんと処理ができるはずなんですね。そういう

ことをぜひやっていただきたいと思いますが、な

かなかやれておらない。

それから、今回保育料の値上げ議案が出ており

ますけども、この保育料の滞納というのも大変多

いわけなんですね、今回の決算でも。７年度で２

４件あったものが、何とこの１０年度では倍以上

の５９件の滞納件数があるということが報告され

ております。

一体こういう問題についても、毎日お子さんを

預かっているわけでありますから、もう少し適切

な処理、滞納するまでにちゃんとしたヒアリング

をして、こういうことがないようにしていただか

ないと、回り回れば子供さんの発達とか成長に大

きな影響を受けるわけですから、子供もそれは薄

々知っておるわけですからね。そういう点では、

やはりもう少し行政はめり張りのある行政をして

いただきたいし、払えない人には払えない人の対

応をきちっと行政としてもやっていただくのは、

私はひとつ政治、行政の姿ではないかと思います。

それから、議論の中にありましたように、樽井

－１７８－

の投票所の１カ所の問題ですね。あれだけ膨大な

大きな人口を抱えるエリアにいまだに投票所が１

カ所しかないという問題についても、議論の中で

もなかなか前向きな議論が返ってこないというの

は、議論の中にもありましたが、これはやはり市

民の人権の問題としても一日も早く改善しなけれ

ばならない状況でありますから、こういうことに

ついての行政の姿勢も甚だ残念であります。

それから、驚くことに学校施設が大変すさんで

おるという状況で、行政の一番の仕事は教育施設

を整備するということが全面的に責任あるわけで

すね。中身についてはなかなか行政も介入できな

い部分があるわけですけども、そういうことの中

で、議論の中で本当かなと思ったんですが、ちゃ

んと国の制度があるにもかかわらず、そういう有

利な、国から補助をもらうことの制度があること

を知りませんでしたという、そういう答弁が、こ

れは担当の課長から議論の中であって、私のメモ

の中にもあるんですけども、こういう問題は、本

当に行政が国の制度なり大阪府の制度をもっと熟

知して、プロとしてやはり市民に利益を与えるよ

うなことをやっていただきたいと思うんです。こ

れも象徴的に行政のそういうプロとしての不勉強

さが私は示されたということで、行政全体をもっ

と引き締めて、この財政難の中で有利な財源につ

いては確保していっていただきたいと思います。

それから、教育費の問題での議論の中でも、何

か市長がそこまで修繕費とか需用費まで口を入れ

るのはどうかと思うと、事務方でどうか努力をし

ていただきたいというような、そういう答弁が市

長からあったんですけども、やはり政治問題化し、

社会問題化しておるときに、それはどんな小さな

ことでも市長が先頭に立ってやらないと今までや

れてこなかったわけですから、そういう姿勢では、

私は事務方だけに任しておって、こういう問題は

なかなかクリアできていかないと思うので、市長

のこういう問題に対する姿勢というのは、やっぱ

り十分批判されてしかるべきだと思います。

それから、空港の問題で南ルートについては、

泉佐野以南とか和歌山とか岩出なんかを巻き込ん

で、南ルートに何とか道を開こうとしておる向井

市政の姿勢があるわけなんですけども、国の財政



を考えても、陸は橋１本でしょうけども、鉄道が

あり、それから車があり、そういう２つの機能を

持っておるわけですね。

しかも、船もありますし、そういう点では、こ

れからの時代は、すべてパーフェクトに財政を無

視して整備するというのではなしに、我々はやは

り限られたそういう環境の中にあるわけですから、

財政も十分考えながら、少し不便だけども、そう

いうむちゃくちゃな財政を無視したようなやり方

をやめようというのが、私は時代の要請だろうと

思うんですね。

そういう点では、南ルートというのは、理念的

にそれは２つあった方がいいというのはわかるん

ですけども、財政を考えるならば、私はとてもそ

れはできる状態でないし、これまでの議論にあっ

たように、泉南市はそれに一切責任を持たないと、

要望はするけどもだれかやってくださいと。

道路としてやれとか、いろんな議論がありまし

たけども、そんな虫のいい話は絶対にないわけで

すから、向こうも道路にしても高速道路はただに

なると我々に言われながらもどんどん上がってい

く状態の中で、そういう公団とか外郭団体に責任

を押しつけて、そして何か漁夫の利を得るという

ような発想では、私は、絶対それは実現もしない

し、国民全体の議論からいっても、とてもそれは

納得できる問題ではないし、笑われるだけであっ

て、徴収率も大阪で一番悪いのに何でそんな実現

性のないものを一々要求しておるのかと。もっと

具体的な、きょう、あすきちっとできるようなこ

とをきちっと方針を掲げられないのかと、そうい

うように人は見ると思うんですね。

そういういつできるかわからないものに血眼に

なって市長が先頭に立つという姿勢は、まさしく

現在の困難な問題に目をつぶって、そして何かい

かにも希望を与えておるような、そういう向井市

政というのは、私は本当に現実を無視したあり方

であると思います。

空港そのものについても、２期事業なんていう

のは、皆さんもどう思っていらっしゃるかわかり

ませんが、１８メートルも沈下するわけですから

ね。１期は８メートルの沈下でも、結果的には１

１．５メートル沈下したんですよ。財政的に倍かか

－１７９－

るわけでしょう、２兆３，０００億円以上。だれが

考えたって、需要が４倍になったって今の状態を

脱することはできないわけですから、あった方が

いいというのは、仕事をする方はいいかもわかり

ませんが、そのツケはやっぱり我々の子孫にかぶ

ってくるわけです。

そういう点で、国とか運輸省と同じ姿勢で推進

をすると。１期の場合には、公害があるとか、百

害あって一利なしということで、行政はこぞって

反対する中で勝ち得たいわゆる地元の共存共栄の

いろんな施策じゃないですか。それを今度はもう

条件を出す前に同意したり、全くちぐはぐなこと

ばっかりやっとると。こんなことで利害が対立す

る。国と市町村というても利害が対立するわけで

すから、そういう中で、我々はほいほいと推進と

同じ姿勢でやっておったら、だれかて言うことを

聞いてくれませんよ。

そういうようなこともよく考えて、我々は石原

慎太郎じゃないけども、民族主義者でない者は政

治家でないみたいな話があったけども、それは一

理あるわね。地元のことを優先して考えないよう

な人間は政治家でないと、そういうことでいえば

わかりますよね、地元から選ばれておるわけです

から。

そういう点では、やっぱり地元の利害に立つな

らば、国が困ったなというような姿勢を示すとい

うのが地元民の立場に立つということだと思いま

すよ。市長は市民から選ばれたということを再度

認識していただかないと、国とか府の出先機関じ

ゃないわけですから、そういうような姿勢を改め

てもらわないと、予算執行についても、何か主客

転倒したような執行の仕方しかできないというこ

とで反対をさしていただきます。

あと、下水道の方については、スローダウンを

して、今市長が住んでおられる柴田団地に向けて

府道の下を掘っていらっしゃいますけども、私は、

現在あるその施設についてはちゃんと施設整備を

すればいいわけですから、全然設備もない、いま

だにぽっちゃん便所のところを水洗化する方が市

民のためにもいいわけですね。でないと、今でも

柴田団地なんかもう水洗にしとるわけでしょう。

一丘でも水洗にしとるわけですわね。



そういうことで、私は今の下水道のあり方は、

市民のためにやっておるようで、何かすぐ仕事が

できて、業者がすぐ仕事ができるような、また岡

山では４０億円ぐらいの金を返せというような問

題がありましたけども、（発言する者あり）ちょ

っとやかましいな。（巴里英一君「めり張りつけ

なよ、議案どおり」と呼ぶ）ちょっとそれは不規

則発言というんですよ。巴里さん、わかっとるで

しょう。（巴里英一君「めり張りつけなあかんよ」

と呼ぶ）

〔真砂 満君「議長、議事運営」と呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） 真砂君。

〔小山広明君「めり張りて何や、言うてくださ

い。わからん。何を言うとんや。そんなもん、

何も手挙げてないのに一々言うて、でけへん

がな。ちゃんと言うてください」と呼ぶ〕

○１２番（真砂 満君） 指名を受けましたので、

今お二人でやられておりますけれども、先に私、

委員長の報告に対して意見だけ述べたんですけど

も、討論の仕方、それはそれぞれ委員さんのやり

方はいろいろあろうかと思います。そのことにつ

いてはいいかというふうに思うんですけども、さ

きの委員長質問でも私がしましたように、趣旨は

決算委員会でしたら決算委員会の中身について討

論したり議論したりする、これがやはり基本の姿

勢だというふうに思うんですよ。

それを少しの逸脱は許容範囲だというふうに思

うんですけども、それが年度を越えて予算にかか

わってくる部分だとかそういった部分については、

１つの議会のルールとして、整理は整理としてき

ちっとしていかなければ、議会運営というものが

成り立っていかないんではないかと、私はそうい

うふうに思いますので、議長の方もひとつよろし

く運営の方をお願いしたいなというふうに思いま

す。

○議長（嶋本五男君） 小山議員に申し上げます。

何号議案、何号議案ということでめり張りをつけ

た反対討論をひとつよろしくお願いします。

○２番（小山広明君） 真砂氏のようにちゃんとル

ールにのっかって手を挙げて言っていただければ、

それは意見として僕はいいと思いますけども、巴

里氏のように手も挙げずに、討論中に意見の違い

－１８０－

があっても、そういうやじをやってもらうのは注

意していただきたいと思いますね、きちっと。

〔巴里英一君「議長、議事運営」と呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） 議事運営でありますけど

も、先ほど不規則発言だということでありますが、

本来なら何号議案に対してこうだということで、

先ほど真砂君も言っていましたように、きちんと

議案数を上げながら、ずらずらとどこが頭やらし

っぽやわからんような論議というのは、僕はあり

得ないと思うんです。そこできちっとめり張りを

つけてくださいということを言ったわけで、それ

を不規則発言というなら、こうして手を挙げて言

わざるを得ないわけでしょう。そのことをきちん

とあなたにやってくださいよと言うてるだけの話

なんです。そういうことで、ひとつ議事運営をお

願いいたしたいと思います。

○議長（嶋本五男君） わかりました。小山君、何

号議案、何号議案ということできっちりめり張り

のついた反対討論をお願いします。

○２番（小山広明君） 議長が後ろにおられるから、

やっぱり議長の指揮でやるというのが僕は当然だ

と思うけど、発言中にこうやられると、自分は考

えて言うとるわけですから、書いたものを読んで

るだけで言ってないわけですから、それは配慮い

ただきたい。私かて間違いはありますよ。しかし、

その間違いを正すときにもちゃんとルールにのっ

とってやっていただきたいと言っておるだけで…

…

○議長（嶋本五男君） そこであなたの意見を言わ

んと、反対討論に移ってください。

○２番（小山広明君） 先ほど一般会計の討論は閉

めました。次は下水道のところに入って言ってお

りますので、めり張りがついてないという印象を

受けたんであれば、大変申しわけなく思っており

ます。私もそのことには何の異論もないわけです

から。しかし、発言中にやられると私も考えなが

ら言っとるわけですから、それはやっぱりやめて

ください。手をちゃんと挙げてやってください。

そういうことです。（巴里英一君「めり張りをつ

けてやらな。そんな言い方ないやろ。それやった

らもう一遍挙げますよ」と呼ぶ）あなたが言って



私が反論したら、それでいいじゃないですか。

○議長（嶋本五男君） 小山君、討論を続けてくだ

さい。（巴里英一君「私に向いて言うてるから、

私の方も言うてやらなしゃあないやないか」と呼

ぶ）討論を続けてください。

○２番（小山広明君） 私は議長じゃないんだから、

あなたを指名する権限はないんだから。

○議長（嶋本五男君） 向こうと討論しているわけ

じゃないんですから、あなたの討論を続けてくだ

さい。

○２番（小山広明君） 黙らしてくださいよ。めり

張りがついてないということであれば、付託議案

第２９号、平成１０年度大阪府泉南市下水道事業

特別会計歳入歳出決算認定について、反対という

ことで意見を申し上げさしていただきます。

先ほどに重複することはもうやめておきますけ

ども、そういうことで現在使う側からいえば、水

洗化をしているところに下水道をつなぐというあ

り方は、市民全体からいえばやはりおかしいんで

はないかと。それはそれでちゃんと市が責任を持

って設備を管理していけばそれでいいわけであり

ますから、そういうところに、くみ取りがないと

こを無理やり通過して、自分とこの前を通ってお

るのにそこは水洗をつなげないと。

それは市からいえば普及率が何％上がるという

ことで、市長も泉南市は一番普及率のアップ率が

高いということを自慢していらっしゃるわけです

から、それは市民からいったら逆なでするような

議論だと私は思うんで、こういう下水道の進め方、

こういう空き地が多い農村部というんですか、こ

ういう山岳地帯がたくさんあるようなところにつ

いては、やはり小型合併処理浄化槽というのは費

用的にも安いし、引きたい人がいつでも引けるわ

けですから、そして自分の前の小川にはきれいな

水が戻ってくるということ、そういうことも十分

選択をして、市民が本当に求める下水道事業とい

うのをやっていただきたいと思いますし、市長も

再三ここで答弁されておるように、金熊寺とか六

尾、それから童子畑、楠畑、葛畑というこういう

ところは、市長も別な制度で集落のそういう浄化

槽をつけるということを明言しておりながら、何

らそれは進んでいない。

－１８１－

それはやっぱり同時に進めていかないと、市民

全体の下水道に対する要望に不公平が生じるので

はないかと、そのように思いまして、このような

市の基本的な考え方に反対をいたします。

続いて、付託議案第３１号の、長いですから水

道ということについて反対の意見を申し上げます。

市も最近は少し方針を変えられたのかなという

現実があるわけなんですが、自己水をふやしてい

くということを私は泉南市の水道事業では当然追

求すべきだと思いますね。どんどん府営水の率が

アップしてきておりますけども、災害とか、また

環境を考えたときでも、自分たちの中の水循環と

いうことを考える上からも、私はやっぱり自己水

を基本的に基本線に据えて、足らない分は府営水

をいただきますけども、将来的には１００％の自

己水を目指してやるというのが、私は泉南市の１

つの特徴ではないかと思います。

そういうことで、現在６本の自己水の井戸があ

るようでありますけども、１つつくれば４，０００

万円とか５，０００万円かかると言われても、設備

はかかっても水はただですからね、ある意味で。

極端に言えばそうですから、そういうようなこと

を追求していただきたいと。今でも井戸は１カ所

に２本か３本固まってあるんですね。もうちょっ

とばらけて井戸を掘れば、私は自己水をふやして

いけると思います。

泉南市の場合にはすべてがブレンドということ

で、大都市の下水を浄化した水と泉南市のきれい

な水とブレンドして飲まされておりますけども、

そういう点ではブレンドせずに純粋な自己水を市

民の方に飲んでもらって、自己水に対する関心を

高めてもらうという、そういうことも政策として

はぜひやっていただきたいし、そういう姿勢が見

えないということで反対をさしていただきます。

大変いろんなイレギュラーがありましたけれど

も、お許しください。余りなれておりませんので、

これからも勉強さしていただきますので、よろし

くお願いします。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 松原君。

○８番（松原義樹君） それでは、平成１０年度の

一般会計決算について、賛成の立場から討論いた

します。



財政収支状況を見ますと、ここ数年は黒字決算

で推移してきておりましたが、１０年度一般会計

の単年度収支では、６，８８７万７，６８７円という

赤字を計上いたしました。これは、本市において

は１２年ぶり 私はちょっとあれなんですが

ということであるようです。これは、本市にお

いては１０年ぶりの赤字となったところであり、

この点については、基金の取り扱い、これを含め

論議のあったところではありますが、現在の市財

政の状況を広く市民に伝え、より理解を求めるこ

とも大事であると思われます。

財政構造の弾力性を示す指標を見るにつけ、財

源の確保や事務事業の見直し等、引き続き努力さ

れてはおりますが、義務的経費であります人件費、

扶助費、公債費等の増加により、経常収支比率は

９年度より０．９ポイント増加し１０４．４となった

ことは、地方財政が全般に悪化の中、府下平均で

は２．３％増加しているとはいえ残念なことであり、

依然として厳しい状況にある本市の経常収支不均

衡型の財政状況を打開すべく、格段の努力が求め

られるところであります。

具体に歳入面で見ますが、空港関連税収が４，９

６１万７，０００円の減、また景気の低迷、不動産

取引の停滞、特別減税による所得割が３億１０４

万３，０００円の減となっております。一方、論議

されております徴収率のアップについては、なお

より一層の組織的な取り組みを行い、早急に具体

的成果を上げられるよう期待いたします。

一方、歳出面におきましては、農業公園の整備

事業、これに１億７，８１０万５，０００円、下水道

特別会計繰り出しに８億７，９６５万４，０００円、

物件費２億５，５７８万８，０００円、１１．４％等々

となっておりますが、投資的経費の抑制等で歳出

総額では前年度より６，８０７万１，０００円の減と

なっているところでございます。

このような状況下、福祉関係では、高齢者社会

を迎える中で、高齢者保健福祉推進十か年戦略の

趣旨に基づき、ホームヘルパーの養成、研修の実

施を初め、介護支援センター運営事業委託料や緊

急通報システムの新設を含め、各種事業の充実に

努められているところであり、民生費においては、

昨年度より５．６％、額として３億３，１００万円の

－１８２－

増加となっているところであります。

次に、生活環境の整備では、合併処理浄化槽設

置の引き続きの推進を初め、砂川樫井線、信達樽

井線等の新設及び改良事業等で３億２００万円、

樽井駅周辺事業に８，０００万円等々であります。

この年は、本市のみならず全国的に地方自治財

政の危機的状況とその克服について論議され、そ

れとあわせて地方分権推進制度の具体的取り組み

が行われた年でもありました。事業におきまして

も、この９月の情報公開条例等の制定を受け、今

後ますます市民の行政に対する要求、期待は高ま

るものと思われます。そのためにも、現在取り組

まれている行財政改革の具体的成果の一刻も早い

達成と早期の健全財政の確立を願い、平成１０年

度一般会計決算に賛成するものであります。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 和気君。

○１３番（和気 豊君） 御指名をいただきました

ので、付託議案第１４号、１０年度大阪府泉南市

一般会計歳入歳出決算について反対の立場から討

論をしてまいります。

１９９８年度決算は経常収支比率１０４．４％、

公債費比率は危険ラインの１５％を突破して１５．

５％、この点については、大阪府に届けられてい

る資料では１６．３％になっております。決算委員

会でお示しをいただきました数字で討論をしてま

いりたいと思います。財政力指数も０．８８８と財

政関係の指数はすべて前年を下回り、顕著に悪化

の一途をたどっています。自主財源の柱である市

税徴収率に至っては、史上最悪であった平成９年

をさらに下回り８２．４％、空港からの税収を除く

と７６．４％と、まさに異常な事態であります。

市は、その原因について二言目にはバブル崩壊

後の不況を挙げますが、府下各市は９０％台をい

ずれも維持しています。市が平成９年度から取り

組んできた行財政改革１００項目のうち、５７項

目を声高に成果として表明されるのとは裏腹な数

字が出ています。

問題の第１についてであります。

財政悪化の原因は、平成１０年度末で２４６億

円という年間予算を約５０億円も上回る起債残高、

借金をつくり出した空港関連の大型公共事業と、



普通建設事業の１６．７％を占める同和対策事業、

とりわけ地対財特法期限切れを前に９２年から９

７年まで一気に進めてきた約７５億円の膨大な借

金漬けの同和事業にあることは余りにもはっきり

としています。

下水道会計の１５０億円の借金、野方図な土地

先行取得による開発公社の借金１３２億円、この

膨大な借金で毎年支払利息だけでも２億五、六千

万円にも達しています。にもかかわらず、市はこ

の決算委員会でもおくれた都市基盤整備に力を入

れ、住民の要望にこたえてきたかのように言い繕

い、何ら反省をしていません。それどころか、約

４５億円の再開発ビルづくりの和泉砂川駅前再開

発計画、農業公園計画、産業振興センター、仮称

牧野公園などにこれからも短期間に約１００億円

前後の市民の血税をつぎ込もうとしています。

その一方で、公共施設整備と公債費管理基金に

合わせて２０億円の備蓄財源があるにもかかわら

ず、あえてそれを取り崩さず約６，８００万円の赤

字決算にし、財政危機を口実にこれからも福祉、

教育、暮らし切り捨ての行財政改革を市民に押し

つけようとしています。

第２は、福祉や教育切り捨てのひどい中身につ

いてであります。

その１は、９８年度は２０００年に向けて介護

保険のモデル事業を初め、高齢者の実態調査を進

めなければならなかった年でもありましたが、職

員をわずか２人を張りつけただけのお粗末な準備

体制での出発は、基礎資料づくりで極めておくれ

をとり、今に至るも取り組みに大きな影響と問題

点を提出しています。

１８人の待機者を出している偏った保育行政も

見過ごしにはできません。また、１億円を超える

集会所建設にかかわる開発者協力寄附金を持ちな

がら、いつまでも新興住宅の住民に不公平を強い

ている老人集会所の建設のあり方にも問題があり

ます。

その２は、保健センターの運営や医療関係にか

かわる衛生費が府下最低、市民１人当たり４，０６

０円は、他市の比較で３分の１から５分の１にな

る低い水準です。

その３は、教育費です。

－１８３－

子供たちの教育環境をよくすることは、何より

も子供たちの心身の健やかな成長のための必須条

件であります。ところが、今日、幼・小・中の教

育施設の極端な荒廃は、現場から出されているぼ

ろぼろ危険校舎告発の３０１項目の要望書によっ

ても明らかであります。

その原因は、言うまでもなく向井市政が教育施

設整備費をむちゃくちゃに切り縮めてきたからで

あります。９８年度は約１億２，０００万円です。

向井市政以前の施設費の流れは、８３年から８６

年は年間平均約９億９，０００万円、８７年から９

０年は約４億円、９１年から９４年は約４億８，０

００万円、そして向井市政になってからの９５年

から９８年の向井市政第１期目の４年間の年間平

均額は１億３，０００万円であります。この４年間

の幼・小・中の教育施設整備の極端な落ち込み、

削減が今日の施設の取り返しのつかない荒廃の原

因となっていることは、明らかであります。

悪臭のトイレ対策として、猛暑の中、窓を閉め

切って授業を受け、狭い便所で用を足せず、授業

が終わるや逃げ帰るように家へ飛び込む子供たち

の姿を想像してやってください、と現場の先生か

らは悲痛な声が上げられています。

また、９４年から９８年までの５年間の学校需

用費、とりわけ消耗品費の３０％から４０％のカ

ットは、授業に必要なざら紙を初め、学校運営に

必要なごみ袋、のり、はさみなどにも事欠く状態

にあり、義務教育は本来無償であるという憲法の

立場と逆行した父母負担がふえています。子供た

ちのためにも、施設費や需用費の増額を強く求め

るものであります。

第３は、監査委員の決算審査意見書の中でも２

年連続で指摘されている商工振興関係費の減額に

ついてであります。

消費不況と大手スーパーの進出など、地元商工

業者にとってまさに厳しい冬の時代が到来してい

る情勢にあります。地場産業の対策が今急務にな

っております。また、市の独自施策はなく、国・

府の補助制度に丸々乗っかったトンネル事業がほ

とんどの農業推進費にも問題があります。市内産

業の衰退による課税客体の弱体化を解消する立場

からも、また市財政を健全化させるためにも、こ



れら商工業、農業、漁業の対策の強化を求めるも

のであります。

第４に、９８年度は入札問題でも市長の後援会

清樟会の会員の企業が参加をしている共同企業体

が約１４億円の公共下水道事業で、上限価格の９

９．４％で落札するという事態が起こりました。ま

さに考えられないような高値張りつきでありまし

た。最低価格近くでの落札であれば、数億円の財

源が生み出されていたはずであります。入札の公

正なあり方も問われた年でありました。

第５は、同和行政がわずかな残事業を残して終

結を迎えている時期、またこれが全国の流れでも

ありますが、まさに行政が主体性を持って終結に

向け取り組まなければならないときに、公共施設

の占有、貸し付け、管理委託で今もって運動団体

に便宜を図っている事実も明らかになっています。

以上、問題点のみに限り指摘をし、反対の討論

といたします。

次に、付託議案第２７号、１０年度大阪府泉南

市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算につい

てであります。

１９９８年度の収納率は、７０．５％と昨年度を

さらに３．３％下回っています。これにより、滞納

総額は今や５億１，３００万円近くにもなっていま

す。厳しい消費不況のもと、失業者もふえ、市民

の納税力は著しく低下をしてきています。

ところで、保険税は４人標準の非課税世帯でも

１８万１，２００円、同じく生活保護ボーダーライ

ン世帯でも何と３２万９，７００円と低所得者にと

って極めて厳しい負担を強いている国保税は、ま

さに払いたくても払えない滞納者を輩出していま

す。このことは市の滞納状況調べでも明らかなよ

うに、全滞納者件数のうち、所得２００万円以下

の層に７３％と集中しています。

階層別で見ても、所得が低い大工、左官、普通

作業員などに従事されるその他所得層や所得がな

い層で約５０％を占めています。泉南市での国保

税体系の特徴は、応能割５４％に見られるように、

税負担能力がある者より低所得者の皆さんに極め

て厳しいものになっています。この税体系を市が

とっている以上、７０％そこそこの収納率はいわ

ば当然のことではないでしょうか。

－１８４－

同時に、市が激変緩和型の減免制度に加え、低

所得者向けの減免制度を策定することも、また当

然の帰結とするところであります。低所得者層へ

の対策を怠り、低い収納率に何ら手が打てていな

い今年度の国保会計決算には反対をしてまいりま

す。

最後に、付託議案第３１号、１０年度大阪府泉

南市水道事業会計決算について、反対の立場から

討論をしてまいります。

１９９８年度は、第７次拡張整備事業の中へ新

星和不動産の開発地への配水事業１１億４，２００

万円を組み込む計画を立案した年でもあります。

この新家地区における第７次拡張計画は、旧来の

加圧ポンプ場をむだにするばかりか、開発業者の

立場に立った送水管や配水管の布設などで数億円

の便宜を図るものであり、借入金の元利返済や管

の減価償却など、近い将来水道料金の値上げを避

けられないものにし、市民に大きな負担をもたら

すものであります。水道事業にも顕著にあらわれ

た開発優先、市民負担増大の行政姿勢を強く指摘

し、反対討論とするものであります。

以上であります。

○議長（嶋本五男君） 討論の発言のある方は、こ

の際ちょっと挙手を願います。

〔小山広明君「議長、ちょっと議事進行で」と

呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 私の発言中ちょっと間違い

があったので、訂正の時間を後で結構ですからお

願いいたします。

○議長（嶋本五男君） ただいま挙手の方が３人、

今また訂正の方も出ておりますので、討論の途中

ではございますけれども、１時３０分まで休憩い

たします。

午後０時１５分 休憩

午後１時３２分 再開

○議長（嶋本五男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

討論のある方。 島原君。

○１７番（島原正嗣君） 御指名をいただきまして、

新進市民連合の立場から、平成１０年度決算全般

に対し、ただいまの委員長報告につきまして賛成



をいたすものであります。

平成１０年度の単年度収支は１億２，８７６万４，

０００円の赤字となり、経常収支比率も１０４．４

％、前年度比にいたしますと１０３．５％、０．９ポ

イントの増加であります。また、公債費率も１６．

３％、前年度比１６．２％で０．１ポイントの増であ

ります。いずれも標準値より高く、財政面での硬

直化に拍車をかけているところでありますが、し

たがって本市財政の運営は、旧態依然として極め

て厳しい状況下にあります。

したがって、今後はさまざまな視点から中長期

にわたる健全な財政の目標値を明確にし、計画性、

現実性に徹した財政確立を行うべきであります。

その手段といたしましては、まず税の収納率の向

上、さらには収入未済額や不納欠損額に対して適

正かつ公正な処理運用を行うべきであります。

歳出面についてでありますが、行政が最大のサ

ービス機関であるという視点、論点からいたしま

すと若干問題点は残りますが、非常に厳しい財政

状況の中で、適正かつ効率的な行政運営に努めて

いる点に対し、評価を行うものであります。

特に、今後における行政課題は、教育、福祉、

介護サービス、医療機関の充実、青少年の育成、

雇用の創出、地場産業、中小商店、さらに農林水

産等に対する支援策を進めなければならないと考

えます。要するに、ポリシーを持った本市のまち

づくりを基本とし、国際化、情報化、少子・高齢

化時代への対応策を展望し、市民ニーズにこたえ

るための整合性をどう図っていくか。議会、行政、

市民、三位一体の行政を進めるために最善を尽く

すことを意見として申し上げ、賛成討論にかえま

す。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 巴里君。

○２５番（巴里英一君） 先ほど決算特別委員長よ

り、かなりの時間にわたって決算の審査報告があ

りました。委員長におかれては大変御苦労さんで

ございました。各歳入歳出決算でありますが、そ

の中の付託議案第１５号、平成１０年度大阪府泉

南市樽井地区財産区会計歳入歳出決算認定につい

て、反対の立場で討論をいたします。

私は、一部地区のみ有利となるような財産区制

－１８５－

度のあり方は、近代行政システムに合致しないも

のであり、本来なら財産区制度そのものが一般行

政へ繰り入れ、漸進的に財産活用すべきものと考

えるものであります。

さて、この樽井財産区問題は、古くて新しい問

題であり、１９６５年、昭和３１年の町村合併時

に創設されたものであります。その法的根拠は、

１９５４年、昭和２９年に地方自治法の一部改正

により、その法律に基づき、特別地方公共団体と

してこの樽井財産区が大阪府知事の認可を受けて

設立されたのであります。

御承知のごとく、この法律は、地方自治法第２

９４条、財産区の意義と運営、第２９６条の２項、

財産区の設置及び組織、同条の３項、管理会の機

能、同条４項の運営、また同条５の②の管理会運

営の基本原則に基づく管理会の任務を規定してお

り、この自治法における財産区の基本規定は、所

有する公の施設の管理、処分または廃止の機能の

みを有しているもので、行政上の権能はほとんど

なく、原則として、固有の機関も有しない特殊な

地方公共団体として市町村の一部である、とされ

ています。

その原則から、当然その収支報告をし、歳入歳

出決算はその存する市町村議会の議決を得なけれ

ばならないことは、言うまでもないことでありま

す。すなわち、樽井財産区管理会は議決機関でな

く審議機関であります。平成７年、本議会は、会

計内容の不明朗さ、民間払い下げ問題、土地賃貸

借における違法性、またその違法性がありながら、

管理会が徴収すべきものを樽井区が徴収していた

件、さらに計上すべき金銭を不当に支出していた

件、隠ぺいされた大金、また金融機関、帳簿等に

よる急激な出納の増減等の問題が多々ありました。

議会において、地方自治法第９８条をもって樽

井財産区に関する調査特別委員会が設置され、審

議、調査されました。一応の成果は得られたもの

の、調査特別委員会委員長報告にあった法に基づ

く本来の財産区会計の目的に沿った運営となって

いないことは、付託された今決算特別委員会の中

でも、土地取得、貸し付け等だけを見ても疑義が

あります。転貸ししている財産区財産で不当な利

益を得ていることに手を貸しているかのような答



弁より得られないという、こういったことを指摘

したが、改善の積極的な対応についてはお答えが

なく、そういったものは、私は認めがたいところ

であります。

また、他の財産区的財産のその法にない方法で

行政行為を行っていることも指摘しているが、明

確な答弁を得られないままであります。

まだまだ指摘すべき点は多々ありますが、今後

の運営処理に期待するところであります。

現行の処理方法、答弁では反対せざるを得ない

ことを改めて付言し、反対討論といたします。議

員諸氏におかれましては、議会人としての見識、

識見を発揮され、賛同いただけますようお願い申

し上げて反対討論といたします。ありがとうござ

いました。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 真砂君。

○１２番（真砂 満君） 付託議案第１４号、平成

１０年度一般会計決算について、清和会と民主清

和クラブを代表して、賛成の立場から、時間の関

係もございますので、ごく簡単に討論に参加をし

てまいりたいと思います。

１０年度の実質収支は６，７７２万９，６３２円の

赤字で、前年分を差し引くと単年度収支は６，８８

７万７，６８７円の赤字であります。バブル経済の

崩壊と長引く景気の低迷が主たる要因であろうか

と思われますが、都市基盤整備や高齢化社会を迎

える中での福祉関連等を考えるとき、健全な財政

運営は不可欠であります。

そういった中、歳入の根幹である市税収入済額

が減少し、収納率では府下市町村の中で最下位と

いう不名誉な記録は、一刻も早く解消しなければ

ならないと考えます。

しかしながら、財政がこれほどまでに厳しい中、

歳出において都市基盤整備の１つである道路事業

では、信達樽井線改良事業、砂川樫井線新設事業、

新家宮線改良事業、その他道路新設改良事業で、

それぞれに約８，０００万なり１，６００万、１億３

００万、１億２００万等々を支出し、福祉面にお

きましても、総合福祉センター事業に約１億５，０

００万、要支援高齢者対策事業では約１億２，００

０万、身体障害者福祉対策事業では１億３，０００

万等々を支出し、福祉文化都市への構築に努力を

－１８６－

されているところであります。

全般的には、本市のみならず全国的に財政危機

が叫ばれている昨今ではございますが、人件費、

扶助費、公債費等の義務的経費が年々増加をし、

より一層の財政事情が悪化することに間違いがな

く、これまで以上に努力が求められるところであ

ります。

具体には、さきに述べましたとおり、歳入の根

幹である市税収入にありましては、収納率を高め

る効果的な方策を検討されるとともに、市税の滞

納者に対する取り扱いについては、税負担の公平

性を保つという観念から、厳正な姿勢で対応する

ことを望みたいと思います。

また、歳出についても、事務事業の見直しや創

意工夫などにより、経費の節減、効率的な運用に

よる財政の健全化に一層の努力をお願いするとこ

ろであります。

いずれにしましても、地域社会の活性化や国際

化、情報化、高齢化社会を展望した多種多様な市

民ニーズに対応する施策の具体化を図るため、行

財政改革を早期に達成され、一日も早い健全財政

の確立を願い、報告されました平成１０年度一般

会計決算について賛成するものであります。委員

会同様、各議員におかれましては御賛同いただけ

ますようにお願い申し上げ、簡単ですが、討論に

かえます。

○議長（嶋本五男君） 先ほど小山議員より反対討

論の中で訂正を求める発言を求めておりますので、

これを許可いたします。小山君。

○２番（小山広明君） 大変失礼いたしました。先

ほどの反対討論の中で一部間違いがございました

ので、深くおわびをして訂正をいたします。

１つは、保育料の問題で私が現在出されており

ます幼稚園保育料の問題に関連をして、保育料の

滞納件数が多いという発言をいたしましたが、そ

の件は保育園の保育料でありまして、間違ってお

りましたので、その関連部分の訂正をよろしくお

願いいたします。

それと、もう１つ、下水道の討論の中で、今市

長が住んでおられる柴田団地の方に引いておると

いう表現をいたしましたが、これは私の勘違いで、

あれは開発絡みでの配水管の布設だという申し出



を受けましたので、これもあわせて訂正をさせて

いただきますので、よろしくお願いします。

○議長（嶋本五男君） ほかにございませんか。

以上で本１８件に対する討論を終結いたし

ます。

これよりただいま一括上程いたしております平

成１０年度各会計決算認定１８件に関し、順次採

決いたします。

まず初めに、付託議案第１４号 平成１０年度

大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算認定について

を採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案認定可決で

あります。

お諮りいたします。本件は、委員長の報告のと

おり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（嶋本五男君） 起立多数であります。よっ

て付託議案第１４号は、委員長の報告のとおり認

定可決することに決しました。

次に、付託議案第１５号 平成１０年度大阪府

泉南市樽井地区財産区会計歳入歳出決算認定につ

いてを採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案認定可決で

あります。

お諮りいたします。本件は、委員長の報告のと

おり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（嶋本五男君） 起立多数であります。よっ

て付託議案第１５号は、委員長の報告のとおり認

定可決することに決しました。

次に、付託議案第２７号 平成１０年度大阪府

泉南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認

定についてを採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案認定可決で

あります。

お諮りいたします。本件は、委員長の報告のと

おり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（嶋本五男君） 起立多数であります。よっ

て付託議案第２７号は、委員長の報告のとおり認

定可決することに決しました。

次に、付託議案第２９号 平成１０年度大阪府
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泉南市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いてを採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案認定可決で

あります。

お諮りいたします。本件は、委員長の報告のと

おり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（嶋本五男君） 起立多数であります。よっ

て付託議案第２９号は、委員長の報告のとおり認

定可決することに決しました。

次に、付託議案第３１号 平成１０年度大阪府

泉南市水道事業会計決算認定についてを採決いた

します。

本件に対する委員長の報告は、原案認定可決で

あります。

お諮りいたします。本件は、委員長の報告のと

おり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（嶋本五男君） 起立多数であります。よっ

て付託議案第３１号は、委員長の報告のとおり認

定可決することに決しました。

次に、ただいま採決いたしました５件を除く他

の会計１３件について、これより一括して採決い

たします。

本１３件に対する委員長の報告は、いずれも原

案認定可決であります。

お諮りいたします。本１３件につきましては、

いずれも委員長の報告のとおり決することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よ

って付託議案第１４号及び付託議案第１５号及び

付託議案第２７号及び付託議案第２９号並びに付

託議案第３１号を除く他の付託議案１３件の各会

計決算認定については、いずれも委員長の報告の

とおり原案どおり認定可決することに決しました。

次に、日程第２０、泉南監報告第１５号 例月

現金出納検査結果報告から日程第２２、泉南監報

告第１７号 例月現金出納検査結果報告までの以

上３件を一括議題といたします。

本３件に関し、監査委員の報告を求めます。監

査委員 島原正嗣君。



○監査委員（島原正嗣君） 議長の許可を得ました

ので、ただいまから平成１１年８、９、１０月分

の例月現金出納検査を執行いたしました結果を御

報告申し上げます。

地方自治法第２３５条の２第１項の規定に基づ

き、平成１１年８月、９月分は、平成１１年１０

月２６日に黒須監査委員と谷監査委員が検査を執

行いたしました。平成１１年１０月分は、平成１

１年１１月２６日に黒須監査委員と私が検査を執

行いたしました。

これについては、一般会計、特別会計等収入役

扱い分並びに水道事業会計分の関係資料を中心に、

出納関係諸帳簿及び証拠書類、預金現在高につい

て収支内容を照合したところ、いずれも符合いた

しており、出納は適正に行われたものと認定をい

たします。

以上、甚だ簡単でございますが、監査報告とい

たします。

○議長（嶋本五男君） ただいまの監査委員の報告

に対し、質疑等ありませんか。 小山君。

○２番（小山広明君） 議会の役選後、新しく監査

委員になられました島原議員、長い間本当に市政

発展のために努力をされ、長い経験を持っていら

っしゃる方が今回監査委員になられたということ

で、本当に財政状況厳しい中とか、また市民の財

政に対する関心が大変高まっている中で心強い感

じを持つわけでございます。

しかし、監査委員になられるのは初めてという

ように聞いているわけですが、監査に当たられま

して、新しいこういう状況の中で、監査という議

員でもなかなか中が見えない中に議会の代表とし

て入っていかれたわけですが、監査をされた中で

の実態を見た感想とか、それから今後どのような

姿勢で監査をやっていかれるのか、議会にも、ま

た市民の皆さんにもひとつきちっと表明をしてい

ただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

○議長（嶋本五男君） 島原君。

○監査委員（島原正嗣君） 多分御質問があると思

いまして、私の方もそれなりの勉強をしておきま

した。この前御指名をいただいたばかりでござい

まして、詳しい監査の内容ということについても

私自身まだ勉強中でございまして、基本的にはさ

－１８８－

らに一層勉強をしてまいりたいと思います。

ただ、言えますことは、この監査委員という役

割は、御存じのように平成１０年８月２７日に会

計監査の準則というものが改正をされまして、か

なり厳しく監査をするような位置づけになってお

ります。監査委員の使命は、基本的には何と言っ

ても公平公正な監査をやっていくと、こういうこ

とでございます。だから、そこに間違いがあれば

指摘をしていくということも言えるでしょう。

また、今までとは違いまして、ただ会計の帳簿

上の監査だけではなしに、やっぱりその資産、物

件についても監査委員としてのきちっとした意見

が言えるような環境づくりをしていかなければな

らないなと思っております。

したがって、何と言っても監査委員の使命は、

泉南市全体の財政を公正妥当にどうして運用さし

ていくかということが１つの使命だと思います。

今後、黒須監査委員ともよく相談をして、市民の

信頼にこたえられるような監査の業務に精励して

いきたいと思います。

以上です。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 行政全体にも詳しい、明る

い方でありますし、また監査のそういう位置づけ

も法的にも強化されてきたということで、単に書

類検査だけではなしに、現場に行ってその実態が

どうかということも監査できるように聞いており

ますので、次の議会のあたりには、現場の実態調

査も含めて議会に対して報告をいただければ、よ

り我々も行政の中身がよくつかめると思いますの

で、ぜひ次の議会にはそういう現場に足を向けた

監査報告などもひとつしていただければありがた

く思いますので、要望にさしていただきます。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 北出君。

○２５番（北出寧啓君） 今、島原監査委員もおっ

しゃられたように、事務処理にかかわる監査にだ

けでなくて、踏み込んだ行政監査をするというこ

とが地方自治法の改正も含めて問われているわけ

で、私が監査委員をさしていただいたときに、事

務監査を省略しようとして数値の読み上げをほと

んど省略しまして、行政監査に立ち入れるような

体制にさしていただいたつもりなんですけれども、



その辺今いかがになっているのか、ちょっとお聞

かせ願いたい。

それと、先ほど申しましたいわゆる外部からの

外部監査ですね。大都市ではそういう形に移行し

ておりますし、議会も当然監査機能、監視機能を

持つわけで、その代表としての監査委員の監査機

能というのは、より今後の新しい時代の中で問わ

れてくると思うんですね。

その辺もう一度改めてちょっと説明していただ

きたいということと、これは島原監査委員に申し

上げることではないのかもわからないんですけど

も、会計検査院の生活保護費の問題が指摘され、

５，０００万円近く返還命令が出ているということ

があるわけですけども、この点について……

○議長（嶋本五男君） 監査報告と関係のないこと

は……

○２５番（北出寧啓君） そこまで書類監査は難し

いんですけれども、一応事務監査の中に入ると思

いますので、その辺は、もちろん監査委員として

どこまで指摘できるかという非常に困難な問題が

あると思うんですけども、監査委員として今後そ

うことの問題も含めてどんなふうに対応されるの

か。ちょっと抽象的な問いになりますけれども、

考えるところをお聞かせ願いたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 島原君。

○監査委員（島原正嗣君） 先ほども申し上げまし

たように、私の役割といいますか責任というのは、

法に定められた、特に都市監査基準の準則に明記

されております第３条の中で、法令に定められた

権限の範囲で、権限に基づいて私は監査をさして

いただきたいと思います。

したがって、小山議員の御質問にもお答えしま

したように、事務監査ばかりではなくて、実際の

物件等に対してもいろいろあるわけでございます

が、そういう面についても監査をしていかなきゃ

ならんなという自分なりの判断を持っております。

それと、２点目の関係は、ちょっと僕は理解で

きないんですが、こういうことですか。先般、ち

ょっと新聞に載りました生活保護関係の問題につ

いては、直接監査事務局から私は報告をいただい

ておりません。ただ、新聞等の記事なり、原課の

方から、谷部長の方からこういう内容ですという

－１８９－

若干の報告はいただきましたけども、これも監査

の段階でまだはっきり黒須監査委員とも話をして

おりませんので、私が勝手にここで問題を報告し

ますと、法的にやっぱり問題がありますし、監査

委員というのは守秘義務的な問題もありますから、

これはまたこの問題として、監査の段階でさらに

一層調査を進めてまいりたいと思います。

以上です。

○議長（嶋本五男君） ほかにございませんか。

以上で監査委員の報告に対する質疑を終結

いたします。

以上で３件の監査報告を終わります。

この際、お諮りいたします。本日これより上程

予定の議案につきましては、いずれも会議規則第

３７条第２項の規定により、委員会の付託を省略

いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よ

って、本日これより上程予定の議案につきまして

は、いずれも委員会の付託を省略することに決し

ました。

次に、日程第２３、議案第１号 泉南市公平委

員会委員の選任についてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（嶋本五男君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） ただいま上程されました議

案第１号、泉南市公平委員会委員の選任について、

提案理由の御説明を申し上げます。

山本慶一氏が平成１１年１２月２３日付をもっ

て任期満了となりますので、同委員の後任の公平

委員会委員として磯野英徳氏を最適任者と認め新

たに選任いたしたく、地方公務員法第９条第２項

の規定により議会の御同意を賜りたく、お願いす

るものでございます。

なお、同氏の経歴につきましては、議案書３ペ

ージにお示ししているとおりでございます。

甚だ簡単でございますが、本議案の説明にかえ

させていただきます。何とぞよろしく御同意賜り



ますようお願い申し上げます。

○議長（嶋本五男君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 小山君。

○２番（小山広明君） 弁護士という立場の方を提

案されてきたわけなんですが、私もいろいろこの

人事案件が議会に出てくることで関心を持ってお

るわけでございますが、これは職員の勤務条件に

関することの問題で不利益処分があった場合に審

査をするという、こういう大切な役目でございま

して、弁護士という方がこういう立場になられる

というのは、私は大変当を得た人事ではないかな

と思います。

弁護士さんは広い範囲にかかわるわけなんです

けども、こういう法の目的に沿った分野での専門

分野というんですか、そういう経験とかがもしあ

ればひとつ御説明をいただければと思います。

それから、今後監査とかいろんな行政委員なり

行政の諮問委員なりいろいろ委員を求めていくわ

けですが、社会にはいろんな専門家がおって、そ

ういう専門家をそういう適当な審議会なり委員に

していくというのは、これから大変必要でありま

して、これがある意味では、社会の力というのを

行政が効果的に果たしていくということからいっ

ても、社会のこの力というのをすることからいえ

ば、区長会の代表というのはもちろん大切なんで

すけども、そういう専門家をそういうところにや

っていくというのは、これから大変大事なんじゃ

ないかなと思うので、そういう１つの流れ、要求

される状況からこういう提案をされたのか、その

辺の方針みたいなことがあると思いますが、その

辺の考えがあればひとつお述べいただければと思

います。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 今回、公平委員会委員を選

任するにつけましていろいろ考えたわけでござい

ますが、もちろんこの公平委員さんというのは、

人事行政の公平を期すための審査をするものでご

ざいますので、特に異議申し立て等があった場合

に、やはりその法的な根拠なり、あるいはきちっ

と理論的に判断をしていただかなければいけない

ということもございまして、弁護士さんが一番適

しているんではないかというふうに考えまして、

－１９０－

選任同意をお願いしているものでございます。

また、他の行政委員さんにおいても、そういう

専門性を要求される委員については、スペシャリ

ストといいますか、専門家を登用してはどうかと

いう御意見だというふうに思いますが、これから

の時代、先ほどの外部監査の話もございましたけ

れども、行政を推進していく中でそれぞれ最も適

した分野で、その中でもちろん資格というのも１

つのファクターかとは思いますが、資格だけを突

出させるというのもいかがかなというふうに思い

ますが、とにかくその目的に一番沿ったような人

選をできるだけしていきたいと。その中には、専

門性を必要とするものについては、当然有資格者

も含めて考えていきたいというふうに思います。

○議長（嶋本五男君） 山野総合事務局長。

○総合事務局長（山野良太郎君） 磯野英徳さんに

ついて、主な取り扱い事件ですね。この方につい

ては、一般民事事件が主でございます。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 民事というと大変広い、刑

法、刑事訴訟法の２つにしか分けられないわけで

すから、私はこの人事の役目というのか、目的と

いうことを言ったわけですから、そういう人権問

題、特に労働者のそういう人権問題についての経

験なりあるのが一番幸いでございますから、民事

一般ですと言われても全然判断できないわけで、

刑事か民事かぐらいしかわかりませんから、もう

少し、事件を手がけてしたことがいっぱいあると

思うので、その中で選ぶときにはそういうことも

一応は検討され、聞いたと思うんですね。

泉南市も弁護士さんは何人か、たくさんおられ

るでしょう。その中から恐らく選んだと思います

ので、その辺もう少し議会の議論にたえるような

答弁を一回でやってくださいよ。そんなんでは答

弁になってないんじゃないですか。

○議長（嶋本五男君） 山野総合事務局長。

○総合事務局長（山野良太郎君） 失礼をいたしま

した。一般民事事件ということでございますけれ

ども、この方はたくさん担当しておられまして、

銀行の取引事件、あるいは不動産の取引事件、あ

るいは相続関係とか離婚問題とか、要するに家事

事件といいますか、そういうもの、あるいはまた



ビジネス法関係のこととか、たくさんされておら

れますので、漠と言いますと民事事件というふう

になるわけでございます。

以上です。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 今たくさん挙げられた中に

は、私が関心を持って、そういう 今回は公平

委員の提案ですから、これに関する裁判を担われ

たということの報告あるのが普通で、それをあえ

てないというのは、そういうことが一切ないと理

解していいんでしょうか。

やはり労働問題なり、いろんなことで職場のそ

ういう人権の問題で事件はいっぱいあるわけです

から、たくさんあるけれども、そういうことは一

切経験がないと、こういう理解でいいんでしょう

かね。今たくさん言ったけど、それ１つも出てこ

ないんでね。

そうしたら、泉南市にも これは別に泉南市

民でないといかんということがあるんかどうかわ

かりませんが、弁護士さんはたくさんおるわけで

すから、そういう点でやはりこういう公平委員に

ふさわしい経験、スペシャリストという市長の御

答弁もあったわけですから、そういう経験がある

ということが提案される大きな理由になるんじゃ

ないかなと私は思うんですが、今山野さんが言わ

れたのは全然それがないので、あえて外したのか、

ないのか、そこをちょっとはっきりしていただき

たいと思いますが。

○議長（嶋本五男君） 山野総合事務局長。

○総合事務局長（山野良太郎君） 失礼をいたしま

した。ただ、私どもが経歴書でいただいている中

にはそういう項目が入ってないというだけで、当

然いろんな民事訴訟等事件がございますので、そ

れを詳しく手元にあるということでございません

ので、当然されたかもわかりませんし、そこは私

どもとしては今のところわかりません。

○議長（嶋本五男君） 小山君。まとめてください。

○２番（小山広明君） ちょっと議論にならないと

思うんですね。やはりスペシャリストというのは、

この公平委員にとってのスペシャリストですから

ね。弁護士はそらスペシャリストですわ。それで

今言った商業関係の銀行の問題とか、不動産の問

－１９１－

題とか、いろいろやってきたのはわかりますけど

ね、やはりだれをここに提案するかというのは、

なるほどなというような提案の仕方で、この人の

名誉のためにもまずいと思うんですよ、あるかも

わからんというような発言をそこでされたらね。

そういう点では、もう少し慎重に、こういう人

事の問題ですので、なるほどこういう方が公平委

員になって、職員の労働問題についてやはり守る

立場での委員だなということはわかりますけども、

もう少し議論にふさわしいやりとりをできるよう

にしてもらいたいと思うんですね。あるかもわか

らんというのは、その人の名誉のためにも大変問

題ですよ。

すぐそういうときには聞いて、ヒアリングの中

でこの方を公平委員にというんであればわかるん

だけども、こんなんではちょっと議論を終われな

いんですけどね、私は。議会としてもこれは権威

がないですよ、そういう議論で終わっておいたん

では。もうちょっときちっとやってくださいよ。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 弁護士さんですから、当然

法律全般にわたって深い知識と経験もおありとい

うのは、一般的にそうだというふうに思います。

磯野さんは本を幾つか出版されておられまして、

私も拝見さしていただきましたが、最も得意とす

るのは民法ではないかなというふうに思っており

ます。

もう１つは、本市との関係では市の法律相談で

すね、これをずっとしていただいてまして、市民

の方からのいろんな御相談、あるいは行政との接

点についても長年にわたって御経験をいただいて

おりますので、突き詰めていけば、弁護士さんと

いえども最も得意とする部分と、あるいは全般的

な部分とあろうかというふうに思いますが、そこ

まで突き詰めていくということは、私どもとして

は考えておらないわけでございまして、弁護士と

いう１つの資格を持っておられて、当然法律の専

門家でありますから、いかなる事象に対してもき

ちっと対応していただける方だというふうに考え

ております。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） わかりました。それは市の



法律相談をいつもされておって、市民との接触が

あるということがお選びになった原因といえばそ

れはそれなりに整合性があるわけですから、それ

はそれで私はいいと思います。それはそれで、あ

りがとうございました。そういうことで私の質問

を終わります。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 和気君。

○１３番（和気 豊君） ただいまのやり取りを聞

いておりまして、市の無料法律相談ですね、これ

をお願いしているということなんです。市の利害

にかかわる係争問題でこの方がいわゆる市の側に

立って法廷闘争に臨まれたと、こういうことはあ

るんでしょうか。

○議長（嶋本五男君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 市の利害に関係するも

のにつきましては、別に顧問弁護士と契約してご

ざいますので、その方で対応しているということ

でございます。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 以上で本

件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第１号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり同意

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第１号は、原案のとおり同意することに

決しました。

次に、日程第２４、議案第２号 泉南市教育委

員会委員の任命についてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（嶋本五男君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） ただいま上程されました議

案第２号、泉南市教育委員会委員の任命について

提案理由の御説明を申し上げます。

平成１１年１２月２４日をもって任期満了とな

る東野籐介氏の後任として、辻野治孝氏を泉南市

教育委員会委員として最適任者と認め、新たに任

－１９２－

命いたしたいので、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第４条第１項の規定により、議会の

御同意を賜りたくお願いするものでございます。

なお、辻野治孝氏の経歴につきましては、議案

書７ページにお示ししているとおりでございます。

甚だ簡単ではございますが、本議案の説明にか

えさせていただきます。よろしく御同意賜ります

ようお願い申し上げます。

○議長（嶋本五男君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 成田君。

○１４番（成田政彦君） 教育委員の選任について、

僕は人物そのものについての質問じゃないんです

けど、４つの中学校区があるんですけど、泉南校

区では２名で、あと信達中学校区で１名、西信達

で１名、新家で１名ということになると、泉中校

区だけ２名であとは１名と。

一丘中学校区もずうっと１名なんですけどね、

これはやっぱり公平にやるべきではないかと私は

思うんです。別に自分の校区のことを言うんじゃ

ないんですけど、一丘小学校区では一度も教育委

員は任命されたこともない。これはひがんで言う

とるのと違いまっせ。そういうこともあると、校

区によっては。

だから、鳴滝校区だったらずっとその前も出て

おって、今回も連続で出てきとるんですけど、そ

ういう点では、各小学校 １１校区あるのかな。

やっぱり雄信、ずうっと公平に各小学校区からも

出したらいいのと違うかと私は思うんですけども、

なぜ今回は連続でなされたのか、その点ひとつお

伺いしたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） できるだけ市域全般にわた

ってというのは私も同じ考えでございます。ただ、

そのベースとなるとり方なんですが、今、中学校

区のことをおっしゃったわけでありますが、４中

学校ありまして、教育委員が５名でございますか

ら、どこかダブるわけなんですね。今、御指摘あ

りましたように、すべての中学校区には教育委員

さんはいらっしゃいます。ただ、小学校区となれ

ば１１あって５名ですから、これはとても対応で

きないということになろうかと思います。

また、別な角度からいいますと、旧の６カ町村



といいますか、そういう分け方でしましても６地

区あるわけで、教育委員は５名ですからどこか出

ないところも出てくるということでございまして、

なかなか難しいんですけれども、今回選ぶにつき

ましては、基本的なこの行政委員等選任の考え方

というのは、前にも議会でもお示しをさしていた

だいたかというように思いますが、新任の場合は

６５歳以下の人を対象に考えさしていただいてお

ります。

それから、校区の方は、さっき言いましたよう

に、どこかでお２人のところが出るわけなんです

が、今回泉南中学校区ということで選ばしていた

だいたわけなんですけれども、一番エリアといい

ますか、生徒数も多いということもありまして、

そちらの方から選ばしていただいたということで

ございます。

○議長（嶋本五男君） 成田君。

○１４番（成田政彦君） 別に教育委員で任命され

てくる人たちは、地区の推薦とか、いろいろそう

いう地区からも上げてくるんで、私はそういうこ

とを言うてないんですけど、自分の一丘小学校区

の場合だったら、僕も議員やって二十数年たつん

だけど、一度も一丘小学校区からは、人物いない

のかなと僕思うくらいと思うんですけど、ひょっ

としたら校区によっては一度も選ばれていない小

学校区の教育委員もおるんじゃないかということ

で、これはひがみじゃないんですけど、公平に

中学校区も大切なんですけど、すべての小学校

区からも教育委員を選べば、それだけ教育委員に

対して身近な存在となるし、地域からも、ぜひ一

丘小学校区でもうちには人物いないんと違うかと

いう意見も時々僕は言われますんで、その点で小

学校区のことも加味してやっぱりすべきじゃない

かと私は思うんですけど、その点最後にどうです

か。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 御意見いただきましたんで、

今後また参考にさしていただきたいと思います。

ただ、小学校区というても１１校ありますから、

なかなかまた、なぜということになってまいるわ

けなんですが、貴重な御意見として頭に入れてお

きます。

－１９３－

○議長（嶋本五男君） ほかに。 小山君。

○２番（小山広明君） 先ほどの議論でもスペシャ

リストという話があったんですが、今現在５人い

らっしゃるんでしょうかね。地域性ももちろん大

事だと思いますし、そういう声も反映することは

大変重要と思うんですが、この教育委員会に対し

てのスペシャリストというのは、現在おると認識

されているのか。僕はおらないように思うんです

が、お医者さんとか、そういう方が入っとるのは

わかっておるんですが、そういう点での問題をど

う考えるのか。

それから、私は地域性を重要視する必要は、全

然ないんじゃないかと思いますね。やはり教育に

対しての熱意、また考えというようなことを積極

的に持っている方というのが一番大事だし、それ

を考えたときに、やっぱり女性という問題は大事

だと思うんですね。

今、これは余りいいことではないんですが、実

際に女性に子育てを任せている部分というのは大

変多いわけで、本来は男も女も共同に教育につい

ては担っていかないかんわけですが、残念ながら

今の状態はそういうことが余り一般的ではないわ

けですから、女性の方がむしろ教育委員の数とし

ては多い方がいいんじゃないかなと思うんです。

今１名ですね、女性が。

そういう点で、ぜひそういう現役の現在子育て

の中におる方、できればそういうことをきちっと

専門的に学んだ方が私はぜひ１人は必要じゃない

かと思うんですが、市長との議論の中でもそうい

うことは否定されないと思うんですが、そういう

点の方向性も含めて、ひとつ今回の提案について

のお考えをいただきたいと。

議運で聞いとると、前の方がその地域に住んで

おったからそこからという、そういうことになっ

てくると、いつもその地域からしか出なくなるし、

地域の問題１つとってもね。それは説明的には納

得できないんじゃないかなと思うんで、そこも含

めてひとつお答えをいただきたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） まず、１点目の教育のスペ

シャリストはいるのかということでございますが、

教育の場合は、スペシャリストと言うのかどうか



わかりませんけど、教育経験者としては２名いら

っしゃるわけですね。今の教育長と、それから亀

岡さんでございます。

それから、男女比率の問題でございますが、一

応５名ということで、本市の場合、１名は女性と

いうことなんですが、この辺の泉州各地区の教育

委員さんの名簿も見せていただきますと、男性ば

かりのところもございます。最近は女性１名とい

うところが非常に多いわけでございまして、本市

も現在のところ女性１名ということになっており

ます。

今後、女性の方の登用ということについては、

私も否定するものではございませんで、適材適所

にそういう方がいらっしゃれば任用をしていきた

いというふうに思います。

ただ、教育委員の場合、資質といいますか、一

応法律第４条で決められておりますので、その一

定の制限といいますか、中に照らしてそうであろ

うと思われる方から任命するということになって

おりますので、その点だけ御理解いただきたいと

いうふうに思います。いずれにいたしましても、

今後、男女を問わず広い角度から検討をしていく

ということについては同意見でございます。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 教育委員に関するこの決ま

りは、規則という形であるだけですね、泉南市と

しては。地方分権になって自治事務ということに

なったときに、教育はなかなかどこまで地方議会

が言える範囲があるのか、何かつかめないところ

があるんですね。義務教育の先生は、大阪府が負

担しておるしね。

そういうなにで、大ざっぱに言えば、施設整備

というのが地方自治体に課せられた責任かなと思

うんですね。内容については限界があると、こう

いう理解を私はしておるんですが、今後教育につ

いては、自治事務みたいな形でなり得る方向にあ

るのかどうかですね。

我々全部ここで議論したいんですけども、そう

いう形で限定された議論しかできないという問題

と、現在の学校のいろんな問題、何か中央集権的

におりてくるんでは限界がある。地域、地域には

もっといろんな特性があるし、そこには機敏なそ

－１９４－

ういう地域に合ったような対応が当然要るわけで

すから、施設だけやってくださいと、内容はこっ

ちがやりますという形ではなかなか限界がある。

しかし、もろに市民の批判というのはトータル

で我々は受けるわけですから、そういう点でのこ

の条例化というんか、もっと学校に責任持つとい

うようなことはどうなのか、その辺も含めてこの

教育委員の選び方にしても、やっぱりそういうこ

とが関係してくると思うので、その辺の地方分権

も含めてどのようにお考えか。

それから今、法、法と言ったんですが、この条

例の中に法があるんですが、我々もらっているこ

れにはその内容はないんですね。法というのは、

教育基本法というんか、そういう法のことを言っ

ておるのか、規則に掲げられているものの法を言

っておるのか、その辺の４条をちょっと簡単に言

っていただければいいと思うんですが。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） まず、あとの方から。法律

といいますのは、先ほど提案理由のときに読み上

げましたように、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律ということでございます。私、言い

ましたその第４条、任命というところなんです

が、委員は 委員というのは教育委員ですね

「当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者

で、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識

見を有する者のうちから、地方公共団体の長が議

会の同意を得て任命する」ということになってお

ります。欠格事項はあといろいろ２項以降にあり

ますけれども、そういう一定の中から選ばしてい

ただくということでございます。

それから、地方分権と教育の問題でございます

けれども、これも徐々に地方分権化が進んでまい

っております。例えば、教育長を任命する場合、

今までは大阪府の面接とか、そういう一定の審査

があったわけなんですが、それはもう撤廃という

ことになってきております。

それから、教育の中身と行政のかかわりであり

ますけれども、これは今ちょっと全く別組織とい

うことになっておりまして、おっしゃったように、

私の権限としてはいろんな施設整備とかの予算配

分とか、そういう形に限定されているわけなんで



すけれども、この前の全国市長会でも、果たして

今後そういう形でいいのかという疑問が呈されま

した。

これについては、当然政治家がかかわるという

のはいけないことだとは思いますが、行政の長と

して教育問題についてどう対応していくのかとい

うのは、今後の１つの課題ではなかろうかなとい

うふうに思っております。まだそこまでは当然行

っておりませんので、我々と教育委員会とは全く

別に、その教育の中身に我々が入るというのは許

されておりませんので、現在はそういうことです

が、そういう今後のあり方というのは、いろんな

角度から議論するということについてはあり得る

んかなというふうには思います。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 教育長を選ぶ場合には、こ

この泉南市のエリアだけで選べるという、そうい

うことになったんですね。今は何か大阪府の了解

をもらわんと、教育長の場合にはできないという

ように私の理解であったんですが、そういうこと

であれば、それはそれで結構でございます。

それから、政治家はかかわれないけども、行政

としてはかかわれるというのも変な話で、我々も

かかわることにおいて不偏不党というんか、偏っ

てかかわることはいかんかもわかりませんが、内

容については十分議論もし、意見も言い、しない

と、社会で一番大きな問題は教育の問題ですから、

そこに政治家が議論できないということでは、じ

ゃ一体だれがやるのかと。

だれかわからん者が教育を支配することになる

わけですから、そういう点でやはりきちっと議論

をして、公に公開もし、透明性を高める中でどう

教育はあるべきかと、現在の教育はどこに問題が

あるのかという、こういうことは大いに議論した

中で一定の方向性を示しながらやっていかないと、

それはなかなか学校の今の問題に責任を持ってか

かわれる場がなくなるわけですから、それがある

意味でなかなか問題を解決しづらくしていること

があるんでしょうけども、もっともっと学校は学

校の中だけじゃなしに、社会全体にそういう問題

を広げて、議員の中にもそういう評議会というよ

うな形でいろいろ地域の力というんか、地域の意

－１９５－

見を反映するような取り組みも提起されておりま

すけども、もっともっと地方自治体も教育につい

ては、全部が責任持って議論できるようなことを

地方分権の中でも、市長会でもそういう声が出て

おるんであれば、向井市長におかれても市長会あ

たりでも積極的に具体性のある提案をし、したこ

とについて議会でもちゃんと議論していただきた

いと思うんですね。

市長会が一体何をやっておるのかというのは、

なかなか我々は見えないわけですから、もう少し

市長会の議論なんかも議会に示していただきたい

と思います。よろしく。意見にかえて終わってお

きます。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 北出君。

○２５番（北出寧啓君） 市長、いろいろ政治家で

あるということで自己規制されているというのは

よく理解さしていただくんです。にもかかわらず、

この地方教育行政の組織及び運営に関する法律と

いうのは、第４条は地方公共団体の長が議会の同

意を得て任命するということになっていますんで、

本当はこれ教育長に質疑応答さしてもらった方が

より具体性があるんじゃないかと思うんですけど、

この制度においては市長にお聞きするしかないと

いうことで、お聞きしたいと思います。

この経歴を見さしていただいて、大阪保護観察

所保護司ということをされていらっしゃるという

ことで、識見も高い方なんだろうなとは思います

けれども、この間の質問の段階でもお話しさして

いただきましたように、今の泉南市の教育委員会

の構成は５人で、お１人は大学教授、お１人は医

者、お１人は薬剤師、今回は鍼灸師、あと教育長

ということで構成されております。

若干気になりますのは、第４条、教育、学術及

び文化に関し識見を有するということで、教育と

いうのは包括的な概念で語られているので、具体

的に何かというのは、もちろんここで提起されて

ないんですけども、特に荒れの時代で４中学校は

いろんな問題を抱えておりますので、中学校教育

の識見とか経験とか持ってらっしゃる方が、特に

中学校の教諭経験を持っている方が１人ぐらいは

教育委員会の委員に任命されてしかるべきではな

いかと思うんですけども、その点についてお答え



いただきたいと思います。

そして、全体に見まして法の問題があるんで、

法に拘束されて実際の教育委員会事務局が動きに

くいという問題があります。

ただ、例えば法を見ますと、教育委員会は５人

の委員で構成されている。教育長は第１７条で、

「教育委員会の指揮監督の下に、教育委員会の権

限に属するすべての事務をつかさどる。」という

ことで、この教育委員会５名の委員の協議及び決

定によってすべて拘束されているわけですね。そ

のもとで教育長が動くわけですね。そのもとに今

の現場の教育、これは厳密には教育委員会じゃな

くて教育委員会事務局なんですよね。

ところが、我々見てまして、いわゆる５人とい

う法に定められた教育委員会は、一体どんな考え

を持って今の学校危機に取り組んでいるのか、全

く見えてこないですね。それは制度的な欠陥もあ

るとは思うんですけども、この辺を含めて今後改

革もしていかなければいけない。ただ、法の拘束

があるから、そしたら変える、変えないでいいの

かということになりますけども、やっぱり問題と

して、実際これだけの学校問題がいろいろ言われ

ているのに、実際教育委員会が動いているという

ような感じが全く見えてこない。

教育委員一人一人の方が ここに第４条で条

件はつけられてますけれども、どんなお考えをお

持ちなんか、教育に対してどんなお考えをお持ち

なのか、全く我々わからない、雲をつかむみたい

な。私は、たまたま会長をさせていただいていろ

んな学校に出入りさしていただいていますけど、

教育委員会、教育委員て全く見えてこないですね。

この辺の問題もあります。

この辺に対しては、ちょっと答弁というのは難

しいかと思うんですけれども、やはりまず第一に、

中学校教諭の経験とか含めて、そういう形で地域

はもう問題にしません。そういう経験があって、

実際にアクチュアルに学校の問題に教育委員会が

対応する、そのもとに教育委員会事務局が動くと

いうふうな体制をどう組んでいったらいいのか。

その辺もちょっと市長にお聞きするのは難しい

と思うんですけれども、できる範囲でお答え願い

たいと思います。

－１９６－

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 人の選任については、私の

方からお答えを申し上げます。教育委員会の事務

内容については、教育委員会で答えていただくこ

とといたします。

御指摘ありました定数５名ということなんです

が、確かに中学校教師の経験のある方はいらっし

ゃいません。ただ、教育委員というのは学校の先

生が適しているのかというと、一概には言えない

かなというように思います。

ですから、今回御提案さしていただいているん

ですが、その理由というのは、１つはできるだけ

若い層の方々に入っていただきたいということと、

それからこの方については非常に前向きなといい

ますか、活発な方でございますので、そういう意

味で、教育委員会の委員の活動の中で十分対応し

ていただけるのではないかなというふうに考えて

いるところでございますので、よろしくお願い申

し上げます。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 北出君。

○２５番（北出寧啓君） それ以上ということで、

市長が御推薦されたということでお言葉を信頼さ

していただいて、今後教育委員会が活発になるよ

うに、市長もできる範囲で御助言とか与えてくだ

さるようによろしくお願いいたします。

それじゃ、終わります。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 以上で本

件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第２号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり同意

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第２号は、原案のとおり同意することに

決しました。

次に、日程第２５、議案第３号 泉南市事務分

掌条例の一部を改正する条例の制定についてを議

題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）



〔議案書朗読〕

○議長（嶋本五男君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） ただいま上程されました議

案第３号、泉南市事務分掌条例の一部を改正する

条例の制定について御説明を申し上げます。議案

書の９ページでございます。

組織機構につきましては、平成９年度より行財

政改革実施計画に基づき、簡素効率化の観点から

総合的な施策展開が図られるよう、類似事業の一

元化を図るなど具体的な項目について検討を加え、

一定の成果を上げてきたところでございます。

しかし、市民ニーズは今後ますます多様化、複

雑化し、信頼される行政運営を行うためには、環

境の変化に即応できるような柔軟性や効率性を備

えた組織体制が望まれているところでございます。

今般、行政事務の効率化をさらに進め、新たな行

政需要に対応した組織体制とするため、部の新設

と統廃合を含めました泉南市事務分掌条例の一部

を改正する条例の提案をさせていただくものでご

ざいます。

主な改正点は２点ございまして、まず１点目は、

税の部門におきまして、徴収率の向上や課税客体

の捕捉など税部門の強化を図りますため、総務部

より税部門を独立させ、税務部を新設するもので

ございます。

２点目は、下水道事業については、一定の整備

が図られつつあること、簡素効率化の観点から総

合的な施策展開が図られるよう、下水道部を事業

部に統合するとともに、あわせて名称を都市整備

部に改称するものでございます。

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

だきます。よろしく御承認賜りますようお願いを

申し上げます。

○議長（嶋本五男君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 奥和田君。

○９番（奥和田好吉君） ただいま説明を受けまし

たけども、これは機構改革の一環としてなされた

と思うんですけども、今回の機構改革によるあれ

が非常にわかりにくいと思います。大体、機構改

革でやるというのは、どこでもスリム化するため

にやると思うんですね。今回のこれは、スリム化

－１９７－

になってるんか、あるいは肥えてるんかわかりに

くい。非常にわかりにくい。どこを聞いても、い

ろんなところを聞いてまいりましたけど、非常に

スリム化になっております。

そこで、何点かお伺いするんですけども、ここ

の分掌条例の一部の改正条例の中では、市長公室

の中で何かどこかが変わったように思うんですけ

ども、この機構改革の組織図の新旧を見ると、ど

こが変わったかさっぱりわからんような状況です。

１点目は、市長公室というのはどういう機能を

果たしているのか、お聞かせ願いたい。わからん。

それから、２点目に、これを見ていくと、先ほ

どの説明でもいわゆる税の方を強化させるために

部を１つつくったということですけども、機構改

革のなにで何で部を１つつくるのか。どこでも部

を減らしております。池田市にしても、あるいは

大阪狭山市にしても、部をずっと減らしているわ

けです。あるいは課を減らし、いわゆる係を全部

なくしてるわけなんですね。そういった中で、な

ぜ部を 部をふやさんことには税が強化できな

いのかどうか、非常にわかりにくい。

例えば、阪南市においては、平成１１年度に係

を全部なくしました。課を６つなくしました。部

を１つなくしました。平成１２年度にはもう１つ

減らすそうです。部は６になるそうです。うちは

どこがどうなのか、さっぱりわかりにくい。

それから、下水道部と事業部を統合していく。

これもわかりにくいんですね。じゃ、独立した下

水道部はあのままの状態で置いといて、そして事

務だけをそういう形で１つにしてしまうんか。あ

そこの１つの中で、水道部と下水道部と一緒にす

る、これは話がわかりますけども、例えば平成１

２年度に阪南市の方は、事業部とそれから都市整

備部を１つにして事業部にするらしいんですね。

水道部とそれから事業部の中にある下水道課を一

緒にして、上下水道部というのができるらしいん

です。これで１つ部を減らすらしいんですけども、

そこらの状況がさっぱりわからない。

これで見ていくと、ただし課については最終決

定されたものではありませんということですけど

も、これからこの３月いっぱいでこの課をいろん

な形で統合していくのか、あるいは係を減らして



いくのか、そこらのところをお聞かせ願いたいと

思います。

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） たくさん質問されま

したんで、もし漏れておりましたら、また御指摘

をいただきたいと思います。

市長公室の中身でございますけれども、市長公

室には現在秘書課並びに人事課、企画広報課、空

港対策室と３課１室あるわけでございますけれど

も、まずその中での仕事は、事務分掌条例にもご

ざいますように、市長等の秘書に関することとか、

人事関係の労務管理、それと企画広報課において

は市の総合的な基本的なことの企画、それと総合

調整ということと特命事項等を取り扱っておるわ

けでございます。それと、空港対策室については

関西国際空港の関連の事業について取り扱ってい

るということでございます。

次に、税の関係でございますけれども、先ほど

も提案説明で御説明をいたしましたように、税に

つきましては現在泉南市の税収も非常に悪いとい

う状況の中でございますので、今後の行政需要の

多様化の中に対応していくためにも、やはり歳入

の確保についても最重要課題として取り組まなけ

ればならないということの中で、今回税部門につ

きまして総務部から分離をいたしまして、独立し

て税務部という形を組織した中で、その課税客体

の捕捉、収税率のアップ等を図っていくという考

え方で、今回独立をさすという考え方で提案をさ

していただいておるものでございます。

それと、下水道部と事業部の統廃合でございま

すけれども、この統廃合につきましても、今まで

下水道部はかなり右肩上がりに事業等も伸びてま

いっておりました。これは特にりんくうタウンの

関係で、やはり雨水幹線の整備等が最重要課題で

あったということの中で、かなり事業量も大きか

ったわけでございますけれども、これから予測さ

れますのは面整備がメーンという形でございまし

て、一定安定した事業の進行という形になるわけ

でございます。

そのような中で、やはり組織機構のスリム化と

いうことも念頭に置いた中で、今回事業部と下水

道部を合併した中で、基盤整備の部分についての

－１９８－

組織をスリム化することによって、事業執行の効

率化というんですか、その辺を図るということで

今回合併をさしていただくということでございま

す。

それと、事業部は別館、下水道部は水道庁舎の

１階ということでございますけれども、将来的に

は当然庁舎のあり方等、今後これから取り組んで

いく中でどうするかということを考えていかなけ

ればならないわけでございますけれども、将来的

には近い場所で、同じような形で、目の届くよう

なところで執務をしてもらうという考え方で今後

進めていきたいというふうに考えております。

それと、事務分掌規則の方はまだ最終的に決定

をいたしておりませんので、課、係については最

終どうなるかということは、まだそこまできちっ

としたことは決まっておりませんけれども、今回

考えておりますのは、課についても係についても、

一部若干でございますけれども、減少の形で我々

としては考えております。一部課同士で合併する

ところもございますし、係を統合するところもご

ざいます。また新たにつくるところもあるわけで

ございますけれども、その中で全体的に見て若干

の減少という形で考えておりますので、よろしく

お願いいたします。

○議長（嶋本五男君） 奥和田君。

○９番（奥和田好吉君） その程度の答弁であれば、

聞かんでもわかってるんです、そんなことは。ど

うするかということ、現在決まってるかというこ

とを聞いてるんです。流れを聞いてるんです。

例えば、阪南市では既に昨年度で、１１年度で

市長公室というのはなくなってるんですわ。これ

が総務部に統合されてるんです。この間聞きまし

た。そしたら、十分それでスリム化になって機能

を果たしていると言うんです。そこらのところは

どうかということを聞いてるんです。

それから、下水道部と事業部と引っつけて、今

の状態でほうっておくつもりなのか。ただ分掌と

いうか、その部だけをなくして、そして事業部と

統合して都市整備部というのをつくって、あのま

まの状態であそこに置くと、離れたところにある

わけですわ。いわゆる特別会計で独立したものを

置いてるわけですわ。このままの状態でほうって



おくんですかということを聞いてるんです。

それから、将来的には考えておりますと。今何

にも考えてないんですか。ただし課については最

終決定されたものではありませんということは、

どういう意味なのかわからん。将来的 将来の

ことを考えてるんじゃないんです。この１２年度

で決めるのにどうするんですかということを聞い

てるんです。

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 今、奥和田議員の方

から、阪南市は市長公室と総務部を統合したとい

うふうに言われましたけども、団体によって考え

方が違うというふうに思います。我々今回、市長

公室と総務部を統合していないというのは、市長

公室では人事権を握っております。総務は財政の

決定の権限があるということで、余り権限を大き

く集中してしまうと問題も出るんではないかとい

うことの中で、今回その分については改正の中に

は入れておらないということでございますので、

その辺で御理解をお願いしたいと思います。

それと、下水道部をあのままでほうっておくん

かということ。先ほど申し上げましたけれども、

将来的には、今回補正予算でも庁舎関係の調査費

等も入れさしていただいておりますけれども、そ

の中でどういうふうな配置がいいのかということ

も考えた中で、きちっとした答えは我々としては

出していきたいなというふうに考えておりますの

で、よろしく御理解をお願いしたいというふうに

思います。

それと、課はどうするんかということでござい

ますけれども、最終決定ではないということです

から、幾つの課がどうなるということまではなん

でございますけれども、現在わかっておりますの

は、新たな行政需要に対しては新たなものをつく

らなければならないということの考え方でござい

ますから、総務部の中に、９月議会では情報公開

条例の制定もございましたので、やはり情報の担

当する課をつくらなければならないという考え方

で、新たな行政需要に対してはその対応をしてい

くということでございますし、環境部門において

も課の統廃合ということも考えておりますし、事

業部の一部の課と商工の関係も統廃合した中で、

－１９９－

新たな形でスタートしていくということも考えて

おりますので、きちっとした段階では、事務分掌

規則については、また当然議員の皆様方にもお示

しさしていただくという考え方でございますので、

よろしくお願いいたします。

○議長（嶋本五男君） 奥和田君。

○９番（奥和田好吉君） 将来的には、将来的には

とよう言うておりますけども、これ以上わかりに

く答弁はない。いつが将来的なんか。あしたも将

来的やし、１０年先も将来的やし、さっぱりわか

らん。もうこれ以上言うても言いにくいと思いま

すので言いません。やめます。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 南君。

○１１番（南 良徳君） この機構改革につきまし

ては、３月の議会におきまして私も質問をさせて

いただきました。そのとき市長にも御答弁をいた

だいておりますが、今も若干出ておりましたが、

議事録では本年で機構をすべて再度総点検をいた

したいということとか、１１年度で将来組織構造

のあり方ということについて全面的に検討してま

いりたいという御答弁をいただいております。

今回この機構改革をされるに当たりまして、そ

ういった市長のお考えが反映されていないのでは

ないかなというふうにも思います。ある意味では、

統廃合というんですか、新たに設置したような室

もございますが、本来は行財政改革の中の機構改

革という観点からすると、今も出ていましたよう

に、やはりスリム化ということも考えなければい

けないでしょうし、あるいは行政効果とか、市民

ニーズに対してどういった形でこたえていくのか、

わかりやすくするといういろんな形が考えられま

すが、今回のこの機構改革をするに当たって、そ

ういったコンセプトというんですか、基本的にど

ういうお考えで臨まれたのか、まずお聞きをいた

します。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 南議員の方から以前そうい

う御質問をいただきました。また、いろいろ御意

見も拝聴をいたしたところでございます。

今回、一定の改正をするという基本的な考え方

でございますが、１つは、歳入の根幹であります

税という問題を従来は総務部でやっておりました



が、実質別の部のような参与制で対応しておった

わけでございます。

組織的にはそういう形で、なかなか税という部

分が表に出てこなかった部分もございまして、ま

たその中で徴収率のなかなかの伸び悩み、低下と

いう問題もございました。ですから、今回はその

税という部分を前面に出すと。市民の皆さんから

見ていただいても、あるいは役所の組織からもは

っきりとわかりやすくするということで、税を別

にいたしました。これは実質、今も部制に近い形

で、部という名前にはなっておりませんでしたけ

ども、実質部に近い形でありましたので、それを

分けたというか、きっちりと位置づけをしたとい

うことでございます。

それから、下水道の問題につきましては、平成

１１年度でおおむね低地帯の雨水幹線については

概成するということ。それから、先ほど公室長が

言いましたように、ずうっと右肩上がりで来てお

った下水道の予算というものも一定平準化してい

くという中で、これを統廃合したいと。その２つ

の方法があると思います。

先ほど奥和田議員も言われました上水と一緒に

するやり方、それから今回のようなもともとの事

業部的なそういうまとめ方があろうかというふう

に思います。岬町は上下水道部という形でやって

おりますけれども、我々の方は、もともと生い立

ちが１つの組織であったということと、それから

道路をいらうという面においては、上水と一緒に

なるということよりも、やはりいわゆる路面を扱

っている部署と、そして地下埋設物である下水道

ですね。こういうところと一緒にした方が効率的

な発注もできましょうし、あるいは住民対応にい

たしましても一元化が図れるということで一緒に

して、そして都市整備部という形にしたわけでご

ざいます。

それから、南議員が常々おっしゃっておられま

した企画という部分についてでございますけれど

も、今回市長公室の中でも一部総務へ振り分けし

た部分もございます。特に総務に振り分けいたし

ましたのは、情報公開に合わせた、あるいはこれ

からの情報化時代に備えた情報管理を一元化する

ということで総務へ持っていったと。公室の方で

－２００－

は、企画部門とそれからこれからのコミュニティ

ーづくりという自治振興ですね。これをここへ入

れたということでございます。

あと、環境という問題はやはり大きな柱だとい

うことで、一応市民生活部の中に環境政策室とい

うものを設けて、これも環境部門の一元化をでき

るだけ図れるような体制にするという考え方でや

っております。

それから、議員が常々おっしゃっていただいて

おります生涯学習という部門は今回上げておりま

せんで、教育委員会の中の組織について、教育委

員会の方で今御検討をいただいているということ

でございますので、御理解をいただきたいと思い

ます。

○議長（嶋本五男君） 南君。

○１１番（南 良徳君） 今、市長がお答えいただ

きましたように、確かに評価のできるところはあ

るんですが、そういった意味で、もう少し全体的

なことということについてわからないところがあ

る。

特に、今言われましたように、環境政策室とい

うのが新設されるわけですが、環境整備課という

のは残ると思うんですね。課については決定では

ないということでしょうけども、いわゆる政策の

立案とかその辺については、その推進室で行うの

かなというように思うんですが、今言われた例え

ば企画というのは、全般的な公室の中にあって、

市長の公約等々を踏まえながら、環境にしても福

祉にしても、あるいは全般的にその市政の中での

政策の立案をしていく部署ではないのかなと。

特に、財政の絡みが出てきますから、先ほど公

室長から、財政は総務で人事は公室的なお話があ

りましたが、いずれにしても、その辺のところの

一貫性というのか、じゃ環境に力を入れるから環

境政策室をつくるとか、今度は福祉に力を入れる

んで今度またそういうふうな形で何かつくるんだ

とかということではなしに、余り目まぐるしく毎

年のように機構改革もするべきではないと思いま

すんで、できましたらこういったときに、全体的

なそういう将来像もとらまえながら考えていくと

いうことが必要ではないんかなと。

そういった意味では、後で聞こうと思ってたん



ですが、例えば公室の中の現行の１１ページにあ

りますように、（４）で「市政の企画及び総合調

整に関すること。」ということが今度改正では

（３）に変わったと。果たして、文言はこうであ

っても、今市長も言われたように、調整とか企画

というのは一体どういうことをするんだというの

が具体に見えないんですね。環境は環境推進室に

振ったと。これはこれで振っていくんだというふ

うな、ある意味では場当たり的な感覚に見えてく

るんです。

だから、企画というのは、あくまでも先ほど申

し上げたような形で政策の立案、実行、その辺の

ところを市政全般にわたって検討したことを各部

署に振っていくと。たしかそういった方向性も３

月の市長の御答弁の中にもあったと思います。だ

から、その辺が私お聞きしているように、市長が

お考えになっていることが反映されていないんで

はないかなというふうにも思うんですね。

今、教育委員会の関連の生涯学習についてもお

答えをいただきましたが、教育委員会の方で検討

中ということですが、今議会においても、やはり

各議員の質疑の中で教育問題というのは物すごく

多いんですね。時間がかかるかもわかりませんが、

私、３月に市長部局あるいは教育委員会等も含め

て質問しているわけですね。その答えが市長から

御答弁をいただいたということですが、いろんな

そういう問題がある中で、ただ機構改革という名

のもとに名称変更すれば済むという問題ではない

とは思います。中身的に事務分掌等も含めてどう

いった検討をされているのか。そういったことも、

できましたら今回この条例改正の中で教育委員会

も入れていただきたかったし、また入れる必要が

あると私は思うんですね。

その辺、教育委員会からも、今検討が進んでお

るんであればその進捗状況も教えていただきたい

と思いますが、やはりそういうふうな状況の中で、

機構改革とともに意識改革が当然そこに出てくる

とは思うんですね。そういった観点も含めて、教

育委員会からの御答弁もお願いいたします。

○議長（嶋本五男君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） ただいま南議員の

御意見をいただいた分ですが、以前にも提案、御
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意見をいただいております。これにつきましては

生涯学習ということで、教育委員会の中身という

よりも、これは泉南市全体の中で、そういういろ

んな分野においてそういう生涯学習ができますこ

とから、全体的な、そういう総合的な中身で検討

せねばならないというふうに考えております。

具体には、では教育委員会はどうなるんだとい

うようなあたりに形としてはなってくるかと思い

ますが、そういうふうに総合的な全体的な中身で

検討という形で考えておりますので、今現在そう

いう熟しておる状態じゃ当然ございませんので、

今回教育委員会はそういう内容には入っておりま

せんけれども、大きなテーマとして考えさしてい

ただいておりますので、どうかそのあたりよろし

くお願い申し上げます。

○議長（嶋本五男君） 南君。

○１１番（南 良徳君） 総合的にということであ

れば、特に今回機構改革するわけですから、ぜひ

ともこの中に入れていただきたかったんですけど

ね。それは別に何も生涯学習に限ったことではな

しに、いろんな問題を提起されている中で、教育

委員会としても機構改革もやはりするべきではな

いかなというふうに思うんです。

今言われた例えば生涯学習にしても、生涯教育

的な教育委員会分野と、確かに市長部局の中で市

長公室なり何なりというところで対応した方がい

い、両方あると思うんですね。だから、何も教育

委員会ばかりにそういった課を設置する必要は私

もないと思います。だから、できるだけ早急に変

えていただけるんであれば変えていただきたいと

いうふうに思っております。

それと、もう１点、先ほども若干お聞きしたん

ですが、企画の中での総合調整ということなんで

すが、この機能というのはどういうふうになって

るんかなと。当然、政策的な調整ですね。これを

やられるんかなと思うんですが、今、各原課にお

いての事業がいろいろ盛んに行われておりますね。

例えば、文化ホールを初め公民館、あいぴあ、

あるいは民間レベルのＡＢＣ委員会等々、その中

での事業ですね。これの日程調整を含めて内容も

検討というんですか、今そういった調整機能を持

っている部署はどこなんですか。あるいはしてな



いのか。してなかったらしてないで一応言うてく

ださい。

○議長（嶋本五男君） 若野企画課長。

○市長公室企画広報課長（若野和敏君） ただいま

の御質問ですが、いろいろと各原課さんの方でい

ろんな事業をお組みになられております。実際、

日程についてとか場所等については、申しわけご

ざいませんが、私どもすべて把握している状況じ

ゃございません。

ただ、広報に一月半ほど先の事業等はお知らせ

する分はお知らせさしていただいておりますので、

その分は一応の内容の把握というんですか、その

程度でございまして、この日をこの日に変えてい

ただきたいとかという調整は、今のところ行って

おりません。

以上です。

○議長（嶋本五男君） 南君。

○１１番（南 良徳君） 非常に重要なところが抜

けているんですね。広報云々というのは、これは

ＰＲのことだけになってくると。お知らせするた

めには当然広報なり何なりで、これはお知らせし

ていただいたらいいんですが、その前段階で特に

季節的なことも含めていろんな行事が重なってい

るように思うんですよ。

そういう調整は、まさにコンピューターの中で

各原課からの計画なり、年次計画が出ておれば年

次計画という中で集めて、コンピューターにほう

り込んで、インプットして、それをやはり調整す

るという必要があると思うんですよ。

というのは、私も何回かそういった市民レベル

の講座とかいろんなところにも参加さしていただ

きますけど、非常に参加人数が少ないようなとき

があるんですね。よく聞いてみると、例えばきょ

うはあいぴあで介護の説明会があるとか、いやい

や何々のイベントがあるとかという中で、１日に

３カ所、４カ所そういったもろもろの講座なり何

なりが開かれていると。市長も方々御出席される

ようなことが多いと思うんで、そういうところは

御承知だとは思うんですけどね。せっかくそうい

った各原課に予算を組んで、市民の皆さんも喜ん

でいただけるようないい企画があるとすれば、そ

の人は体１つですから、時間的に少なくても午前、
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午後という形に分かれておればまだしも、同じよ

うな時間帯にあるとか、あるいは１日がかりのイ

ベントに参加しているからこれは行きたくても行

けないとかということで、私はあるいった意味で

の予算のむだが出てるんじゃないかなと。

やることはやっても、本来１００人集める予定

が２０人であったとか３０人であったとかという

ことになれば、まさに行政効果としては半分ある

いは３分の１ということになってくるんで、せっ

かく今各原課でいろいろそういったことを企画さ

れてるわけですから、少なくとも予算編成時には

平成１２年であれば１２年度の年次計画なり、あ

るいは１日限りのイベントであれば、それを集約

してそこで調整すると。できるだけ市民の参加を

仰いでいって行政効果を見ていくという意味で、

先ほど聞いたのは、そういう企画及び総合調整に

関することというのは何ですかとか、現行と改正

の違いは何ですかと私が聞いたのは、そこなんで

すね。

同じ文言ではありますけども、中身的にぜひ来

年度からでも、せっかくこういう機構改革をする

わけですから、その辺私の申し上げてるような形

がとれるのかどうか、御答弁をお願いいたします。

○議長（嶋本五男君） 若野市長公室企画広報課長。

○市長公室企画広報課長（若野和敏君） ただいま

の御質問にお答えさしていただきます。

確かに議員言われますように、いろんなイベン

トが同日に重なる場合もございます。広報を作成

しているさなかにも我々自身でもそれは感じてお

りまして、何とかならないかなというような気も

いたしております。

ただ、各課それぞれの事業、それから啓発等に

なるイベントにつきましては、かなり以前からや

はり準備の問題がございまして、その準備が整う

までにもまたかなりの変更等が現実ございます。

今、議員御指摘のように、はやりこれは将来的に

はコンピューターの問題等々も駆使していかなけ

ればならないと考えております。

それと、やはりコンピューターを使う場合にな

れば、いわゆる庁内ＬＡＮ的なことがより必要に

なってきますので、また今後ともこういう問題は

さらに今度情報の一元化ということで、またその



辺の方でも課題として残していって解決できるん

ではないかと判断しております。よろしくお願い

します。

○議長（嶋本五男君） 南君。

○１１番（南 良徳君） 特に、来年３０周年とい

う節目の年でもあるんですね。イベント等もふえ

るんではないかなという中で、せっかくそういっ

たことを企画していただいても、市民が右往左往

するということでも困りますしね。今もう既にそ

ういったことでは、何か３０周年の記念事業等も

考えられているかどうかもお聞きしたいんですけ

ども、もう予算の編成時ということもございます

し、骨格ぐらいは決まっていないと予算の組みよ

うもないんではないかなと。

特に、今申し上げたように、行政だけではなし

に市民参加のもとでそういったこともやっていか

ないといけないので、今現行あるいは改正の中で

３０周年記念事業を担当する原課と、それと今も

し決まっておるんであれば事業名、それから３点

目に、市民参加型の協議会等の設置をする用意が

あるかどうか。この３点についてお聞きをいたし

ます。

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） ３０周年事業の関係

の御質問でございますけれども、私ども来年７月

１日で３０周年ということでございますので、現

在、泉南市で市制３０周年記念行事庁内検討委員

会というのを設けまして、何をするかということ

の検討を行っているところでございます。

ですから、まだ具体的には事業はきちっと整理

されたものではないんですけれども、まず、やは

り３０周年という節目の年でございますから記念

式典、それは必ずやらなきゃならないということ

でございますけれども、あと集客の関係のイベン

トも我々としては考えておるところでございまし

て、これは泉南市独自ではできませんので、ＮＨ

Ｋさんにお願いをしているということでございま

す。まだ何をどうするかということまでは決まっ

ておらないんですけども、その辺を考えてるわけ

でございます。

それと、あと関係部長が皆入っておりますから、

どの課でどういうイベントを担当した中で、どう
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いう協力体制でするかということも我々としたら

この組織の中で決定していくというふうに考えて

おります。

それと、市民参加につきましても、協力してい

ただくというお言葉をいただいているところもご

ざいますので、今後、今年度もう一回この会議を

持ちたいと。大体の方向づけはしたいというふう

に考えておりますけども、その後関係のそういう

市民団体についてもお願いをしていくということ

と、市民団体自身も毎年事業をしているところが

ございますから、そこに冠をつけていただくとい

う形も１つの方法ではないかなというように考え

ておりますので、その辺で我々としたら事業等を

きちっと決めていきたいなというふうに考えてお

るところでございます。

以上です。

○議長（嶋本五男君） 東君。

○７番（東 重弘君） 私は、ことしは議会運営委

員会のメンバーでありますから、会議規則５５条、

５６条あたりを遵守してやりたいと思います。よ

ろしくお願いします。

この機構改革ですね。私は税務部が創設された、

このことに対しては、やはり自主財源の根幹であ

ります市税の徴収、これに関しての強化という意

味では評価をしております。そして、お尋ねした

いところは、事業部と下水道部が都市整備部とい

うふうに動いております。この中にあって、現在

事業部にある農林水産課というところが２つに分

かれておると。

１つは、市民生活部に入って農林水産業の振興

というふうに１つ入っております。その残りが今

度は都市整備部の農林業施設に関することと、こ

ういう分け方になっておりますね。こうすると、

例えば補助金を出して特産物をつくるというふう

なこと、もう補助金出さへんからでけへんという

んではもうそれで終わりなんですが、そういうこ

ととか、今一般質問さしていただきましたが、い

わゆる減反政策の担当とか、こういうようなもの

はどこへ入るんかなと。

もう１つ、例えば圃場整備をやるとなるとどち

らが担当するのか。ちょっとこの分け方でいきま

すと、施設と振興ということになりますと、どち



らに入るんかなと。こういう機構改革というのは、

議員ももとよりですが、市民の方が来られて窓口

でどこですかと聞かれると、これは答えられない。

同じ農林ですよ。今の施設が、農林水産課として

そういうことをやれば農林水産課に行ってくださ

いと、これで事足りたんですが、この改革である

と、その部分を庁舎の案内でさばけるのかどうか。

今、質問のことに答えてお聞きした３点と、そ

のすっきりするということについて、もう少し文

言を加えるなり変えるなりということも必要じゃ

ないかなと思うんですが。

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 農林水産業の分け方

がわかりにくいんではないかということの御指摘

でございます。

我々考えておりますのは、今回組織機構の見直

しの中で、市民生活部の方に農林水産の関係の農

林水産業の振興に関することと、条例では表現さ

していただいております。この間から提案した中

で説明をいろいろさしていただいてるんですけど

も、今回都市整備部に残すのは、農林水産施設に

ついての設計施工、それのみを我々としては残し

たいというふうに考えております。

ですから、予算面とか、農林水産に関するソフ

ト面とか、その辺とか対外的な関係ですね。その

辺はすべて市民生活部の方で対応していくという

考え方でございますので、過去に、昔ですけども、

産業経済課と建設課があったときに、産業経済課

で予算関係とかすべてその辺を一括で編成して、

農林、土木についてだけ建設課で実施したという

経過が過去にもあるわけですね。

ですから、今回もそういう形で、施設整備のみ

について都市整備部の方に残すという考え方で、

我々としては進めたいというふうに考えておりま

す。

○議長（嶋本五男君） 東君。

○７番（東 重弘君） いや、私は具体的に３つ挙

げて、この辺はどうかなという私自身の疑問のお

答えからほど遠い。これは大変理解しにくい。具

体的にこれとこれはどっちへ入るんだということ

をお聞きしたんですが、過去の例からしてこうい

う例があった、ああいう例があったと、その答弁
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はちょっと。もう一度お願いしたい。

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 先ほどちょっとなか

なかわかりにくかったということでございますけ

ども、原則的には現在ある農林水産課は市民生活

部です。その中で、予算を取った分の中で農林水

産業の施設整備ですね。ため池の改修の工事とか

水路改修とか農道の整備の工事の部分についての

み都市整備部で引き受けて仕事をするということ

の考え方でございますから、すべて窓口はあくま

でも市民生活部の今度できる新しい課という形に

なろうかというふうに考えております。

○議長（嶋本五男君） 東君。

○７番（東 重弘君） これで時間も２時間連続で

すんで、ちょっとこの辺でまとめたいと思います。

例えば、それでいきますと、農業振興策として

のいわゆる特産品、もしくは休耕地を利用しての

コスモス街道とか、そういうようなものは市民生

活部に入って、いわゆる圃場整備とか水路改修と

かというのは都市整備部に入ると、こういう理解

でよろしいですか。

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 私、申し上げたのは、

すべて市民生活部なんですね。そのうち農林水産

業の関係の予算を取った中で、建設事業費の関係

ですね。その仕事についてのみ都市整備部で担当

するということでございますから、現在取り扱っ

ております教育委員会の施設整備を事業部の建築

課で担当しているような形なんですね。

ですから、あくまでも窓口は市民生活部の農林

水産担当ということで、圃場整備にしても、圃場

整備は市でするわけではございませんから、これ

は負担金の問題だけですから、すべて市民生活部

の方の中で対応していくということになろうかと

思います。

〔東 重弘君「最後にします」と呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） 東君。

○７番（東 重弘君） そうしますと、圃場整備を

市民生活部で担当するとすれば、この都市整備部

の残りに非常に関係の深いことがたくさんあるん

ですね、例えば道路の接続にしても排水にしても。

そういうことからすると、農業自体が事業ですか



ら市民生活部になじむとは私は思いませんし、こ

れは今おっしゃったように、圃場整備なんかはあ

くまでも市民生活部が窓口であるとすれば、当然

その中の排水、取水は河川に関係してきますし、

当然その中の道路は、道路、橋梁、公のものにつ

ながんといかんということで、これはちょっと機

構改革には無理があるんじゃなかなと。それでは

都市整備部の方へ全部入れる方がいいんじゃない

かなと、私はこのように思うんですが、もう一度

お答え願えますか。

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 当然、今東議員御心

配のそういう事業をすれば付随の事業が出てくる

んではないかという問題もありますけれども、あ

くまでも農林の方は市民生活部の方から都市整備

部に業務委託という形ですね。教育委員会がやっ

ておるような形ですから、その中で、もしそうい

う事業の中でどこか所管せないかん話が出てくれ

ば、当然そこはそこで都市整備部と市民生活部の

中の協議という形にはなろうかと思いますけれど

も、現実としては今でも事業部と教育委員会の間

で、そういう施設整備をした後、付随のものにつ

いても共有した形で取り扱ってる分もございます

から、我々としたらそれはそれで処理ができるん

ではないかなというふうに考えております。

○議長（嶋本五男君） 東君。

○７番（東 重弘君） そういうことでしたら納得

をいたしますが、庁舎の案内等では徹底していた

だきたいと。どういう配置になるんか、場所がど

うなのかわからないですが、２度もあっち行きこ

っち行きということで、結局行くとこがわからん

というようなことがないように、ひとつよろしく

お願いします。

以上です。

○議長（嶋本五男君） 質疑の途中でありますが、

４時まで休憩いたします。

午後３時３０分 休憩

午後４時 ２分 再開

○議長（嶋本五男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

議案第３号に関し、質疑を続行いたします。な

お、資料につきましては、ただいまつくらしてお

－２０５－

りますので、でき次第皆さんのお手元へ機構改革

の資料を配らしていただきます。

質疑はありませんか。 島原君。

○１７番（島原正嗣君） 私は、基本的には奥和田

議員さんがおっしゃった考え方と大体同じですけ

れども、問題は、これは確認しておきたいんです

が、１つは、このような機構改革をして、一体、

全体、トータルな職員の配置はどうなるのか。こ

れが１点です。

もう１つは、こういう配置をしますと、それぞ

れの部課長、部とか課の関係で役職人事というも

のがどういうことなのか。改革という視点から見

て、減るのかふえるのか、あるいは現状維持かど

うなのかということが１点です。

それと、もう１つは、庁内の案内板でございま

すけども、私は前々からちょっとお願いをしよう

と思っておったんですが、たまたま市民が２階に

来ても、何々課はどこですかと尋ねられる場合が

あるんです。来年は３０周年ということでござい

ますから、私は４０周年になるんですけども、そ

ういう意味ではもっと庁内の改革というもの、あ

るいはもっと親切に市民が来庁してちゃんとわか

るようにしてほしいなというように思います。

今もわかるようにある一定していますけども、

市民課の受付を見ますと、受付のところには証明

書を二、三書いてますが、ちょっと複雑でわかり

にくい部分があるんですよ。福祉課なんかもうま

っすぐ直進と、こう書いてるんです。車の運転み

たいなもんですな。直進して行くとこうやって相

談室の方に当たる部分と、それからちょっと右に

出てグリル椿というんですか、食堂の方に行って

しまうというふうな、それも柱のとこに御存じの

ようにコピーした紙をパッと張っていると。財政

的に非常に苦しいからそういう配置もしてるかど

うかわかりませんけども、もっと市民から見てし

っかりとわかるような考え方をやってほしいと。

私が申し上げたいのは、こういう改革にしろ改

善にしろ、市民の目から見てどうなのかというこ

とが私は大事ではないかなというように思うんで

すが、そのことも含めて御答弁をいただきたい。

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 島原議員さんの御質



問でございますけれども、トータルの職員数とい

うことでございますけれども、本市の場合、現在

行革中ということもございまして、一般の事務職、

本庁職員については、実質的には増には至ってい

ないという状況でございます。

そのような中で、機構改革をしてどのように職

員を当てていくかということも我々としては真剣

に考えていかなければならないわけでございます

けれども、今回の機構改革では部の増減がプラス

マイナスゼロということの中で、課につきまして

は一部減していくという状況でございます。です

から、その中で今回は職員配置を考えていかなけ

ればならないということでございますから、部課

長の昇進昇格等については、余り大きく取り扱い

はできないんではないかなというふうに考えてお

ります。ですから、そういう中で、現行の役職の

中での職員の配置ということになろうかと思いま

すけれども、そういう形で規則等を定めた中で決

めていきたいというふうに考えております。

それと、組織機構については、やはり市民の方

々から見てわかりやすい組織にしなけりゃならな

いというふうに考えておりますから、既に行革の

中でも組織機構ということで課等も減らしてきた

経過もございますので、今回も若干減るというこ

とでございますけれども、今後、当然組織機構が

決まりました段階では、皆さん方にわかりやすい

形でＰＲはさしていただくというふうに考えてお

りますので、よろしく御理解をお願いしたいと思

います。

〔島原正嗣君「まだ答えてない分ありますよ」

と呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 庁内の配置、いわゆる

市民から見てわかりやすい形ということでござい

ますが、スペース的に現在の庁舎、物理的に絶対

的に手狭であるということが第一であるわけでご

ざいます。そういう中で、今回の機構再編の中で

議員御指摘のように市民から見てわかりやすい配

置、また案内、それに向けて心がけてまいりたい

と思っておりますので、よろしくお願いしたいと

思います。

○議長（嶋本五男君） 島原君。

－２０６－

○１７番（島原正嗣君） 先ほども申し上げました

ように、議会に１つの条例の改正として新しい部

局の改革案が出されているわけであります。ただ、

私、問題になるのは、市民から見て、改革したい

と言ったって、一般論としては、１００人おると

こを例えば９５人にしたとか、こういう市役所と

しても簡素化し、あるいは合理化をして、改革を

して、市民の負託にこたえるというふうなものが

今回の改革の中では見えにくいのではないか。む

しろ、先ほどもいろいろ御指摘がありますように、

疑問点が多いところがふえているんではないかな

と。改革するには、またいろんな判断もあるでし

ょうけども、もっとスカッとした形の改革になら

ないのかどうかと。役所的な感じでいろいろまと

めているんですけども、もっとやっぱり市民の立

場に立った、パッと来てパッとわかるような形の

ものにしておかないと、どうかなというような思

いがするわけですね。

それと、もう一度再確認しますけども、この改

革については、従来どおり人もふえなきゃ減りも

しないと、こういう形で当面やっていくと、こう

いうことですけれども、本来ですと、こういう構

成要員、構成図を出す場合は、例えばここに書い

てあるように、市長公室に何人 条例で一定決

まってますよ。決まっているけども、この改革に

伴って例えば市長公室には何人配置するんだとい

うことも含めて、ちゃんとそういう計算の上に成

り立ってこうしますよという説明がない限り、こ

れはちょっとどうなんですかね。

この部分だけで、ただ表題だけを変えて、中身

の人員 中身の人員数も職員数も一緒だという

ことですけれども、もっとやっぱりここに工夫を

した方が議会の方の理解もしやすいでしょうし、

市民の側に説得する場合も、私はある意味で説得

力があるのではないかなというように思うんです。

じゃ、現在部長さんという役職は何人おるのか。

部長、次長、課長、係長、こういう人員は今どな

いなってるんですか、もうちょっと具体的にお答

えしていただきたいと思うんです。

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 島原議員さんの人の

配置の御指摘でございます。先ほど私申し上げま



したのは、今回組織機構を改正していただいた中

で、次に事務分掌規則の改正がございます。その

中で、現在、いわゆる現有の配置をしている職員

の中で、今回はやはり新しい部署もできておりま

すから、その辺の関係で現有の中でどこにどうい

う人を何人配置していくかということを決めてい

くという形をとりたいというふうに考えておりま

すので、申しわけないですけども、現段階ではこ

の部に何人というとこまでは至っておらないとい

うことで御理解を賜りたいと思います。

それと、役職の関係の人数については、ちょっ

とお時間をいただきたいと思います。すぐ御持参

いたします。

○議長（嶋本五男君） 橘人事課長。

○市長公室次長兼人事課長（橘 正三君） 役職別

の職員の人数でございますけれども、現在、部長

が１２名、部長職でございます参与が２名、次長

が１０名、次長級の参事が５名、課長が５１名、

課長級の参事が１６名、課長級の主幹が１１名、

課長代理が３０名、課長代理級の主幹が１８名、

係長６８名、係長級の主査、これが３５名、同じ

く係長級の主任、副主任、これは保育所の関係で

すけども、１１名ということになっております。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） もう一遍最初からゆっくり

言うてやって。

○市長公室次長兼人事課長（橘 正三君） もう一

度申し上げます。

部長が１２名、部長級参与が２名、次長が１０

名、次長級の参事が５名、課長が５１名、課長級

の参事が１６名、課長級の主幹が１１名、課長代

理が３０名、課長代理級の主幹が１８名、係長が

６８名、係長級の主査が３５名、係長級の主任、

副主任が１１名、それと係員が４５１名というこ

とです。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） 全体の職員数は何人です

か、これ。もう一度済みませんけど、お願いしま

す。

○議長（嶋本五男君） 橘人事課長。

○市長公室次長兼人事課長（橘 正三君） 全体の

－２０７－

職員数は、これは申しわけないですが、１１年の

４月１日現在でございますけれども、７２０名で

ございます。

以上です。

○議長（嶋本五男君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） この７２０名というのは、

本庁の張りつけの職員だけですか。保育所も全部

入ってですか。清掃は抜いているんですか。入っ

てるんですか。

○議長（嶋本五男君） 橘人事課長。

○市長公室次長兼人事課長（橘 正三君） この人

数につきましては、市長公室からずっと各部、清

掃課等すべて含んだ数でございます。

○議長（嶋本五男君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） １つは、横の関係なり縦

の関係から判断して、ざっとこれ、計算したら７

２０名の中で２６９名が役職というようなことな

んですけどね。別に長い間勤務すれば、係長に昇

格したり、課長に昇格したりするというのは、こ

れは日本の歴史の流れでしょうけども、しかし、

それにしても７２０名から２００も３００もとい

うのはどうかな。今の時代にとって、もう少し合

理的な形の基準というものができないだろうかな

というように思います。

この部長級から始まって係長まで決めていただ

いているんですが、例えばこの役職の割り振りと

いうのは、選択の基準はどうなんですか。その職

場に、議会のことを例えて言いますと、その中に

は正と副があるように、これは例えば１０名以内

の部の中でも、課の中でも、係長試験とか何とか

ようやってるんですけども、その試験に合格すれ

ば一定のその昇格権利というんですか、それを確

保できたら、そこに例えば１０人であろうと５人

であろうと、その人に対しての係長という職を与

えていくのかどうかですね。これはどんなんです

か。

例えば、一定の基準値を設けて、２０人なら２

０人ですよという形にして、その中で部長とか課

長とか課長代理とかというなら、それはまた話は

別ですけども、わずか５人か６人の部とかでは、

係長があり、課長があり、ある意味では全部役職

というようなことにもなりかねないのではないか



なと思うんですが、そこらあたりの役職昇格の基

準なり位置づけというのはどんなんですかな。ま

た今後どうされるんですか。

例えば、今度の新しい機構の中で、今構成図も

もらったんですけども、市長公室の中では例えば

役職を何人にするとか、総務部では何人にすると

かということまでは今のとこ考えていないわけで

すか。

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 先ほど御説明いたし

ましたように、まだ規則等最終決定いたしており

ませんので、職員の配置というのは現有の中での

配置でございますけれども、どの部に何人という

とこまでは至っておらないというのが現状でござ

います。

それと、現在本市が昇格で取り扱っております

のは、係長に昇格する年数が来た場合、係長につ

いては試験制度を採用いたしておりまして、その

中で一定の成績以上をクリアしないと係長には昇

格しないという制度を設けておりますので、それ

で昇格していくという形になろうかと思います。

先ほど２６９名という役職の御指摘でございま

すけれども、管理職全体では１０７名、係長全部

を含めて２６９名ということでございます。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） 組織構成のあり方という

資料がここにあるわけですけれども、例えば係は

係員５名以上、課は２係以上または１０名以上、

部は３課以上と、こういう関係で人員を出してい

るんですけども、いずれにしても、議会は議論を

する場ですから、ただ単に条例だけ改正されたと

いうよりも、むしろその改正される前のこの議会

での議論というもの、例えば今言ったような人員

構成も含めて、行政改革でどうなるんかというこ

との比較検討というのは大事やないですか。ただ

表題だけ５名にするとか１０名にするとか、部を

課に変えるとかいうようなことよりも、やっぱり

議会で一番議論をしておかなきゃならないことは、

今御答弁いただいたようなことだけではちょっと

……。

例えば、この施行日が来年の４月１日と、こう

－２０８－

書いているんですけども、その段階でまた議論を

するということなのか。本来こういう御提案がな

された時点で、恐らく議会からも質問があるだろ

うということで御検討なさってるんじゃないかな

と思うんですけども、これは全く今議論しても、

このことについては、１つはできないということ

なのか、いやいやもう議論はしなくても、従来ど

おりただ表題だけというんか、機構の構成改革だ

けだということに終わるのか、そこら辺もう一度

お答えいただきたいと思うんです。

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 今回お願いを申し上

げておりますのは、組織機構の骨幹を成す部の組

織変更についての御審議をお願いしたいというこ

とでお願いしているわけでございますけれども、

まことに申しわけございませんけれども、現有の

組織の中で一部変更ということでございまして、

最終的な何部に何人というところまでは、先ほど

も御答弁さしていただきましたけども、決まって

おらないということでございます。

我々としては、この組織の御承認をいただいた

ならば、早い段階でその辺も含めて、規則の整備

も含めて行いまして、また議会の方へもお示しを

さしていただかなければならないというようには

考えておりますけれども、現時点での最終的な職

員配置というまでは至っておらないということで、

御理解を賜りたいというように思います。

○議長（嶋本五男君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） まだあとの質問者もあり

ますから、大概大概でやめますけども、いずれに

しても、今本当に行政に求められておることの一

番大事なことが、この組織機構の改革ということ

ではないかなというように思います。残念ながら、

陣容については従来といっこも変わらないと。今、

資料が配付されましたけれども、機構改革の組織

図だけの新旧対照表であって、実際議論すべき中

身については、また次に改めて検討さしてもらう

というふうにしか聞こえないんです。

私は、何回も言ってしつこいようですけれども、

本来やっぱり今私が申し上げましたような、質問

した内容が当然こういう改革のときには出てくる

のではないかと、いろんな議論が。その中でちゃ



んと行政が答えていくということにしておかない

と、市民からいえばおまえら何を議論してきたん

やと。看板の書きかえだけではないかなという非

難もありますよ、ある意味では。その点どうなん

ですか。

それと、もう１つは、庁内の案内板ですけども、

これは今のままではなしに、もう少し市民の目か

ら見て直接わかるような案内板を、プレートなり

何なりをするべきではないかと思うんですが、こ

れはいかがですか。

○議長（嶋本五男君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 議員御指摘の市民から

見てわかりやすい案内板につきましては、その意

見を尊重いたしまして、十分検討さしていただき

たいと思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 和気君。

○１３番（和気 豊君） 今、論議を聞いておりま

して、冒頭に提案されましたいわゆる組織を効率

的に一元化する、こういうこととの兼ね合いが、

提案とそれから論議の中でるる答弁されている中

身とがもう一つ整合性がはっきりしないというふ

うに思っています。

例えば、一元化という問題でいえば、先ほど東

議員が言われましたように、なぜ農業という

泉南市ではまだまだ重要な産業ですが、それをな

ぜ２つに分けるのか。農家の皆さんからそういう

具体的に今の機構では弊害があると、こういうこ

とで要望が出てきたのかどうか。島原議員も言わ

れましたけれど、本当に住民の要望を担って住民

の目線でこういう機構改革をやられたのかどうか、

こういう点をひとつ聞きたい。

それから、一元化の問題にこだわるんですが、

例えば環境政策室を１つ環境問題に一元化すると

いうことで設けられたということになりますと、

それじゃ空港対策室はどうなのか。空港問題で過

去ずっと我々も論議してきたわけですが、１つは、

公害のない空港ということで、環境にかかわって

極めてこれはポイントになる室ですよね。

それから、まちづくりの問題でも空港に関連し

たまちづくり、地元との共存共栄ということでま

ちづくりに重要なかかわりがあるわけですが、そ
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ういう点でいえば、病院問題を除いては、むしろ

道路や南側ルートやらいろいろそのまちづくりに

かかわっての部分が多い、こういうことになるわ

けですね。

だから、１つの統合問題ということになれば、

統一問題、一元化の問題になれば、これはどちら

かへ入れて、もうこれはなくしていくというよう

な方向も、これは１つは日程に上ってくるという

ふうに、考え方の中に入ってくるというふうに思

うんですが、そういう点はどうなのかというふう

に思います。

それから、今これ、課までしか出てないんです

が、ちょっと御答弁あったかどうかわかりません

が、その課を受けた係はどうなるのかと。例えば、

先ほどもちょっとありましたけれど、商工業及び

農林水産業の振興に関すること。ここは、従来は

商工業及び観光に関すること。いわゆる海水浴場

の問題で、これを取り扱うところはどこなのか。

最初は教育委員会だったんですね。いろいろ弊害

があるということで、市長が委員会でお答えにな

って、将来貝塚みたいに海水浴場の運営は観光協

会で考えていくと。しかし、その１つの前段階と

して、商業との関係が非常に深いということで、

商工課を独立さしてそこの所管に入れていくと、

こういうことでその観光というものがどっかへ行

ってしもうてると。係で当然設けられると思うん

ですが、こういう鳴り物入りでつくったそういう

課、その所管が消えている。さすれば、やっぱり

係まで明らかにしていただいて、我々にわかりや

すく御説明をいただきたいなと、こういうように

思うんです。我々これを認めてしまえば、これは

どうなるの、これはどうなるのということで、帰

れば市民の皆さんに説明していかないかんわけで

すね。そういう点でひとつお聞かせをいただきた

い。

それから、とりあえず試行、試行というのが割

合お好きなようなんですが、これは試行的なもの

なのかどうか。いわゆる暫定的なものなのかどう

かですね。それともしばらくはこれで固定してや

っていくと。弊害が起これば、おのずとこれを見

直していくということなのかどうかですね。その

辺もお聞かせをいただきたいなと、こういうふう



に思います。

それから、もう１つは、私、不勉強でまだ中身

は十分勉強しておらないんですが、各市では１２

月議会でそろそろ条例化が提案されてきていると

いうように思うんですが、例の地方分権一括法で

すね。これとの兼ね合いで新しい課の創設とか、

あるいは統合とか、こううものが要らないのかど

うか。そういう点、本当に不勉強で幼稚な質問に

なるかもわかりませんが、それとの兼ね合いでも

お示しをいただきたいなと、こういうふうに思い

ます。

それから、もう１つ、こういう機構改革をする

について、先ほどの２つ目の質問とかなり重複す

るとは思うんですが、住民からの声ですね。議会

からの声は、先ほど南議員がずっと一貫して要望

されておったと。そういうふうにはなってないよ

うに思いますが、そういう声もありました。それ

は一定くみ届けていただいて、変えたというふう

に理解はしたいというふうには思うんですが、要

は６万４，０００市民の皆さんの要望がどの程度今

回の機構改革の中に反映されているのか、どのよ

うな要望があったのか、それを受けてどういうふ

うにしたのか、その辺ももう一度、重複しますけ

れど、お伺いをしたいと、こういうふうに思いま

す。

以上です。

○議長（嶋本五男君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 地方分権にかかわりま

す件でございますが、一括法案自体がたしか４５

７本というような膨大な数でございまして、それ

に基づきます各省庁の規則改正等が従前よりもか

なり大幅におくれているという状況の中で、それ

に関係しまして、自治体自体の条例改正等自体が

かなり大幅におくれると。当初１２月ということ

でございましたけども、大体３月になると、ずれ

込むという中でございますので、それに基づきま

すいわゆる組織的なもののあり方については、今

のところはっきりしたものはないということでご

ざいます。

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 多くにわたっており

ますので、もし漏れておりましたら御指摘をいた
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だきたいと思いますけれども、今回事業部と下水

道部なんかを一元化するというのは、やはり先ほ

どもお答えしておりますように、下水道部につい

ては事業が一元化してきたということの中で、一

元化して……（和気 豊君「下水道と税務のやつ

はええわ。もうええわ」と呼ぶ）……進めたいと

いうふうに考えております。

それと、あと今回農林水産が市民生活部の方に

変わると、産業振興課ということで変わる点でご

ざいますけれども、農業についても、やはり自然

環境に欠かせない問題だということの中で、今回

農業の持つ機能等も含めた中で、環境と離せない

のではないかという考え方でございます。

それと、今回商工と新たに一緒になるというこ

とでございますけれども、特に農業の生産につき

ましても、生産物の安定供給とか、新たな資源と

して、または農業についても新たな産業としての

枠組みの中で一括的に取り扱うのがいいんではな

いかという考え方で、産業振興課という形で一緒

にしたということでございます。

それと、産業と付随する公害問題、環境問題に

ついても、相互に密接な関係があるということの

中で、市民生活部の方で一体的に連携を強化した

中で取り扱おうという考え方でございます。

それと、特に従来から１課１係については、将

来的には縮小なり合併という考え方のもとでござ

いまして、先ほど和気議員から商工の関係の御指

摘があったわけでございますけれども、現実には、

商工課は今４名の人員で仕事をしております。行

事等が重なりますと、現実には空っぽになってし

まうということも多々あるわけですね。

特に、商工課というのはお客さんが非常に多い

ということの中で、やはりだれかが面倒見なけり

ゃならないという問題もございまして、もう少し

組織的に大きい方が対応できるんではないかと。

市民サービスの面からしても対応できるんではな

いかという問題もございまして、今回もう一度そ

ういう形で、産業振興課に併合した中で商工も推

進していくという考え方でございます。

それと、空港対策室の問題も御指摘あったわけ

でございますけれども、泉佐野は空港対策室はも

うなくしたというふうに情報としては入っており



ますけども、現実的には担当者はまだその担当者

として残って仕事をしているというふうに聞いて

おります。本市の場合、これからもまだ２期工事

も着手したばかりでございますし、いろんな問題、

まだ空港にかかわる問題があるということの中で、

もう少しその中で空港の推進とか課題について解

決をしていこうということで、あとしばらくこの

形で推進をしていきたいというふうに考えており

ます。

それと、係を明らかにしたらどうやという御指

摘でございますけれども、今回先ほどから御答弁

さしていただいておりますように、最終的にはま

だ係、課の詰めまでは至っておらないところ、至

っておるところ等がございます。そのような中で、

我々今考えております これは最終的にまだ決

裁等はとっておらないんですけども、考えており

ます形といたしましては、まず市長公室では……

（和気 豊君「ちょっと新しく読み上げるような

ことの中身やったら、ゆっくり言うてください」

と呼ぶ）市長公室では企画広報課というのを企画

課に変えるということで考えております。

その中にありました広報の部門、これは総務部

の方で情報管理課という課を設けますので、そち

らに行くということでございますけれども、企画

については、今回企画係と自治振興係ということ

で対応したいというふうに考えておるところでご

ざいます。今後いろんな自治の関係で市民の活動

もふえてまいりますので、我々としてはその辺の

推進もしたいということで考えておるところでご

ざいます。

それと、総務部では情報管理課を設けますので、

その中で２ないし３係を最終的に決めた中で我々

としては運営したいというふうに考えておるとこ

ろでございます。

税部門につきましては、今回新たに税務部を組

織するわけでございますけれども、最初は現行の

２課で発足というふうに考えておるところでござ

います。

市民生活部は環境政策室をつくりますので、そ

の中に環境整備課、それと産業振興課ですね。そ

の辺を含めた中で対応したいと。環境整備課、清

掃課、市民課、産業振興課という４課の中での編
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成ということで考えておるところでございます。

それとあと、都市整備部の関係は、もとの事業

部につきましては現在４課あるわけでございます

けれども、そのうち農林水産課が市民生活部の方

に変わりますから３課になりまして、あと下水道

部の２課が合併して都市整備部ということで、事

業部の中では５課という形の編成になろうかとい

うふうに考えておりますけども、ここにつきまし

ては、係については大きくは変わらない状況でご

ざいますけれども、一部現在調整中の課もござい

ますけれども、それはまた明らかになった段階で

御報告はさしていただきたいというふうに考えて

おります。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 細野さんね、質問をよく

聞いてくださいよ。４７０からの法案の関係がど

の分がどうなるかわかりませんけれど、かなりの

部分がやっぱり市町村の関係でおりてくるわけで

しょう。関係するわけでしょう。それを条例化し

ていかなあかんと。当然、条例化すれば具体に地

方自治体の単独事務として進めていかなあかんわ

けでしょう。

そしたら、それを進めるための体制というのが

当然ひっきょう必要になってくると、こういうよ

うに思うんですが、そういうことでの見直しね。

せっかく見直しを提案されて今回条例が通っても、

今度の３月にそういう法案が条例化した場合に、

また変えなあかんという、朝令暮改にならないの

かどうかということを私はおもんばかって聞いて

いるわけですね。ちゃんと一回で聞き届けていた

だきたい。お願いします。よろしく。

それから、都市整備部の関係ですね、中谷公室

長。例えば、用地課という課がありましたね、従

来。これが消えているわけですよ。事業部の中に

用地課というのがあったはずですけど、なかった

んですか。（「なくなった」と呼ぶ者あり）なく

なった。ちょっとわかれへんので、済みません。

それで、その用地なんかは、今後新しくなれば

係としてどこへくっつけるのかと、こういうよう

なことで、係をできれば これ我々が認めたら

市民から聞かれるわけですよ。こういう問題はど



この窓口へ行ったらいいんやと。これはちょっと

わかりませんと、聞いてから返事しますわと。土

曜日に聞かれて月曜日まで返事ようせんなんてい

う話は、実際おかしな話ですよ、議員としてね。

だから、そういうことについて、やはりこうい

う提案をする場合には、まさに市民の目線ですよ、

やる場合には。市民がすぐ飛び込めるように体制

をつくらなあかんですよ。係もつくらないかんで

すよ。そういうことを同時提案でしていただけな

いのかということを言うてるわけですね。

環境政策室を設けるということになれば、空港

対策室なのか、環境問題とそれからまちづくりの

問題と２つの足に分かれると思うんですが、軸足

になると思うんですが、そういうことでどちらか

に移そうか、あるいは空港対策室そのものの仕事

の中身がそうですからね。

そら対国や府との折衝、関空との折衝という部

分は大きいでしょうけどね、持ち込む中身は、い

ろいろ庁内で検討する場合は、泉南市のためにと

って、市民のためにとってどういうまちづくりを

要求していくのかと。それを練り上げる、そうい

う部門でしょう。事業部の中で、事業部全体で総

括してその課題に対応して持ち込んでいくと。環

境問題でも、どっちかにウエートとしても、空港

という名前をつけて空港環境政策室とか、こうい

うことでそれこそ一元化していく方が合理的なん

ではないかと。

それから、農業問題でちょっと重複するかな思

って遠慮しておったんですが、ちょっと言いなが

らわからなくなってきたんですが、例えば圃場整

備とか水路の改修とか農道の改修とか、こういう

ものは極めて都市整備部の所管に入る……これ都

市整備部の中のどこを見たらええのか。課ではど

こを見たらええのか。これはわかれへん。どこを

見たらいいのか。道路公園課、建築課、都市計画

課、この中のどれに入る。我々でさえわからへん

わけですね。市民の皆さんは、わかりにくいなと

いうふうに思うんです。

農林水産課に行ってたらい回しで、いやいやそ

れはうちと違いますと。いわゆる経営に直結する

身近な圃場整備とか水路改修とか、あるいは農道

の新設、改修とか、こういう問題はどうすればい

－２１２－

いのか。今までは一本でいけたわけですよ。今回

はたらい回しになる。ほんまにここでそういう事

業関係の対応もきっちりとできるんですね、市民

生活部で。大きな事業を言うてるんじゃないです

よ。経営に直結する身近な、まさに農業振興にか

かわるような事業をどうするのか。東議員が聞か

れておりましたけども、私非常にわかりが鈍いん

で、再度お聞かせをいただきたい。

○議長（嶋本五男君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） えらい申しわけござい

ません。地方分権にかかわりまして、各地方自治

体への権限移譲の関係で幾つかあるわけでござい

ますが、例えば大きなところでは、旧来言われて

ございます赤線、青線、里水路ですね。これの委

譲とかということがございます。これは今のとこ

ろ具体の日程的には、来年とかという形には入っ

てございませんので、当分の間まだ余裕があると、

そういうように思ってございます。

そういう中で、一部保健所の機能と申しますか、

犬の登録等一部実施される部分があるわけでござ

いますが、この部分等につきましては、新たな課、

係の新設という形の対応の範囲、事務ではないと

思っておりまして、先ほどから公室長が答弁して

ございますように、各課、係の事務分掌の中で対

応するというんですか、公室との各係の事務分掌

の精査の中で対応してまいりたいと思っておりま

す。

〔和気 豊君「だから係を出しなさい言うんで

す」と呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 先ほど和気議員が言

われました用地課の関係でございますけども、平

成１０年の７月１日の組織改革によりまして土地

対策課がなくなっております。そのときの考え方

といたしましては、従来から用地買収事業が多か

ったんですけども、縮減してきたということの中

でなくなっております。その後についての用地買

収等は、事業担当課の方で行うということで対応

いたしておるところでございます。

それと、農業の関係でございますけれども、市

民生活部で全部できるのかという問題でございま

すけれども、私、東議員のときも御答弁さしてい



ただきましたように、都市整備部に行くのは、す

べての窓口は市民生活部の新しい課の方でやって

いただくわけでございますけども、今回都市整備

部の道路公園課、そこでハード面の農林関係の工

事の設計施工のみを担当するということでござい

まして、あとの問題についての農業関係、農業施

策につきましては、すべて予算も一括して市民生

活部で対応するというふうに考えております。

○議長（嶋本五男君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） もうそれだけですか。僕

３つ聞いたんですが、具体は、答弁終わった、言

う必要ないと、こういうことですか。２回同じこ

と聞くなと、こういう意味でしょうか。そういう

対応やったら、またそういう対応でやらしてもら

いますけど。

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 和気議員の方から、

空対室の中身は国・府の折衝等じゃないかという

ことでございますけども、私、先ほども御答弁さ

していただきましたように、空対室につきまして

は、当然対外的なその辺の問題とか、空港にかか

わることについて、まだまだ泉南市としては事業

があるということで、あとしばらくはこの組織の

中で我々としては進みたいというふうに考えてお

ります。

○議長（嶋本五男君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 議長の顔を見てると、で

きるだけ早く終わりたいというように思いますが、

要は対外的な折衝も中身を十分政策的に練り上げ

て、これやったらやらすことができると、これや

ったら財源の裏づけも十分持てる、環境問題も大

丈夫だ、こういうことを庁内で意思統一をして、

そして持ち込んでいくと。そういうことが日常茶

飯事で論議できる場所、１ つだけちょっと２階へ

上げられてはしごを取られるというようなことで

はなくて、常時地についた活動が市民の立場でで

きるような、そういう体制の中に包括すると、こ

ういうことがあるべき姿ではないだろうかという

ふうに思うんです。

それから、農業問題では、先ほど言いましたよ

うに、私、具体的に聞いてるんですが、東さんも

具体的に聞かれました。そういう技術者がそこに

－２１３－

ちゃんと配置されて、そういう具体的な技術的な

問題も含めた経営に直結するような圃場整備等の

問題については、すぐにそこで対応できるんです

ね。事務的にそれを扱って、もうわからへんから

技術はいわゆる建築の方へ上げるんやと、こうい

うことにはならない、そういう体制もおつくりい

ただけるのかどうかですね。

そういうことで、私は先ほどから係を明らかに

してほしいと。係を明らかにしていただければ、

こういう不安とか疑問は出てこないわけですよ。

なるほどここの課の中にあるこの係で対応できる

んだな。課の中にはなかなか出てこないから、そ

れで私は係の問題はどうなっているんだと。課を

設けるんやったら、係まで設けて提案してくださ

いよ。それが市民の目線じゃないですか。できて

ないんですか。中途半端なんですか。

○議長（嶋本五男君） 本日の会議時間は、議事の

都合によりあらかじめこれを延長いたします。中

谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 空港の問題でござい

ますけれども、先ほど言いましたように、当然い

ろんな形で対外的に折衝しなきゃならないという

問題がございます。そして、大きな事業等が決ま

ってきた中では、庁内組織として、当然環境部門

とか都市整備部門の技術的なアドバイスも受けた

中で方針は決定していかなければならない。当然、

空港対策室というのは事務的な職員しかおりませ

んから、その辺はそういう形で我々としては対応

してまいるつもりでございます。

それと、農業関係でございますけれども、技術

者を分けてしまって対応できないんではないかと

いう御心配でございますけれども、当然今やって

る仕事を交代するということは許されないことだ

というように私は考えておりますので、やはりそ

の係の中には技術的に精通した人も配置すべきだ

というふうに考えております。ですから、今後の

人的配置の形の中では、我々としたらその辺も反

映できるような形には協議した中で決めていきた

いというふうに考えております。

○議長（嶋本五男君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） ちょっと食い違っている

ところがよくわかりました。おたくらはこの課の



中に大体こういう係が設置されるだろうなという

頭がありますから、割合スムーズに答弁できるわ

けですが、我々はこの課の中にどういう係が入る

のかなということがなかなかわからないわけです

よ。

だから、先ほどからここまで出すんだったらな

ぜ係を出していただけないのかということについ

て何回も聞いているわけですが、係についてはま

だよく精査されていないと、そういうことで、こ

れからの課題として取り扱うんで、今は言えない

ということなんですか。しかし、施行は４月１日

からですから、それまでに十分間に合うから、そ

の間に練り上げたものを議会には提出したいと、

こういうことなのかどうか、その辺一言言うてく

れればね。その辺を聞いているわけですよ。

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 歯切れの悪い御答弁

で申しわけないと思っておりますけれども、先ほ

ど和気議員が言われましたように、係もある程度

の形まではできておりますけども、ただその中の

事務分掌ですね。その最終の詰めまでは至ってお

らないので、ここにお出しして、公の場にお出し

するというとこまではまだ至っておらないという

ふうに我々判断いたしております。ですから、こ

の条例が認められますと、早急にその辺の整理を

した中で、きちっと議会の皆さん方にもお示しを

して進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。

以上です。

○議長（嶋本五男君） 和気議員に申し上げます。

回数もふえておりますので、まとめてください。

和気君。

○１３番（和気 豊君） 済みません、議長。

普通、条例改正の場合には、それに伴う規則的

なもの、あるいは規則で足らない場合に要綱で補

完するという場合には、要綱等もそれにつけ足し

て出てくるわけですよ。それで我々議員はそれを

論議して、市民の皆さんにわかりやすくそういう

ものを勉強しながらお伝えして、市民の皆さんが

まごうことのないようにしていくわけです。

いわゆる条例改正ですから、そこまでやらなく

てもいいと言われればそれまでなんですが、従来

－２１４－

の行政、議会のルールでは、そこまでやってきて

いるわけですよ。規則や要綱までお出しをいただ

いて、我々には十分な役割を発揮できるようにさ

していただいているわけです。だから、いつまで

にそういうものは精査してお出しいただけるんで

すか。早うからこういうものは 泥縄でやった

んと違うでしょう。早うからこういうものは練り

上げてきたわけでしょう。何で係ができてない。

いつまでに出すんや、これだけ１点お聞かせをい

ただきたい。

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 和気議員の御指摘、

もっともだと思いますけども、まだ係、事務分掌

のきちっとした形まで精査できていないというこ

とでございますから、条例が認められますとその

後作業いたしまして、１カ月ぐらいでそれは仕上

げてしまいたいなというふうに考えております。

ですから、１月中にはきちっとしたものをつくる

という考え方でございます。

以上です。

○議長（嶋本五男君） ほかにございませんか。

小山君。

○２番（小山広明君） いろんな詳しい議論がされ

ておりますし、日ごろは皆さんに大変御迷惑をか

けている立場でもございますから、協力をして基

本的なことだけを聞いておきたいと思うんですが、

これは議論をずっと聞いておりますと、本格的な、

財政問題だけではないですけども、これからの行

政をどうするか、地方分権という形でかなりの権

限が地方に移行される中で考えた組織の改革とい

うようにはとても聞こえないんです。

当面、新しい介護保険が入ってきましたし、そ

れから情報公開条例が新たに来たということで、

それをどこに割り振るかという、そういうことが

中心ではないかなとなると、やっぱり議論のやり

方が大分変わってくると思うので、その辺の基本

的な今回提案されたものの位置づけですね。それ

をちょっと市長にお答えいただきたいのと、やは

り本格的に組織をどうするかということは、しな

いといけないのは、これはもう待ったなしですか

ら、そういうことについてどう考えておるのかと

いうのを同時に示してこの議論をしないと、何か



ここに出されたのが、一元化とか、いろいろ根本

的な改革を施行したということで出したという説

明がなされるんですけども、中身はそうではない

ので、ぜひその辺をちょっとお聞かせいただきた

い。

それから、こういう庁舎にはいろいろ検討組織

というのが制度的にあって、庁議とか総合調整会

議とか、国会でいえば我々ニュースでよく見ます

けども、閣議決定ですね。そういうものは、今も

見てみますとちゃんとあるわけですね。それはど

ういう議論がされて、どういうような決定がされ

たかというのは、当然文書化もして残っているは

ずですし、情報公開条例が出てくれば、当然請求

すればそういうものが出てくると思うので、そう

いうような庁内的な手続をきちっと議論した上で

出されたのかどうかという出し方の問題について

も、ちょっとお聞きをしておきたいと思います。

それから、私は前回の議会のときでも言ったと

思うんですが、堺市を例にとれば、助役も２人で

すから、泉南市の場合には、もう市長さんがおれ

ば助役は要らないのではないかな。部長がおれば

それでやれるという、それぐらい大胆に考えた方

がいいし、いろいろ性格上、部を変えるというよ

りも、１つにして、異質な業務が同じ部の中にあ

る方がむしろこれからはいいのではないかという

ことも、やはり堺市は堺市でやり方があるでしょ

うけども、泉南市のように、大阪市を例にとれば

区よりもまだ小さいわけですから、区長がおれば

それでいいわけですので、そういうようにやはり

責任を分散化して、１つ物をつくるのは総合的に

つくるわけですから、もう少し２つぐらいの部に

するとか、そういう大胆なことをやらないと、根

本的な今の状況には対応できないと思うんですね。

どんどんニーズはふえるし、税収もそんなに伸び

ないし、かといって役所の対応については、なか

なか縮小はしにくい問題があると思います。

職員の問題でも、新規補充、退職補充しないと

いうことはアンバランスになってきますし、これ

は組織の活力が失われてきますね。実質的な首切

りをやっていっとるわけですから、そういう点で

は大胆に、私も労働基準法をちょっと読んでみと

るんですが、法律上は解雇できないということは

－２１５－

ないですね、これ、法律上は。

そういうことも含めて、やはり実質的に隠れた

とこでの首切りをやられるんであれば、ちゃんと

制度にのっとって解雇もできるということも視野

に入れてやらないと、どんどん新しい人を入れな

いと、どんどん年齢的なアンバランスになってき

て、組織は物すごくいびつになってくるし、活性

化が失われるということですから、もう少しそう

いう労働基準法をもう一遍原点から読んで、それ

は経営する側が解雇できなかったら責任持って経

営できないわけですから、そのかわり解雇された

た方が、人生としてはちゃんと勤労の義務はある

わけですから、働くような環境もベストにつくっ

ていくと。

こうことをやらないと、一遍入ったら定年まで

やめられないという制度は、いろんな意味でやっ

ぱり活性化できないわけですから、どんどん職業

も交流をして、民間のそういういいところも役所

に入り、役所のいいところも民間に入るという、

こういう活性化も含めて組織を考えないといけな

いし、こんなことは日本の地方自治体で余り大胆

にやっておるところはないと思いますけども、だ

からといって泉南市がやらないという手はないわ

けで、向井市長は、行政の中はだれよりも詳しい

経験を持っておるわけですから、むしろ向井さん

の方が大胆な行政改革ができる。外から入ってき

て大胆にやるということもできますけども、これ

はなかなか中の協力がないとできないわけですか

ら、そういう点ではやはりモデルになるような行

政改革を施行して、どんとこう出ていくんじゃな

しに、やっぱり議会なり市民ともいろいろ議論し

て、民間人も入った中での諮問をして、その答申

を受けて我々はそれを政策化したり条例化してい

くと、こういう方法を私はやる方がいいと思うん

で、意見も含めて私言いましたので、市長にこの

辺の今回の提案の位置づけと、今後どうしていく

かというようなことのお考えを聞きたいと思いま

す。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 先ほど申し上げましたよう

に、今回まず１つの柱としては、税の部門を、今

まで総務部の中にはありましたけども、実質部扱



いになっておったわけですね。参与、いわゆる部

長級を置いて２つの課という形でなっておったん

ですが、今のこういう時代の中、特に今泉南市の

置かれている税収、徴収率が非常に低いというこ

とも踏まえて、やはりきちっと責任を持ってやれ

る体制をつくるというのが１つの柱でございます。

それから、お話しありました情報公開が来年４

月から施行されるわけなんですけれども、これに

対応する組織というのは当然要るというふうに考

えておりまして、現在総務部の中に電算室という

のがありますが、そういう電算室的な古い考えで

はなしに、やはりこれからの情報化時代に対応で

きる情報管理という形で、もちろん名称も変えて、

そして内容も充実して、そこでいろんな情報の管

理を行いますとともに、情報公開の方もそこで担

当させるということにしたわけでございます。

それから、下水道部の取り扱いについては、先

ほども言いましたように、下水道が平準化してい

くという中では、他市町も合併、統合してきてお

ります。それは２つの方法がありまして、上水と

下水と一緒にするという方法も１つでございます。

もう１つは、都市整備ということで下水道とそう

いう事業系をまとめるというやり方とあると思い

ます。各市もそれぞれまちまちでございます。私

どもは先ほども言いましたように、都市整備とい

う形で事業系、もともとエンジニアにかかわる話

でございますから、そちらの方でまとめる方がい

いんじゃないかということで都市整備部というふ

うにしたわけでございます。

ですから、部の方は実質１減 表には出てい

ませんけども、実質の部扱いの部分は１つ減にす

るという考えでございます。したがって、先ほど

ありました部長級も１減になるというふうに考え

ております。

それから、いろいろ御指摘のあります産業系に

ついては、これも切り口の問題でして、現在農林

水産という形と商工に分かれておりますけども、

農林水産というのは一次産業であるわけですから、

もちろん商工も産業という形でございますから、

産業という１つのとらまえ方でまとめるという形

にいたしております。

そこで、いろいろ疑問点がありましたハード面、

－２１６－

これは農林水産の企画立案、あるいは圃場整備も

含めての企画立案、予算確保等は当然産業振興で

やるわけでございますが、実際の設計とか施工管

理という部分については、今教育委員会の学校施

設も事業部に委託しておりますが、そういう形の

関係になると。したがって、窓口はあくまでも産

業振興課ですべて統括できるという考え方でござ

います。

それから、もう１つ、環境の方ですが、これも

空対にも環境があるじゃないかという話でござい

ますが、現在は自然環境保全というのは農林事業

部にあるわけですね。一方の公害等の環境という

部門は市民生活部にあると。これも今ばらけてい

るわけなんですが、これを１つのやはり一括的に

総合的な対策がとれるようにということで市民生

活部にまとめると、こういうことにしたわけであ

ります。

ですから、確かにちょっと変えるわけですから、

非常にわかりにくい部分もあるかもわかりません

が、よく見ていただきますと非常にわかりやすく

整理をしているつもりでございます。ですから、

そういう観点からぜひお願いしたいと。ですから、

スリムになるのか、肥えるのかという話も以前の

質問者でありましたけども、実質の部が１減する

ということでありまして、当然スリム化を目指し

ておるということでございます。

それと、細かい部分は規則に属する部分でござ

いますので、これからまだ詰めなきゃいけない部

分がありますので、すべてお知らせするというと

ころまで至ってない点は、非常に申しわけないと

いうふうに思っておりますが、この条例の改正に

よって骨格が固まるわけでありますから、早急に

そのあたりの詰めを鋭意していきたいと考えてお

ります。

それから、助役の問題も出ましたけども、これ

はちょっとまた別の問題だというふうに思ってお

りますので、これはこれでまたいろいろ御意見も

お聞かせいただきたいというふうに思っておりま

すので、ここでの答弁は、ちょっと差し控えさし

ていただきたいなというふうに思っております。

〔北出寧啓君「議長、議事進行」と呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） 北出君。



○２５番（北出寧啓君） 行政の出し方に対して、

議員全体が疑問を持っていろんな形で繰り返し議

論されております。時間もこのように経過してお

りますので、一たん休憩を打っていただいて、再

度議論を継続さしていただいたらいかがかなと思

います。

○議長（嶋本五男君） 暫時休憩いたします。

午後５時 ８ 分 休憩

午後５時３０分 流会

署 名 議 員

大阪府泉南市議会議長 嶋 本 五 男

大阪府泉南市議会議員 南 良 徳

大阪府泉南市議会議員 真 砂 満
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